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序論

1．研究の目的

 現在の日本の教育現場においては，第二次世界大戦の体験をもつ教師

は少数になり，いわゆる戦後世代がほとんどを占めるようになった。さ

らに，戦後世代の申でも1960年代以降の経済成長の時代に生まれた教師

が多数となりつつある。この教師の世代変化とともに平和教育のあり方

も変わらざるを得ない状況が生まれてきている。

 戦争体験の風化の危機感から出発した日本の平和教育運動は，体験の

ないものが体験のないものに体験を継承させをければならないという困

難に直面している。体験を持たないながらも誠実な教師は，前世代の教

師から担わされた「戦争体験の継承」の重要性を認めっっも，今を生き

る子どもたちに戦争を自分のこととして追体験させることが果して可能

なのであろうかという不安を持ちっっある。山本満は，

戦争の「イメージ化」が平和の左めの想像力を子供たちの心に生みだすうえで効果があるものかど

うか疑わしいと患う。後の世代に引き継がるべきは体験そのものではなく，体鹸から人が伺を学び

また学ばなかったかということにあるまいか。体験を共有しない後々の世代のメッセージとなりう

るためには，戦争体験は時周，空間両方のより広い文頚の中で相対化されることが必要なのに違い

  1）ない。

と述べ，「戦争体験継承」だけを強調する平和教育に対して疑問を投げ

かけ，戦争体験を相対化する事の必要性を説いている。体験世代の「戦

争体験継承」をそのまま踏襲するのではなく，それをいかに捉え直し，

有効に活用するかが問題となっているのである。
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 一方，1989年の東欧革命，米ソのマルタ会談によって，第二次世界大

戦後の世界の中心的構造となっていた東西冷戦構造が崩壊した。このこ

とによって，核の傘に覆われた世界が無くなり平和な世界が到来するだ

ろうという期待を持つ暇もなく湾岸戦争，東欧諸国の民族対立など次々

と紛争が発生している。冷戦構造が諸悪の根元であり，これさえ無くな

れば平和な世界が来るという考えは幻想であった。平和でない状態を作

り出しているものはいったい何なのか。それを見極め，平和に近づく力

を持った子どもたちを育てるには何が必要なのか。東か西かといった構

図だけでは平和教育を展開することが無意味になってきている。

 本研究は，このような状況の変化に対応して，平和研究の成果を教育

に生かすことを目的としている。

2，研究の経過と研究主題設定の理由

 日本の平和教育が意識的に実践され始めたのは，1950年代に入ってか

らである。1950年6月，朝鮮戦争が勃発し， 7月には，警察予備隊が創

設され，海上保安庁の増員が指令され，アメリカからは，日本の再軍備

が強く要求されるようになる。教え子を戦場に送らざるを得ない状況が

現実味を帯びるようになって，1951年1月，日教組は「教え子を再び戦

場に送るな」というスローガンを掲げるに及んだ2㌔以後，平和教育の

実践は積み重ねられたが，いわゆる「教育の逆コースjの中で平和教育

の理論化は遅れた。

 1970年代以降，原爆体験3）の風化に対する危機感から「戦争体験の継

承」を中心とした平和教育運動が展開され，広島平和教育研究所（1972年）
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や日本平和教育研究協議会（1974年）が設立されるなど，平和教育砺究の

制度化も進められた4）。

 一方，アメリカやヨーロッパに起こった平和学は，1950年代から1960

年代にかけて研究の制度化の：量的拡大が進み，ig70年前後から直接的暴

力と構造的暴力の両面からの解放を目指した研究が進められている5）。

日本の大学における平和学関連講座は，197◎年代から増加し始め，1980

年代に急増している6㌔

 以上のように，日本における平和教育実践は，アメリカ・ヨーロッパ

における平和研究とは別の道をたどった。それらが合流の兆しを見せ始

めたのは，1970年代に入ってからである。しかし，現在でもまだ，つな

がりが充分とはいえず，近年，平和研究と平和教育と平和活動の関連が

強調されている7㌔

 浮田久子は，「書評 試案『平和教育自主編成の手びき』」8）の中で，

日本の平和教育は，今日までのところ，世界の平和教育とは実質的に切れた場所で，独自にモの

発展をとげてきた。

海外の平和教育を含めた平和達動が，平和研究と密接に連総しつつ展開されたことを申し上げた

い。平和研究が真に人圃のための科学であろうとずるならば，平和教育を含めた平和還勤からたえ

ずエネルギーを補総されなければならず，平和研究の成果は教育の燭に移されて，ためされたり批

判されたりして新しいイニシVテ■プを生み出し，モれが研究のいっそうの深化をうながずという

循環過程がどうしても必要である。これは，日本の場台，とくに平和研究の鋼に直せられた宿題と

いわなければならないと思う。

と述べている。海外の平和教育が平和研究と結びついているのに対して，

日本の場合は，それらが結びついていないという指摘である。浮田のこ

の指摘から十数年の歳月が過ぎたが，基本的な状況は変わっていない。

 J・ガルトゥング9）は，「平和研究と平和活動の分野におけるめざま
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しい進展に比べて，平和教育の分野では，この間に見るべき発展を遂げ

ていないようにうかがえるのである。」とし，その原因として，教育体

制が国家上層部の思潮を遵奉したものであることと社会の労働分業の傾

向の影響をあげている1。㌔

 平和教育学を提唱し距堀江宗生は，今までの平和教育実践に欠けてい

るものとして，

 ①実践の効果反響，時代の変化に伴う影響力についての分析検討の

  不十労さ。

 ②教えられる側の態度への対応の不十分さ。

 ③国内的国際的幅の広がりの不足。

 ④ 直接的平和教育の周辺に間接的平和教育の拡大の不十分さ。

をあげ，その原因として，権力側の平和教育に対する統制に，専ら守勢

で対応し，攻勢に転じて平和教育の意義と実践を拡大することができな

かったことをあげているla㌔

 山本満も，日本の平和教育の特徴として，反動的教育政策への抵抗運

動としての性格をあげている12㌔

 以上のように，平和教育研究が未だ十分な成果をあげておらず，その

原因が，教育政策とそれへの対応の仕方にあるということは確かである。

教育政策の申に暴力性があるとすれば，これを明らかにすることが必要

となってくる。その場合，ヨーロッパに起こった平和研究の成果を取り

入れて，権力側の教育観や平和観を相対化するとともに，現在までの平

和教育運動の平和観をも相対化することが重要である。

一4一



3．研究主題

 平和教育を研究する場合の対象範囲としては，①学校教育 ②社会教

育③教育政策の3つが考えられる。

 学校教育実践は，教育制度の申で行われている平和教育の実践である。

日本の学校教育の中で行われてきた平和教育は，「教え子を戦場に送ら

ないjことを目的に「直接的平和教育13）」 を直心に進められてきた。

今までの平和教育研究は，主にこの学校教育実践を対象とした研究であ

る。社会教育は家庭教育，企業内教育，労働組合教育，地域の公民館教

育活動などだけでなくマス・コミュニケーションによる教育効果をも含

めると広い範囲のものとなる。社会教育の分野における平和活動は，平

和運動として捉えられることが多く，研究対象としても平和運動の研究

が多い。その両者に関係のある教育政策は，特に近年，平和研究の対象

となっていない。本稿では，前節で述べだ理由により，主に日本の教育

政策を対象とする。

 平和教育研究の時期区分としては，①第二次世界大戦後 ②第一次世

界大戦後 ③国民国家による教育制度が確立されて以降 ④古代以降な

どの区分が可能である。

 日本における平和教育の始まりは，1951年の日本教職員組合の「教え

子を再び戦場に送るな」というスローガン決議および，同年の長田新編

『原爆の子』14）の出版以降とされる場合が多い。しかし，藤井敏彦が

「戦後教育はその理念と現実において，平和教育そのものであったとい

える。jt5）というように，戦争に対する反省から出発し距教育として，

第二次世界大戦後，現在見られる型の平和教育が始まったと捉えること

ができる。
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 最近の平和教育研究の進展とともに，第一次世界大戦と第二次世界大

戦の聞の時期の平和教育についての研究もされているa6）。

 さらに，軍国主義教育批判として平和教育を捉える場合，近代的教育

制度の確立以降を研究対象とする必要がでてくる17）。

 また，古代以降を対象とする研究は，平和思想史の対象となっている。

 本研究は，現在行われている平和教育の出発点が，敗戦後であると考

えて，第二次世界大戦後の平和教育に関わる教育政策を対象とする。

 従って，本研究の主題は，以下のようになる。

 戦後日本の教育政策が，どの様な平和観を持って箋行されてきた

のかを明らかにする。

 特に，占領時代の教育政策と，独立とともに，それが大きく転換され

た時代（1945年から1960年ごろ）の教育政策を中心に取り扱うものとす

る。

4．先行研究と本研究の位置づけ

（1）調査文献

 平和教育に関する文献は，平和に関する文献と教育に関する文献の両

者にまたがり，多岐にわたっている。そこで，代表的なものとして以下

の研究誌，雑誌を対象として平和教育に関する文献を787件拾い上げた。

（付録資料参照）
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A．『平和研究』日本平和学会編／早稲田大学出版部

B．『教育学研究』日本教育学会編

C．『平和教育研究』広島平和教育研究所編

D．『国民教育』国民教育研究所編

E．『季刊平和教育』日本平和教育研究協議会編／明治図書

F．『生活教育（カリキュラム）』日本生活教育連盟編／誠文堂新光社

G．『教育』教育科学研究会編

H．『歴史地理教育』歴史教育者協議会編

1．『考える子ども』社会科の初志をつらぬく会編

J．『現代教育科学』／明治図書

K．『平和教育の課題と方法に関する学際的研究s

    滋賀大学教育学部平和教育研究会編

 ただし，平和教育に関係があ・っても，大会報告，手記，自叙伝，コラ

ム，随想，詩，旅行記，回想録等は除外した。また，戦争を掻つた載育

実践でも目標の中で平和を明記していないものは除外した。さらに，平

和教育を名のっていても内容のほとんどが教育に関係のない平和理論に

なっているものも除いた。

（2）調査文献の分類

 以上の文献が，主に何を対象にかかれているかを以下の四つのレベル

によって牙類した。

①直接教膏に当たる「実践のレベル」。例えば，学校教育や家庭載育，

 社会教育など直接教育が作用する場を対象としたレベルである。

② 「政治レベル」。個人や団体の方針や政策，行政のレベルである。

③「思想，平和観のレベル」

④平和教育の『全体像のレベル」。平和教育の歴史や臼本と外国との
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 比較など平和教育の全体像を対象としたレベルである。

 ①②③は，非常に密接な関係がある。一般的に，ある個人なり団体な

りは，何等かの思想的背景を持ち，教育方針や政策を打ち出す。その具

体化として実践が行われると考えられるからである。しかし，全ての実

践者がはっきりとした平和思想や平和観を捲っているとは限らない。こ

こでは，直接教育が作用している場からどの程度離れているかを三つの

レベルに分けた。

 ①②③は平和教育の内側の世界であるが，④は平和教育をある程度客

観的に捉えようとしている外側の世界である。

 787件の文献を上の4っのレベルに分類すると（表1）のようになる。

文献名         分類 4 合計

平   和  研   究

ｳ  育  学  研  究

ｽ 和 教 育 研 挙
?  民   教   育

G 刊 平 和 教 育
ｶ活教育（カリキュラム）

ｳ          育

?史 地 理 教 育
l え る 子 ど も
ｻ 代 教 育 科 学
ｽ和教育の学際的研究

    8
@   19
P8 1ii 難 1  5

@   26
@   83
S8 iliiii     20

@  5  10
@   19
@   1
@   24
@  1   4

25

Q8

R1

T8

Q96

V4

T2

P53
S5313

合      計 787

（表1）平和教育文献のレベルによる分類（数）

 ここで取り上げた代表的な教育誌を編集団体によって分類すると，

（ア）日本平和学会 （イ）H本教育学会 （ウ）教職員組合を母体とした平
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和研究，教育研究団体 （エ）民間教育団体 （オ）その他，に分けること

ができる。以下，（ア）から（エ）のそれぞれについて，特色を述べるe

  （ア）日本平和学会による平和教育研究

 日本平和学会は，1976年以来「平和教育部会」を設置している。日本

平和学会の機関誌『平和研究Sは，第2号（1977．4）および第5号（1980。9）

さらに第7号（1982．11）で平和教育と平和教育学に関する特集を組んでい

る。しかし，堀江宗生は， 「平和教育実践に関するものが主で，右法論

が問題とされる場合でも実践上の方法論，授業の方法論に終始している」

とし，平和教育の理論研究の弱さを指摘している18）。 このことは，

（表1）の『平和研究』の分類において，実践レベルの文献が多いこと

に現れている。構造的暴力論の視点を踏まえた平和教育論を展開してい

るものとして，」・ガルトゥングの「平和のための平霜を体した教ft 一

それは可能か」19）がある。構造的暴力論の視点から現代の教育の愚亭

主義的管理教育を批判したものとして，越田稜「忘れられた植民地」

2。）と，日：本平和学会編『構造的暴力と平和』2a＞の「1教育」がある。

  （イ）日本教育学会による平和教育研究

 日本教育学会も，1976年，課題研究として「平和教育」を位置づけた。

さらに，1989年には，学会内に「平和教冑研究委員会」を設置している。

 日本教育学会の平和教育理論は，『戦争責任論」と「他民族問題」か

らf軍縮教育論」と「生き方」の問題へ，そして『環境教育」と「魏発

教育」に発展し，1989年に「構造的暴力論」が取り上げられるに至った。

平和学に基礎を持つ「構造的暴力論」によって，それまでの平鞍教育論

を構造的に把握し，整理する方向が示されたのである22）。
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 楠原彰ほ，イバン・イリイチの提唱した「バックス・エコノミカ」の

概念を取入れ，具体的個人の受ける暴力の背後に「バックス・エコノミ

カ」の存在を指摘している23㌔

 笹川孝一は，戦争あるいは紛争状態にあるという現象を批判する「直

接的暴力」批判の平和教育も，現象のみを批判するだけでは説得力を持

たず，その現象を起こしている原因となっている「構造的暴力」を解明

し，批判しなければならないとして，平和教育に構造的暴力論を位置づ

けることの必要性を理論的に説明している24㌔ 高等学校における構造

的暴力論を取り入れ舟平和教育実践について安達善彦が報告しているが，

「構造的暴力と平和教育」の部分の具体教材が示されていないのは残念

である25）。

 日本教育学会における平和教育研究は，「構造的暴力1の位置づけに

ついては明確になってきているが，教材の具体化についてはこれからさ

らに研究が進められるものと考えられる。

 教育政策を対象とした研究は，藤井敏彦の「平和教育からみた臨教審

第二次答申」26＞と，柿沼秀雄の「外国人学校制度と平和教育」27）があ

る。

  （ウ）教職員組合を母体とした平和教育研究

 広島平和教育研究所は，1972年6月1日，「ヒロシマ」を原点とする平

和教育の研究，創造のため，広島県教職員組合を母体として設立された

28）

 「平和教育カリキュラム・自主編成の手びき（試案）」の平和教育の

目的には，
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ア）戦争の持つ非人同性。残虐性を知らti y平和の尊さと生命の尊厳を理解させる。

イ）戦争の原因を追求し，戦争をひき起こす力とその本質を科学的に認厳させる。

ウ）平和を守るカとその展墾を明らかにする，

とある29㌔

 戦争のない状態としての平和を目的とした教育研究が主体であるが，

第二研究部門として地域課題研：究部門がおかれ，地域開発の問題や農業

問題を取り上げて研究をしているという特色がある。しかし，地域の社

会学的研究としては優れた研究かも知れないが，平和教育との関わりが

明確にされていないのが残念である。量界規摸の構造的暴力の中に雌域

の問題を位置づける必要がある。

 国民教育研究所は，日本教職員組合の教育研究所として発足した。海

老原治善，伊ヶ先暁生，森田俊男らが申心となって，国家独占資本主義

批判の立場から文部省の教育政策を批判している30㌔

 『季刊平和教育』を編集している日本平和教育研究協議会は，「全国

平和教育シンポジューム」等を通して，平和教育の全国的な交流の場を

提供している。

  （エ）民間教育団体の平和教育研究

 民間教育団体の編集による教育雑誌に載っている平諏教育関連の文献

は，（表1）を見てもわかるように教育実践の報告が多い。平和教育の

全体像や教育政策との関連で述べられたものは，『季刊平和教育』や

『教育学研究』の中にも同一著者の文献が載せられている場合が多い。
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（3）政治レベルを対象とした平和教育文献の分類

 （表1）の政治レベルに分類された72件をさらに，（ア）教育政策およ

び教育行政，（イ）その他の政策および行政，（ウ）平和組織，教職員組合，

教育団体等の教育運動の3つに分類すると次のようになる。

（付録資料2．「政治レベル」の部 参照）

分   類    項   自 件数

ア 教育政策および教育行政 44
イ その他の政策および行政 12
ウ 平和組織，教職員組合，教育団体等の教育運動 16

        （表2）政治レベルを対象とした平和教育文献の分類

 教育政策31）および教育行政に関する文献のうち，特定の事例を扱っ

たものを除くと，海老原治善，森田俊男，伊ヶ先暁生，船山謙次，矢川

徳光が浮かび上がってくる。

  海老原治善，森田俊男，伊ヶ先暁生の三人は，日本教職員組合の教

育研究所であった国民教育研究所に所属していた経歴をもち，似た立場

の主張である。

 海老原治善は，教育政策研究を次のように分類している。

①各国闘の教育制度の比較および璽因分析による特責指摘。【比較教育学】

②類型論分斬（無政府個人主義的，共産主義的，民主主義的）【ハンス】

③歴史的類型輪（絡対主義→自由主義→社会主義）【宗像】

④「近代化」論（近代，現代といった範疇での輪議）

⑤段階論・構造論・動態論1海老原】

段階論は，近代資本主義社会の一般的な発展殺階（重商主義一自由主
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義一帝国主義）に即した教育政策を検討した上で，現代資本主義社会の

教育政策の特質を分析するものである。構造論は，各発展段階における

国家と社会の関係を構造的に分析し，教育政策をその申に位置づけるも

のである。動態論は，個別教育政策の「形成過程一決定過程一執行過程」

を分析するものである32㌔

 海老原の教育政策研究は，社会主義社会および共産主義社会への移行

を前提とした資本主義教育政策批判である。

 森田俊男の教育政策論を海老原の分類に当てはめると，海老原と同¢

⑤に入るであろう。なかでも構造論が中心となっている。森田は，現代

日本の教育政策を国家独占資本主義の教育政策と位置づけ教育政策分析

の立場を次のように述べている。「国家独占資本主義が，いわば必然的

に必要とする経済（計画）政策において，教育がいかに組み込まれ，経

済計画化されているか，血痂資の危機，つまり藍蝋資と勤労人民，子ど

もたちとの矛盾の激化に対応しっっ（中略）生涯教育（管理）政策が，

どのような意味で，教育政策としての完成であり，かっ腐朽そのもので

しかないか，を考えてみることにしました。」33）

 伊ヶ崎暁生も同様の立場である。また，船山謙次も「国民教育」の立

場から「われわれの願う教育は，民主主義的，民族主義的，科学的，集

団主義的でなければならない。その教育の立場は，支配階級的立場では

なく，市民的人民的立場である。」34）と述べている。船山によれば，

国民教育研究所の名前にもなっている「国民教育」論の典型は，上原細

越にみられ，「『国民教育』の理念は，『民主教育』のそれを否定する

ものではなくて現実化したものであり，それはまた，『民族教育避『雲

級教育』の理念を排斥するものではなくて，その両者を内包するはずの

高次の理念である。」と紹介している。そして，上原も矢輯も虫唾も戦
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後のブルジョア民族主義とは対立するものであると位置づけている35㌔

矢川徳光は，ソピェト教育学研究者として，「日本の教育復興は，人民

民主主義革命の一分野として考えられねばならない』という革命論の立

場を明確にしている36㌔

 以上のように，平和教育を銘打ってかかれた文献のうち，教育政策を

体系的，構造的にとらえた研究は，社会主義への移行を前提とした国家

独占資本主義の教育批判の立場がその近心であることがわかる。これら

の研究の特徴として次の点を挙げることができる。

（ア）権力による現状の構造を維持するための教育の利用という教育政策

 の本質を明確にした。

（イ）構造論における構造のとらえ方は，権力者（階級）一被抑圧者（階

 級）の権力関係においてとらえられている。

（ウ）（イ）の構造から必然的に権力との対立関係を尖鋭なものとして捉え

 ている。

（エ）平和教育との関係において見たとき，資本主義が諸悪の根源であり

 これを打倒することによって平和な社会を招来することができるとい

 う理論になっている。

 これらの研究は，資本主義社会の現実の分析において成果をあげた。

しかし，社会主義および共産主義に絶対的価値を置いたため，社会変革

の方法が暴力的革命か，もしくは教育による意識変革を通した革命かの

どちらかになり，現実と遊離したものになっている。彼らの中に，暴力

的革命を肯定している者はないが，それは平和のための暴力を肯定する

という矛盾に陥ってしまうからである。また，教育による意識変革を主

張する場合にも，権力による教育の政治的利用を批判しながら，社会主

義革命のために結果的には政治的に教育を利用することになっていると
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いう矛盾に陥っている。従って，対立の構造のみが浮き上がり，現実と

の相互作用が困難となっている。森田俊男は，「もとより，ほっておい

てもその教育政策は瓦解するとか，それ自体が社会主義的な教育になっ

ていく，と考えることはできません。」としながら教育においては，

「地域政治の革新と国政の民主化が国民のきわめて具体的な課題なり，

独占体の自由な（わがままな）経済行為を民主的に制約し，規制する，

という課題が，勤労人民，労働者階級の課題となりっっある段階におい

て教育創造の運動・たたかいを，さらにどう自覚的なものにしていかな

ければならないのか，を考えあっていきたい」37）として，現実的には守

りの態勢を取らざるを得なくなっている。

（4）本研究の位置づけ

 本研究は，平和教育研究における先行研究の成果を受け継ぎっっ，次

のような立場に立つものである。

 ①資本主義から社会主義に必然的に移行するという歴史発展論の立

  場を前提としない。

 ②教育政策における構造分析が中心となるが，資本主義社会におけ

  る権力関係の構造のみを扱うのではなく，南北関係を中心とした世

  界経済の構造を視野にいれる。

③直接的暴力のみを暴力と考えるのではなく，構造的暴力も暴力と

  捉える。

一15一



5．研究の方法

 平霜研究の申心的考え方となっている構造的暴力論を基本に，世界

秩序論が措定している4っの価値を指標として日本の戦後の教育政策

を分析する。

（1）仮説

  1952年以降の日本の政策は，経済発展による日本の国際的地位向

 上が平和につながるという方針が重視されており，教育政策も，特

 に1955年以降，経済発展と国際的地位向上のための手段として実行

 される傾向を持っていた。

（2）検証  （実証的分析）

  昭和20年代の教育政策・行政と昭和30年代以降のそれらを比較す

 ることによって，教育政策の目指している方向を明らかにする。

 ①学習指導要領の内容分析

 ②教育基本法の理念

 ③教育政策の政治的背景

＊  年号は，基本的に西暦を使用するが，学習指導要頴を中心に教育政簾を，昭和2臼年代と昭和諭

 年代以降に分けて比較するため，以後この比較を用いる場合には，元号を使った年代分けの裟現

 を使用する。
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t）
  山本満「『平和教育』への問題提起』日本平和学会配平和研究s UOL．2s日本経営出阪会，197r．p．or。

2）
  日教組第18回中央委員会。

3）
  琉在では，「敏爆体験」という轡葉解一般曲になっているが，体験田中ぜ広轟で訴えられ始め疫頃ta ，

  「原爆体験」と呼ばれていた。そして，「原爆体験」を継承する教育は「原爆教奮」と呼ばれてbtc o

4）
  日本の平和教畜研究については，竹内久顕「日本の平和教育観究⑳経過と課魑」《観究室麗要｝第i6号，

  東京大学教育学部載育哲学・教育史研究室，IS99．6に詳しい。広島の平和教育については，大槻和夫

  「広島における平和教育の歩みと今日の課類」前掲e平和研究S UOL．2， pp．54噸5参照。

5）
  国本三夫「平和学の動向と震望」山田浩編ぼ新訂平和胴囲聖画動草書房，1Sgt．S， pp．T！Y・93。

6＞
  岡本三夫『副本の大学における平和学園連講座の実態軍陣』ド平和研究』UOL．12，早稲田大学出細部，

  1987， pp． i 13－13EI．

7｝
  J。ガルトゥングCt s「平和のための平和壷体した教育一それは可能か』前掲，『平和研究S uoし2，

  の中で「平和教育を正面から取り入れをければならない。しかもそれは平和碍究7平和活動，平憩教育

  の総合的な有機体の中でとらえられねばならない。」と逓ぺている。

8＞
  浮田久子「一群 試案『平和教育自主編成の手びきAje平和研ec S UOL ．t，1976， pp．17B一一179e

9）
   「ガルトゥング教授は，平和の実現に必嚢な詰条件を探求する学問である『平和研究a《Peace

  Research，の創始者の一人目あり，モの名前は，世界的に知られている。1931峰ノルウ■一のオスロに生

  まれ，オスロ大学で薮学と社会学の博士号を取褐後，59年にはオスロ国際平和研究所｛PRio｝を創設して

  平和研究のメッカとしての地位を確立した。これまでにオスロ大学，ジユネーーフ開発禽等研究院，ペ

  ルリン自由大学，プリンストン大学，ハワイ大学などで客員万町を歴任，わが国でも国際基督教大学，

  袖下大学に客員教授として招かれ平和学を講義している。現在はドイツのザールラント大学とスイス⑳

  ベルン大学の平和学教授である。この荷，国連の専門機関のコンサルタントを務め，東京にある国連大

  学では，創立当初から『闘発の目標，過程，指棲プ1］ジエクト』を主導してきた。」高柳先男他日『簿．

  進的暴力と平和g中央大学出版部，1991J「図引あとがき」より。

10）
   躍ルトゥング，前掲論文，p，86。

11）
  堀江宗生「平和教育学の方法論」『平和研究』veL7，早稲田大学出糎部，1982．11，p．96。

12）
  山本満，前掲書，P．72③

t3）
  平和教育を『直接酌平和教育」と「間接的平和教育」に分ける分類の仕方がある。「薩幽艶畢覇讃誇」

  は，戦争と平和に関する問題を直接かつ童図的計画的に取り上げるものであり，「周接的平和教育』は，

  戦争と平和の副題を日照取り立てて扱わないが，平和的鯖神を耕すものである。3の分類は，藤田印彦

  「平和教育」（山田浩編e新訂平和学講義』動草書房，1984｛Z所収）p．253Jに見られる。また，趙永植

  縞e平和の研究’86国連世界平和年論集日本覇販8善本者，tg84，p．14にも聞様の分類力「見られる。

t4）
  長田新編『原爆の子s岩波書店，1951．Ie．2初版，平和教育の『原典」と呼ばれている。

15）
  藤井敏彦「平和教育」前掲，ぽ新訂平和学講藏』P．254。

16）
  中野光「両大戦面期における日本の平和教育」『教育学研究e第58巻第1号，199t．3，叩．77－79。

  「啓明会」の運動を中心に「国際教奮」の名において行われた平和教育について恥じている。
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17）
   王智新は，「日本とアジアの醐係から一平和教毒・なぜ必要なのか一s（『教育学研究8第56誉第1号，

  lgeg．3，pp．82－85。）の中で昼本近代数育の軍事，侵略への献身性の明確化を主張している。

t8）   堀江家生『平和教育学をめざして1eSF和研究g uOt．s， p．159。 uOし7は，こ：の摺摘の後に「平和教育

  学への震望」と題して特集が紐まれ「平和研究と平和教育⑳接点を探ろうと試みた◎」｛p．51）としてい

  るが，十分に麟幽しているとは思われないe

t9｝   ガルトゥング，前掲論文。

20）   B本平和学会ぽ平和研究eUOt．7e早稲田大学出販部， tg82．llfPP．T8一・92。

21）   謡本平和学会縞『構造的纂力と平和』撰平和研究叢書3》，早稲田大学出瀬部，19SS。

22）   竹内，前掲論文，PP．掴8一網9。

23）   楠原彰『開発1）evelop鵬nt・環境・平和一日本⑳子どもの自画とアフリカの子どもの慾死⑳凋1こ鈎があ

  るのPt 一」e教曲学研究8第53巻第1号・tg86・po．96一・ge。

24）   笹jll孝一「e環太平洋経済圏8時代の平和教育』『教育学研究避第57巻，鋳霊号， tgge．3， pp．88・｝91。

25）   安達喜彦「高校における平和・人権学習』，縄上州，pp．9コー95。

26》前掲，e教下学研究8第s捲，第1号， PP．gese。

27）   同上轡，PP．93－96。

28）   広島平和教育研究所『平和教学研SC g UOt．tslgS3，「設立の趣讐』。

29）   同上欝，UOL．2， tST5， P．7。

30＞   国民教育研究所は，日本数駿員組合の分裂に俸って鯉敵した。

3t＞   教育再築の定義は，宗像誠也による。

   教育政策とCt r権力によって支持された教育理念である。教育の昌的と手段，または，教育の内容と

  方法と縁継とについての，かくあるべしという考えの縫体と解してほしい。

  権力外・の政党の教商政策＝潜在釣教育政策

  教育行政＝権力の椴関が教育政策を実現しようとする過程（教奮立法一狭義の教育行政）

  教醤運動＝権力の支持する教育理念とは異なる教育理盒を民聞の社金的な力が支持する場合に成立する。

  赦育理念3教畜の目酌と手段と，または，教育の内容と方法と組繕とについての，かくあるべしという

       考えの総体。

  宗像鹸也e教育と教育政策8岩波新訓C128， tg61．2， PP． 5－6。

32）   海老陳治善著作集5e巡回日本教育史・教育論集aエムティ出版， ISgt，pp．22Z－n6。

33）  森田俊男『現代日本の教育政策8労働旬報社，重975，p．3。

34》船山謙次r戦後民主主義教育の批判と展墾」r現代教育科掌S尚lac，明治図書，1968．4， P．29。

35）
   遡上論文，P．26。

36）  矢辮徳光『新教育への拙判a刀江書院，195e。

37）  森田，前掲轡，PP．2－4。
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第■：章 平和価値と平和観

1．未来志向型の教育

 日本で開かれた，第14回国糠平和研究学会（IPRA，1992．7，in Kyoto）2）

に出席した平和研究者の一部を招いて開かれた新聞社の討論会で、坂本

義和は，「今の日本で必要なのは，国家から自立した日本の市民社会を

どう強めていくかということだ」2）と述べている。

 また，坂本は，彼の著書の申で，「現実に起こりっっある変動が歴史

に先例のないものである以上，過去だけを引照するのでは足りない（中

略）現在を知るために未来の歴史を引照することが必要」である，と述

べている3） 。

 この主張を教育に当てはめてみるなら，国家の枠を越えて，地球的規

模で課題に取り組める人づくりの教育が必要である，ということになる。

現在の日本は，自分の国の中だけで平和や豊かさを喜んでいることので

きる立場ではない。また，そのような教育をするためには，過去の知識

を伝達するだけの教育では目的は達成されない。未来の歴史を引照する

ことによって未来から過去や現在を分析し，客観化することによって主

体的方向性をつかむという未来志向型の教育が必要となってくる。

 さらに，本論文の方法に当てはめてみるなら，平和学が現在提示して

いる未来の平和の枠組みにより，日本の教育政策を分析すること：によっ

て，その平和観をより客観化できると考えられる。

2．平和学における平和価値
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（1）平和学における価値多元主義

 一つの絶対的価値を前提としたとき，他の価値は全てその価値に従属

させられるか，もしくは排斥されるかになる。ローiマ帝国以来，平和を

意味する「パクス」という言葉には，西欧中心の平和価値を他に押しつ

ける意味がかくされていた。押しつける側にとっては平和であっても，

押しつけられる側にとっては平和ではないのである。

 武者小路公秀は，「パクス」に象徴される1950年代までの一元的平和

観を，技術主義と西欧中心主義の2面で批判的に捉えた。西欧中心主義

は，普遍主義であり，

普逓主義は夢西致的な文化という特殊を文化をく人類文明〉と同一視するきっかけをつくったとい

                      4＞う意昧で，大きな霧毒を流し（中略）非西欧的な文化の開花を妨げている。

としている。さらに，西欧中心主義は，進化論的論理構造を持っている

として，西欧文明が「人類進化の究極的到達点」であるという前提を持

ち，『非西欧諸国の発展を西欧型の鋳型にはめ込む傾向を帯びている。」

と批画している。そのような西欧中心の普遍主義的論理に対抗して，現

在，第三世界を中心に，多元的価値を認める理論が出されているという

現実があり，平和価値も価値の多元性を前提として構築されるべきであ

ると主張している5㌔

 しかし，いくら価値の多元性を認めるといっても，人権や人命を無視

するような価値をも認めるような価値相対主義は，平和価値に逆行する

方向性を持っている。そこで，武者小路は，3っの条件を提示している。

①ある社会勢力の価億が，モの実現のために他の社会勢力の完全杳定を蜜求するものであっては

ならない◎
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② 社会勢力問のより平等な関係を確立するための価値変容の容認と便進。

③ 価値変容過程の中で，ある価値体系のみを正しいとし，あるいは社会勢加こどの価値が正しい

                6）かを判定する機能を与えることがあってはならない．

 そして，「平和学は，上記のような諸ルールを認めたうえで，対抗的

な相補関係にあるさまざまな社会勢力の掲げる多様な価値の問のさまざ

まな矛盾を内に抱えながら，その矛盾を創造的に止揚していく過程とし

て平和をとらえる。」としている7㌔すなわち，平和を，単一の価値の

達成された状態と捉えるのではなく，一・定の条件の下での価値多元牲を

認め，多元的価値相互が，対抗的相補性の関係にあり続けるその過程と

捉えているのである。

（2）WOMPの4っの価値と構造的暴力論

 環境問題，富と貧困の南北格差など国境を越えた国際的問題群の発生

は，増加傾向にある。この地球的問題群へのアプローチを最上敏樹は，

①秩序維持的アプローチ ②システム改良的アブes 一一チ ③システム変

革的アプローチの3っに類型化した。そして，地球的問題群解消に対し

て有効であると考えられるのは，システム変革的アプローチのみである，

としてこれを，狭義の「世界秩序論」と位置づけている。そして，この

システム変革的アプローチとしての世界秩序論の典型として，f世界款

序モデルプロジェクト」（WOMP8））をあげている9＞。WOM：Pは，

ニューヨークにある「世界秩序研究所』（lwoiω）のプロジェクト

チームであり，世界中から第一級の平和学者を集めている11）。

 WOMPも価値の多元性を容認する立場にある。 WO：MPの中心的人
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物の一人で海るであるR・フォークは，よりよい世界のモデルから，4

っの申心的な価値が選び毘されたとしている。4っの中心的価値とは，

① 集合的暴力の極小化（The minlmizatien of large－scele colleetive violence）

③ 経済的安寧の極大化｛The maxmizatlon of＄ocial afid econo㎝io㈹ll－being）

③社会的および政治的正義の極大化（The realizetion of fundamental human rights and con－

d；tions of poiit］cal justice）

④環境バランスの極大化｛The rehebl｝itation and maintenance of environtuental qual tt y。

              t2＞ includlng the conservatien of re＄ources）

である。より平和な世界の指標として，4っの価値が拙出されているが，

このことは，過去の平和観が戦争のない状態を意味していたのに対して，

より広く，より具体的な指標が提示されたといえる13㌔

 このような，平和の概念の拡大は，J・ガルトゥング（Johan Galtung）

によってもたらされた。1960年代から1970年代にかけて顕在化した南北

問題は，戦争のない状態でも決して平和ではないことを明らかにした。

ガルトゥングは，国家間に紛争のない状態を平和というなら，ある国家

のなかでどんなに人権が無視され，人命が軽視された状態であっても平

和ということになるという疑問から，平和概念を拡大し，戦争の不在を

意味する平和を「消極的平和」，あらゆる暴力の不在を意味する平和を

「積極的平和」と呼び，「積極的平和」の重要性を強調した。彼は，直

接見ることのできる個人的暴力に対して，現象としては，貧困・人権抑

圧・差別・飢餓として現れる社会構造が起こす暴力を構造的暴力と呼ん

だ。そして，暴力を次のようた定義しt： 14）。

ある人に対して影響力が行使された結果，彼が現実的に肉体的，精神的に実現しえたものが，彼

のもつ潜在的塞現可能性を下まわ）た場台，そこには暴力が存在する。

換言すれば，潜在的可能性が現実的可能性より大きいという状況を避けることが理論的に可能で

             一 22 一一



あり，かつ現夷的にも可能であるならば，そこには暴力が存在することになる。

潜在的司’能性のレベルとは，所与の知識と手段でもって達成可能なレベル。

 ガルトゥングは，まず，暴力的状態とは，人間の持つ可能性を抑圧し

た状態であると捉えたのである。そして，直接的および構造的暴力の無

い状態を平和と定義することを提案した。人間の持っている可能性は，

歴史的，社会的制約をうけており，時代とともに変化する。従って，暴

力もその意味が変化するのである。そこで，未来の視点から，より暴力

の少ない方向を示す指標となるのが，WOMPの平和のための価徳詣標

なのである。

 WOMPの4っの価値とガルトゥングの構造的暴力論をあえて重ねて

みると，下図のような表現も可能である。

平 和
Peace

人

経済摩擦

集合

社会

南北問慰

暴力否定

軍事化

経済的安寧
Economic WelN－Being

2経済

自然

工

社会的・政治的正義
Social Justi

長櫃仰

化・近代化

環境バランス
Ecologicai B lance

          pa 1  WOMPの価値と構造的暴力

 従来の平和論は，①集合的暴力の否定を中心に扱っていたが，今や②

経済，③自然，④社会をも対象とせざるを得なくなった。しかも，構造
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的暴力論は，それぞれを単独に扱うのではなく，4つの相互関係の中に

潜む構造の暴力性を否定しようとするものである。

 ガルトゥングは，暴力的関係を維持している支配構造を把握する理論

として，「中心＝周辺」理論を適用する。すなわち，

（D中心国の中心部と周辺国の申心部との聞には，利益調和が存在し，かつ

｛2）中心国の内部よりも周邉国の内部に，より大きな利益不調和が存在し，

｛3｝中心国の周辺部と周辺国の周辺部とのあいだには，利益不魏和が存在する。

というもので，

15） e

このような構造を，「帝国主義」と位置づけた（図2）

中心国

gl 2s s一

 〈一一一一一一一一一一〉

連合形成なし

直的社会

心。

利益不調

周辺部

周辺国

            図2 中心＝周辺構造

 今や日本は，中心国の地位にっきっっあり，日本の中心部は，アジア

の国々の中心部と利益調和の関係でつながり合うことによって，経済的

には不均衡を生みa6），環境を破壊し，周辺部の人々の人権を躁躍する

という構造が見えてくる。しかし，「申心国の周辺部は，周辺国の周辺

部のパートナーとしてよりも中心国の下心部のパートナーとして自分を
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見ている」17）ことによって，周辺国周辺部は孤立してしまうのである。

3。現代社会の構造と性格

 WOMPの4っの価値関連構造で現代社会を見ると，現代社会は経済

に最も重点を置いていたことが理解できる。そして，経済重視の考え方

は，経済的分配がうまくいけば（不満が噴出しないようにすれば）平和

な世界が可能であると考えてきた。この「経済に人間が隷属することに

よって得られる平和」を，1・イリイチは「パクス・エコノミカ」と呼

び，批判しているi8㌔ イリイチは，「パクス・エコノミカ」の暴力性

が人間の物理的，社会的，文化的環境破壊をもたらしていると訴え，環

境をWOMPのそれより広く，人間の生存に不可欠なもの全てと捉えて

いる。しかし，ここでは，イリイチの現代社会分析をWOMPの平麹価

値に当てはめて述べてみる19） 。

（1）経済と平和

 イリイチは，「国際連合設立以来，平和は徐々に発展と連結されてき

た。」として，「経済発展＝開発＝平和」という価値観ができあがっ疫

という。従って「経済的成長に反抗するものは平和の敵jとなり，ダ発

展が必要であるということについては，全ての党が一致』するようにな

った2。），と指摘している。また，

資本主義者たちは，資本主義の優越性を主張しようとして，より高い生活水準を誇示する。共産主

義考は，究極的には共産主義が勝利し得るであろうと考え，その指標としてより高い成長率を自慢

する（現在では，時代錯誤の考え方であるが，195D年代にはそうであった一筆者）。しかし，どち
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らのイデオロギーのもとでも，航率を窩めるための総費用は，幾飼級数的に増加する。21）

として，資本主義も共産主義もどちらも「パクス・エコノミカ」を目指

して競争してきたと捉えている。「パクス・エコノミカ」は，「経済発

展＝開発＝平和」の価値を資本主義，共産主義を問わず，一元的に世界

申に広げ，経済的発展競争に巻き込むことによって南北における経済格

差をいっそう拡大していく結果となった。

 （2）環境と平和

 イリイチは，「パクス・エコノミカは環境に対する暴力を助長します。」

と述べている。「パクス・エコノミカ」においては，環境は，商品のた

めの採掘の場となり，商品流通のための空間として使われ，開発の対象

となった22㌔ そして，

癩大の諸制度が，これまで資源とは考えられずにどんな資源目録1こ壱載っていなかった資源を求め

て最も激しく競い合う。その資源とは空気，大洋，静けさ，日照，および健康ぼどである。諸制度

がそれらの資源が少なくなっていることを人々に気づかせる頃には，モれらの資源はほとんど回復

しがたいまで｛こ破壊されてしまっているのである。いたるところで，自然は有舞なものとなり，社

                          23）会は非人聞的となり，内面の生活は侵害され，個人的な購業はやっていけなくなっている。

 人間が生きていくための再生産の場であった環境を，「パクス・エコ

ノミカjは，生産資源や流通空間として使用し，破壊してしまうと警告

している。

（3）社会と平和

イリイチは，制度的に「ハードな社会3（制度化された技術やサービ
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スに依存する社会）と，「ソフトな社会」（巨大な財やサービスに頼ら

ない社会）という座標軸を適用する。最もソフトな社会制度を，「Con一・

vivial Institution」24）と言い，最もバー一Lドな社会制度を「 Manipu－

lative Inst1加tion 」（i操作的制度）と呼んだ。「バックス・エコノミ

カ』は，ハードな社会制度である。そこでは，

人々が自分では何も供給できなく獄つたという前提を傑帰する。それによって，すべての人の生存

を，教育・健康ケア・警察による保護・アパートやスーパーマーケットの便利さ，というエリート

       26｝の決定に依存させる。

自立的・能動的・創造的人間社会を本来の人間社会と見るなら，池律的

・受動的・被操作的社会は，構造的暴力の中にあると言える。政治剃度

にこれを当てはめるなら，官僚的・申央集権的な政治制度は，中央指導

による操作的制度と考えられ，ハードな政治制度と位置づけることがで

きる。一方，自立的・地方分権的な政治制度はよりソフトな政治劉度と

位置づけることができる。（ただし，地方の中でバーードな制度が支配的

に存在すれば，あてはまらない。）ハードな政治制度においては，中央

に依存すると同時に中央の言いなりになるという構造ができあがる。イ

リイチは，

制度的な世話に俵存する度合いが息まってくると彼らの無力さに新しい要素が加わった。それは，

心理的な不能とか，独力でなんとかやりぬく能力を欠くとかいうことである。（申略）近代化され

た貧困とは，状況に影響を与える力の欠如と個入としての潜在的能力の喪失とを結合したものであ

る。

貧困の近代化が最も強く感じられているのは，おそらくアメリカの諸都市においてであろう。

（中略）他のどこでよりも，貧困の対策が，貧困者の間に依存性，怒り，欲求不満，要求がみたさ

                    26）れるとさらに多くの要求をするといった状態を生み出している。
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と櫓回する。競争を強いる制度の申で，敗者は無能化され，保護される

ことによって，依存と欲求不満の状態に追いやられる。自らの力で生き

る可能性を抑圧されているという意味において構造的暴力の中に置かれ

ているといえるのである。

 このように，「パクス・エコノミカ』は，産業主義の価値体系にのっ

て，ハードな組織によって再生産される構造的暴力の体系であるという

ことができる。

4．構造的暴力論の日本の戦後教育政策分析への適用

 構造的暴力論の観点から日本の教育政策を見るとき，平和研究の成果

から次のような視点が必要となってくる。

（1）直接的暴力に関する方針

（2）構造的暴力に関する方針

  ア．価値が一元的かどうか。

  イ．4っの平和価値のうち，どこに重点がおかれてい彪か。

  ウ．教育制度が，バーードかソフトか。

以下，これらの視点によって，戦後日本の教育政策を分析してみる。
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  ③社会的および政治的正藝の極大化との闘係が必ずしも明確ではないのでここでは，従来の4つの緬韓

  をあげておく。

14）
  Johen Ga ltung． Uiegence． Peece endρeace Rascareb．1969 i高纏先男・塩屋保・酒井由美子邦認e構

  造的馨力と平和S中央大学出蔽翻，199軸pp．5－6。この定義について，より鼻体的に次のように述べて

  いる。

   暴力はここでは，可健性と現実との悶の，つまり現実可能であったものと現実に生じた結果との闘⑳

  ギャップを生じさせた標因，と定義される。暴力とts ，潜在凶可能性と現爽との閻の隔たりを増大させ

  るものであり，この隔たりの滅少に対する阻害蔓因である。したがって，もし18下闇にAが結核で死

  亡したとしても，これを暴力とみなすことは困難である。なぜならば，当時結核で琵亡することは遷け

  がたいことであったからである。しかしもし，世界中に医学上のあらゆる救済手段が備わっている今日，
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  人が結核で死亡するならば，われわれの定嚢によれば，そこには暴力が存在する。局穫tz ，もし人が今

  日嬉農で死亡したとしても，暴力という観点からそれを分析することは妥当とはいえないであろう。し

  かし将来，もし地震を選けることが人聞の能力で可能となったとし左ら，このような死を暴力の結果と

  みなすことができるかも知れない。換轡すれば，潜在的可能性が現実曲可能性より大きいという斌況を

  避けることが理論的に可能であり，かつ現案的にも可能であるならば，モこには馨力が存在することに

  なる。｛P．6｝

IS｝   Johan Galtung．ρStr”ct”rgi rheery or inperieiiSS．tSY71．邦設，國上奮， PP．75一’76。

16）
   アジアの国々一餓にいえることではない。1992年7穏のH本平和学会において，シンがポール・韓国等

  の聾IES諮国の発震の位置づけについて議論があった。

t7）   ClaltUtt9．OP．cit．n Str”cturei rheory eS feperie”5廊轟樽他邦議，引揚書， P．T8。

t8）   1・イリイテ「暴力としての開発』，坂本嚢和fi e暴力と平和s（朝日選Pt2ee），朝口新聞社，1982 J

  p．Slo

t9）   イリイチの平和の愚念には，文化が重目な鎗位を占めている。例えば，「平和とは，個々の文化がそれ

  ぞれにもつものであり，モのような平和の塾自姓が礫たれない隈り，各文化が独自の比類のない花を咲

  かせるこ二となど不司’能である。』（飼上書，p．8）と逓ぺている。また3ttクス・エコノミカカ㌦惟

  （gender）の文化を破目していることも指摘している。イリイチの理鹸からみると，WOMPの平和備

  値には，文化舗値に対する市川が四脚に慈じられる。

20）   イリイチ・フォーラム編『イリイチ日本で語る 人類の蕃釜8新辞諭，1981 ，pp．t27 ’” 129 e

21）   1V3n IUich，ρ850加0〃ρ9 Sec’8f〃．鰍幽York，Ev8nston，San fra㏄泊CO， Lo翻on．1972，P．量63．東洋・小津

  周三邦訳e説学校の杖会8棄京創元社，1gw ，．p．21姶。

22｝
  イリイチ・フォーラム編，前掲番，p．t33e

23）
   111ich，op．cit．p．163．

24｝  Corxv置》ialを東洋・小澤鶏三は，「粗互親和的」（『脱学校の社会S）と訳し，宇井純は，「慮律共働

  ＄」（『イリイチ日本で語る 人類の希望s）と駅し，濃辺京二・渡辺梨佐は，「自立共生的』（ffコ

  ンヴィヴィアリティのための道具A）と駅している。宇井純臓よると，イリイチは古いスペイン語のコ

  ンヴィヴィエンシャルという薔葉の意昧を嶽禽として当てはめたと露い，「共同体において生存のため

  に役に立つsとい。た慧味内容をもつとしている。（イリイテ・フォ 一一ラム編，前掲書，p．182）。

25）  イリイチ。フォーラム編，離掲書，P．132。

26）   1川oh．OP．oit．PP．4－5．東他邦駅，前掲書， P．17。
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第2章 昭和20年代の教育政策

1．『新教育指針』

 連合国軍の教育政策の方針を受け，文部省から出されたのが『新教育

指針S（1946．5）1）である。これ｝こよって，現場教師は戦後教育改革のは

っきりした方向を初めて示され，大きな影響を受けた。この書は，文部

省がCIE2＞との緊密な連絡のもとに作成したものであり，アメリカの

占領政策の宣伝の臭いを強く有しているが，全体を通して平和主義の内

容となっている。

 第一章，序論「一，日本は今どんな状態にあるのか」は，戦争という

直接的暴力の結果ポツダム宣言を受け入れ，連合国の要求するがままに

されるという占領された状態になっていることを述べている。そして，

「二，どうしてこのような状態になったのか」は，次のように述べてい

る3）。

国民をこの戦争へと導いた指導者達に責任があるのである。（申略）

今日軍人や政治家や財界人や思想家などのうちで，戦争責任者とし

て，マッカーサー司令部から指名せられ，もしくは日本国民から非

難せられている人々は，こうしたあやまちをおかし差人々である。

 しかし，指導者たちがあやまちをおかしたのは，日本の国家の制

度や社会の組織に色々の欠点があり，さらに日本人の物の考え方そ

のものに多くの弱点があるからである。国民全体がこの点を深く反

省する必要がある。特に教育者としてはこれをはっきりと知ってお

かなければならない。次にこれらの欠点，弱点を挙げてみよう。
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（1）日本はまだ十分に新しくなりきれず，旧いものが残っている。

（2）日本国民は，人実性・人格・個性を尊重しない。

1（3）躰国民は識糊精徽乏しく繊に離し易い・

i（4）日本国民は合理的精神に乏しく科学的水準が低い。

（5）日本国民は，ひとりよがりで，おおらかな態度が少ない。

 このように，直接的暴力としての戦争の責任追及とともに，「日本の

国家制度や社会組織の欠点」という言葉で，戦前・戦中の日本社会の構

造的暴力をも指摘していると捉えることができる。

 第二章では，『軍国主義及び極端な国家主義の除去」，第三章では，

「人間性・人格・個性の尊ig 」，第五章では，「民主主義の徹底」が説

かれている。すなわち，直接的暴力としての軍国主義を排除し，非軍備

・平和国家を目指している。また，構造的暴力と『 ｵての封建遺制や極端

な国家主義を否定し，それに代わって人間尊重と民主主義を目指してい

るのである。（表3参照）

戦争中 → これからの日本

直接的暴力

¥造的暴力

 軍国主義

ﾉ端な国家主義

i国家中心）

反省 諜軍備・平和国家

ｯ主主義的文化国家

@ （人間中心）

         （褒3）暴力論からみた『薪教育指針aの構造

 『新教育指針』は，軍国主義を直接的暴力につながるものとして捉え

ているとともに構造的暴力としても捉えている。すなわち，第二章にお

いて軍国主義と政治の関係，軍国主義と経済の関係，軍国主義と文化の

関係，軍国主義と国際問題の関係を構造的に捉えている。そして，軍人

の特権や軍事経済による国民生活の曲論，文化の統制，国瞭問題の軍事

              一一 32 一



的解決等を批判し，反省している。しかし，アジアとの関係における侵

略や植民地支配の直接的および構造的暴力に関しては，ほとんどふれて

いない。わずかに，『戦争の責任は国民全体が負うべきであり，国民は

世界に向かって深くその罪を謝するところがなければならない。」4、と

いう一般的な反省の弁があるだけである。

 日本中の教師に，戦後初めて具体的に示されたこの方針は，どのよう

な占領教育政策の影響を受けて出されたのだろうか。ま左，日本の款育

政策の方針は，どのような立場にあったのだろうか。

2．占領教育政策

 『新教育指針』の「はしがき」には，『国民の再教育によって，新し

い日本を，民主的な，平和的な，文化国家として建てなおすごどは，日

本の教育者自身が進んではたすべきっとめである。マヅカーサ・一一 ff令部

の政策も，この線にそって行われており，とくに教育に関する四つの指

令は，日本の新教育のあり方を決める上に，きわめて大切嶽ものである。

本書の内容はこれらの指令と深い結びつきをもって記されている。jと

書かれている。そのマッカーサー司令部の教育政策とはどのようなもの

であったのだろうか。

（1）教育に関する指令5）

  ①五大改革指示（マッカー一・tt・一元帥より幣鰭袖への指示， t945．ie．11）

五大改革指示のうち，教育の関係は第3番目である。

「三．より自由主義的教育を行うための諸学校の開校一t国民は政府が
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  国民の主人というよりは寧ろ下僕となる如き組織を理解することに

  よって事実に基づく知識及び利益を得て将来の進歩を形成するであ

  ろう。」

 この指令は，自由主義と民主主義を国民に理解させる方法として学校

教育がこれを行うよう指示したものである。

  ②日本教育制度に対する管理政策
   Administretion of the Educetional Svstem of Jepen

  （1945．19．22，連合国軍一高司令部より終戦連絡中央事務局経由日本帝国政府に対する覚憲）

A。教育内容（要約）

 1。軍国主義及び極端なる国家主義的イデオロギーの普及を禁止す

  ることと軍事教育の学科及び教練を鞭て廃止すること。

 2．議会政治，国際平和，基本的人権の思想に合致する諸概念の教

  授及び実践の確立を奨励すること。

B．教育機関関係者（要約）

 1． 職業軍人，軍国主義・極端な国家主義鼓吹者，占領政策反対者

  の罷免。

 2． 自由主義・反軍的言論や行動で追放された教育関係者の復活。

 3．人権，国籍，信教，政見，社会的地位による差劉待遇の是正。

 4．教授内容の批判的理知的評価の奨励と自由討議の許容。

 5． 占領目的及び政策，議会政治の理論と実践を知らせること。ま

  た，国民を戦争に陥れ敗北と困窮と悲惨を結果せしめた軍国主義

  的指導者・その積極的協力者・その消極的黙認者の演じた役割を

  知らせること。

C．教育過程に於ける技術的内容（要約）

 1． 現行教科書の軍国主義的，極端な国家主義的箇所の削除。
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  2。 平和的で責任感のある公民の養成を目措す新教科目，新教科書

   新教師用参考書，新教授用材料の速やかな準備。

 この指令は，いわゆる四大教育指令の第1指令である。その内容は，

軍国主義・極端な国家主義の排除と平租主義・民主主義の導入という点

で基本的に新教育指針の内容と一致している（表4参照）。

軍国主義・極端な国家主義の排除 平和主義・民主主義の導入

鱗…1：：鷺・…：：：：：轡師辮…・…1≡i・……i謹1…i・…≡・…1鏡櫨：：’・鞭：堀撚：諺

A－2，

a－2，B－3，B－5前半

b－2

（表4）第1の教育指令の内容分類と第2・第4指令との関係

   ③教員及び教育的係官の調査，除外，認可に関する件
   Investigetion，Screening，and Certlfieat ion ef Teechers and Edueetiona1 Officials

  （1945．le．3ey連合国買最高司令部より即戦連絡中央事務局経由臼本帝国政府に対する覚書）

 この指令は，第2の占領教育指令であり，第1指令のB－1および，

B－5後半を具体化したものである（表4参照）。その目的は，「日本

の教：育機構申より日本民族の敗北，戦争犯罪，＝苦痛，窮乏，現在の慧惨

なる状態を招来せしむるに至りたる軍国主義的，極端なる国家主義的諸

影響を払拭する為に，而してまた軍事的経験或いは軍と密接隔る関係あ

る教員並びに教育関係者を雇用することによって右思想の影響継続の可

能性を防止する為」であり，方法として文部省に適格審査の行政機構の

設定を指示している。

④国家神道，神社神道に対する政府の保証，支援，保全，
 監督並びに弘布の廃止に関する件
  Abolition of 60vernmentat Sponsor＄hip，Support，Perpetuet ion，Contrel
  gnd Djssemjnst ion of Sta±e Shinto〈 Kokka Shinto，Jinje Shinto＞

 （1945．12．i5，連合国軍最高司令官総指令部参謀副官発第3号（民間情報教育部）

     終戦連絡中央事務局経由日本政府に対する覚書）
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 このいわゆる第3指令は，第1指令の具体化というものではないが，

軍国主義，極端な国家主義と巧みに結びついていた神道を国家と明確に

分離しようとしたものであった。その冒頭には，次のような内容が記さ

れている。（要約，筆者）

 1．国家指定の宗教に対する信仰（告白）強制から国民を解放する。

 2．戦争犯罪，敗北，苦悩，困窮及び悲惨な状態を招来し光「イデオ

  ロギpm・」に対する強制的財政負担の除去。

 3．神道の軍国主義並びに過激なる国家虫義への利用の防止。

 4．永久平和及び民主睾義の理想に基礎を置く新日本建設計画の援助。

 1および2は，国家と神道の結びつきによる構造的暴力を社会的・経

済的に捉え，それからの解放を指示していると捉えることができる。3

および4は，第1指令同様，軍国主義と極端な国家主義の排除と平和主

義・民霊主義の導入の文脈で捉えることができる。

   ⑤修身，日本歴史及び地理停止に関する件
    Suspension of cour＄es i n Moret｛Shusbin］ Japsnese History end Geography

    （1945．12．31，連合国軍簸高司令富総指令部参謀副官発第8号民問情報教育部より終戦連絡中央

   事務局軽由日本帝国政瘤宛覚燈）

 いわゆる第4指令である。この指令は，第1指令のA－1・C－1お

よび第3指令の一部を具体化したものである（表4参照）。その冒頭の

文言は，次のように記されている。

昭和二十年十二月十五日付指令第三号国家神道及び赦義に対する政府の保証と支援の搬寵に関する民聞情報

教育部の基本的指令に基づき且つ日本政府が買国主義飼及び極鑑な国家主義的観念を或る種⑳教科馨⑳執粕

に織り込んで生徒に課しかかる観念を生徒の頭脳に植え込まんが為に教育を利用せるに鑑み・・re令を発する。

 軍国主義と極端な国家主義およびそれらと深く結びついた神道を教育

から排除することを命じた指令である。具体的には，修身・B本史・地
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理3教科の中止，3教科を規定した法規の停止，教蒋書・教師馬参考書

の回収，文部省による代行計画案および教科書・教師用参考書改訂翫函

の作成とその総司令部への提出であった。

 以上のように9新教育指針』の背後にあった連合国軍の占領三二敬策

は，直接的暴力はっながる軍：国主義と構造的暴力としての軍国主義・極

端なる国家主義を否定し，それらと構造的に深く結びついた神道を国家

と教育から厳密に分離させることを目指したものであった。いわゆる教

育の第1指令には，日本の戦時体制における直接的・構造的暴力の撲除

の面と戦後新体制の平和主義的・民主主義的建設の面の両面があっ彪が，

第2から第4指令は，戦時体制の暴力性の排除の具体化であった。

  （2）アメリカ合衆国の占領教育政策

 前項で述べた五大改革指示および四大教育指令は，いずれも1945年中

に発せられたものであり，アメリカ合衆国の占領教育政策をほとんどス

トレートに打ち出したものであった。その後，連合国による占領という

形式ゆえに，最高政策決定機関としての極東委員会や連合国軍最高搭令

官（SCAP）の諮問機関としての対日理事会が組織された。しかし，

占領政策および占領教育政策はアメリカ合衆国の政策がその中心となっ

た。

 アメリカ合衆国による対日占領教育政策の本格的検討は，早くも1942

年8月，国務省において始まっている6）。戦略局（Office of Strategic

Services，OSS）のF・A・ガリック（Frances Anderson Gulick）は，1944

年3月6日『日本の行政・文部省』をまとめている。この報告書は、露本

の教育制度の中央集権的性格を指摘している。また，教育繭語が1％2年
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以来，ますます国家主義的に解釈されるようになつだことを指摘してい

る7）。海軍少佐のC・N・スピンクス（Charles Nelson Spinks）も，太

平洋問題調査会機関誌P∂8∫方8Affairs 1944年3月号に「日本青少年の

教化と再教育」を発表し，軍隊と学校制度の結びつきと教育の国家統制

を指摘し，教育勅語が国家主義の柱石となったと述べている8）。これら

の研究の結果，日本の教育の中心となっている軍国主義や国家主義の問

題点が指摘され，アメリカ合衆国の対臼占領教育政策に役立てられてい

った。

 教育に関する指令の直接的背景をさぐるとG・T・ボールス（Gordon

T．Bowles）の作成した「降伏後の日本帝国の軍政・軍国主義を廃止し，

そして，民主主義的進行を強化する諸方策・教育制度」（以下ボールズ

草案）に行き当たる。久保義三は，「SCAPの四大教育指令のうち，

国家神道に関する指令を除いて，三教育指令の基本原則を，すでに提案

していた，ということに注目すべきである。SCAP・CIE教育課は，

ボールス提案を基礎に，指令案作成の作業を進めていったことは明らか

である。」と述べている9㌔ボールスは日本生まれで，少年時代をH本

で過ごした。また一時期，第一高等学校で教師をしていた人物である。

日本の教育問題の専門家として，1944年10月末より国務省の文化協力課

（CU）に所属した。1945年5月，国務・陸・海三省調整委員会（SW

Ncc）10）の極東小委員会（SFE）it）から「軍：政下の日本教育の

管理に関する政策文書作成の櫓令」を受け， 7月30耳茸案を提出した。

 ボールス草案は，教育指令の背景となっていたばかりでなく，教育使

節団派遣構想の原型を含んでいたとされる12）。ボールスは，教育使節

団構想の原型となったSWNCC－SFEの特別委員会のメンバーとな

り，日本人再教育のための教育専門家の活用についての検討をした。ま

              一38一



た，アメリカ対日教育使節団（以下，教育使節団）派遣が萌確になって

からは国務省による人選の中心的役割を演じた。さらに彼は，国務省の

代表として，また極東顧問として教育使節団に同行したのである。教育

使節団報告書の作成段階においても，ボールス草案は重要な基礎的資料

とされたと考えられる。このように，ボールスは，教育使節団構想の端

緒から報告書作成に至るまでの申心的人物であった13）。

 さらに，ボールス草案がSWNCCで検討された結果， SWNCC一・108文

書となって極東委員会のアメリカ案となった。

 アメリカ合衆国は，太平洋戦争開始後問もなくから国務省を中心に教

育制度を含む日本の問題点を実証的に硯亡している。そして，占領教育

政策の中心的文書の一つとなったのがポールス草案である。

国務省戦略局 調査・分析課
ﾉ東班 F．A．がリック
P944．3．6

坙{の行政・文部省

海軍少佐C．凡スピン以

@1944．3
@日本青少年の
@教化と再教育

1944．7．1 日本課 H．ロリー
兼怐t謡謙㌦て国務省の公的対日占領教育政策

S梱CC－SFEからCUへ
P945．5

R政下の日本教育の
ﾇ理に関する政策文書
?ｬの指令

文化協力課（CU）G。T．ホ㌧畝
P945．7．30 （ボールス草案）
~伏後の日本帝国の軍政・軍国主義を廃止し，そして，
ｯ主主義的進行を強化する処方策・教育制度

↓        ↓          ↓

四大教育指令
@①②④

アメリカ対日教育
g節団報告書

極東委員会
Aメリカ案

   ↓

V教育指針

（図3）アメリカの対日占領教育政策の形成過程（久保義三ff対B占領政簗と戦後日商改革占竃もと1ご作成）
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 アメリカの対日占領教育政策の申心的役割を担ったボールス草案の内

容を見てみる。

 第1部は，「日本の教育制度jと題して戦時下の日本の教育制度の分

析をしている。a。一般的説明では，

日本における教育制度は，政府総制と密接に結びついた組繕であり，国民の世業及び産業生活を篤

度窟全体助仁統台するものである。それは，無条件に嚴従し，モして，官憲主嚢者⑳銃飼を容謬す

る国民精神の形成に対して，最も重要な手段の一つであった。モれは，絶対的な忠溺およがB本の

軍国主義的および国家主義曲な命遷に関する観念を促進したのである。モの究極的な目標は，モれ

自身において目的としての国家に奉仕する積極的自発性と欲求を，教え込むことにあった。それに

よって，根幹が誰持されるところの教育行政的経路と統鯛は，臼本の特殊な寡頭政治を支えるべく

組繕され，そして中央桑門化されてきたのであり，それは，最近においては，軍闘の支配の下に罰

       14）かれてきたのである。

と述べ，戦時下日本の教育制度が，いかに軍国主義や国家主義と密接に

結びついており，中央集権的で画一的であるかを指摘している。イリイ

チの制度の指標からすると，それがいかにハードな制度であるかという

ことを指摘し，このハードな制度によって，生徒は少数のエリートとそ

の他に白痴され，多くは教育水準が低い状態にとどめられているという

ことになる。すなわち，被操作的社会における構造的暴力になっている

ことを指摘していると考えることができる。

 b．組織と管理においても，教育政策の決定と行政統制の文部省への

集申を指摘している。

 第2部は，第1部で分析したような直接的暴力につながり易く，また

それ自体が構造的暴力となっている教育制度をいかに排除し，改革のた

めの条件づくりをするかが述べられている。アメリカの対日教育改革政

策の消極的方策に関する部分であり，『新教育指針Sの軍国主義や超国
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家主義の排除に当たる部公である。

 第3部は，排除された教育制度に代わる教育改革案を提示している。

アメリカの対日教育改革政策の積極的方策に当たる部分であり，改革の

究極的目標は，学問の奨励と自由主義的教育と民主主義の教育であった。

そして，改革の内容は，次のようなものであった。

①個人主義と批判的態度の発展

②すべてにたいする教育機会の均等

③国民的教育改革運動の創出

④中等学校および高等教育機関の増設

⑤私立学校の拡大と政府統制の地方分権化

⑥教員養成の方法の改善

⑦新しい教材や教育方法の効力の増大

 ここでは，特殊日本的価値による画一的教育では膝く，制度的・内容

的・方法的に，よりソフトな教育制度が目指されていることがわかる。

 『新教育指針』やいわゆるf教育指令」の分析で，構造的暴力論の観

点から，「軍国主義・極端な国家主義の排除」と「平秘主義t民主主義

の導入」という枠組みを用いたが，それと密接に結びついた関係で，

「画一的・押しつけ教育の排除」と「自由主義・個人主義教育の導入」，

および「申央集権制の排除」と「地方分権制の導入」という観点も必要

となってくる。

 教育の中央集権制から地方分権制への移行については，『新教育搭針』

やいわゆる「四大教育指令jには明確には書かれていない。ボー・・Lルス草

案の地方分権に関する記述部分は，「政府統制は縮小されるべきであり，

また，おそらく地方分権化されるべきである。」という曖昧な表現にな

っている。その理由は，アメリカ対日占領教育政策に影響を与えたとさ
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れるF・A・ガリックの『日本の行政・文部省』に求めることができる。

ガリックは，その報告書の申で文部省の中央集権的機構が軍国主義と結

びついていることを厳しく批判しながら，一方で効果的に占領政策を推

し進める上で中央集権化された行政機構としての文部省を利用すること

の有効性を示している15）。アメリカの対日占領政策は，ガリックの考

えを引き継いで，基本的には日本の中央集権的教育行政機構の構造的暴

力性を否定しながら，占領政策の実行のためにこれを利用するという方

針を取ったと考えられる。

（3＞極東委員会の教育政策指令

 終戦後，アメリカは「極東諮問委員会16＞ Jを設置したが，ソ連は，

これを純然たる諮問機関に過ぎないとして，参加を拒否。1945年のモス

クワ外相会談で，連合国による日本占領の最高政策決定機関として，連

合国11力国からなる極東委員会17）をワシントンに設置することが決定

された。しかし，それだけではアメリカ以外の連合国が納得せず，東京

に，SCAPの諮問機関としての対日理事会を設置することが決定され

た18㌔

 極東委員会では，第四部会が教育政策を担当した。基本的には，フィ

リピン案とソビエト修正案とアメリカ案が検討対象となったが，中心と

なったのはアメリカ案であり，ソビエトの意見はほとんど受け入れられ

なかった。すでに指摘したようにアメリカ案の原案はSWNCC－108文書で

あり，それはボールス草案を基にしたものである。極東委員会の最終的

な教育政策指令は，25の項目からなっている。以下はその要約である

19）
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日本教育制度改革に関する極東委員会指令，1947．4。11，FEC－092／2

1．指導原則及び目標
 ①教育目標：a．真理の追求
       b．民主的国家に於ける社会的政治的責任への訓練
②重点

③強調点

：a．個人の尊厳と価値，b．自主的思考，

C．率先性，     d．探求心の養成
：a．国際生活の相互依存性，b．正義感フェアプレイ，
c，少数者の権利の尊重，d．すべての人種及び宗教の

 人々に対する相互尊重に基づく友情の必要性，
e．誓約の神聖なること

 ④方法：a．男女・社会的地位の区別なく教育上の機会均等を実現
     b．改革は日本人自身の手によって
2．教師：超国家主義，軍国主義又は全体主義の代弁者の排除
3．教師：民主的思想への再教育
4．教師：教育方法研究の機会付与             ／
5．教員養成：画一的師範学校制度の改革と民主主義教育推進教員

     養成機関の設置。
6．教員の地位：経済的地位の改善
7．教育組織：超国家主義，国家神道，天皇崇拝，民族的優越感の

     除去。
8．教科書：7の思想内容の教科書，読み物の使用禁止。
9．学科：社会学，公民，憲法，時事世界事情，国際協調は，不可

     欠の要素
10．学科：軍事科目の禁止，軍国調制服の禁止。戦闘精神を助長す
     る運動の禁止。
11。勅語・詔勅：基本的使用の禁止。
12．思考：独自の思考の助長。
13．授業：統一一的基準の設定。
14．成人教育の推進。
15．職業教育の機会と機関の付与。
16．政府：民間諮問機関等からの勧告を受けるべき。
17．教育機関の地方分権化と市民の教育参加。
18．社会的・経済的・政治的改革との関係
19．教育費の地方への供給
20．6力年の義務教育
21．高等教育の普及
22．両性の機会均等
23．教育関係団体の頭の切り替えの奨励
24．私立・公立の公平
25．外国財団学校への同等の権利付与

これを，構造的暴力論の観点から分類してみる。
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構造的暴力排除 より暴力の少ない制度の導入 その他

軍国主義 2．10 平私主義 1一③a，b，9， 6

盟   騨   噌   一   一   冒   一   葡   騨   ｝   ，   陶  ■  一  需   一  一   騨   繭   騨   罹 一   ，  願  一   騨   一 幽  一  一  一  盟  一  騨  鴨  輔  戸  一  一  一 一  一   一   一  騨  ”  轟  一   一  一   曽   冒   一  －  精   一  贈  ，   零   一  蝉 13

極端な国家主義 2．7 民主主義 1一①b，③c，d，e 14

8．11 1一④a，b，3，17，22 18
一  一   一   一  騨  謂  輯  隅  一  凹   層  一  一   轍   需  襯  弾   騨   一   一   一 噌  一  一  一  旧  一   冒 一  一  ，  一  一  〇  一  幽  一  ロ  一  一  一 一  層  一   〇   P  曽  一   嗣   聯  騨   卿  一   一   一   一   一   噛   一   ＿   一  ＿ 19

画一的 5 自由主義・ 1一①a②a，b，c，d 20

押しつけ教育 個人主義 4，5，9，12，15，21， 23
24．25一  一  晶  嘗  一  榑

雪  冒  鴨  卿  騨  一  ■  一   騨   騨  一  ～   一  國   ロ  一  ■   騨   ｝  一  ■

¥央集権的制度
一   曹  襯  一  零  ｝

P6
一  一  紳  騨  一  冒  一  一  騨  輌  一  甲  一

n方分権的制度
”  一  ■  ■  騨  一  P  冒  一  讐  騨  一  ，  帰

P7

（表5）構造的暴力論の観点からみた極東i委員会の教育政策指令の分類

 極東委員会指令も，構造的暴力を排除して，より構造的暴力の少ない

方向に日本を向かわせようという意図がわかる。画一的・押しつけの教

育については『新教育指針』では，封建的な旧いものの一部とされ，そ

れは，日本の制度の欠点，考え方の弱点であると明記されている。

 一方，その他に分類された項日の申には，13．統一的基準の設置や，

14．成人教育の推進，23．教育関係団体の頭の切り替えの奨励など改革

を推し進める上で必要な管理的，宣伝的方策が挙げられている。このこ

とは，占領政策が理想的な平和的・民主主義的改革を進めようとしてい

るだけではなく，軍事戦略的な意味も含んでいるとともに，理想的な内

容を理想的な方法で進めることの困難さをうかがわせるものである。

 教育の中央集権制から地方分権制への移行についての極東委員会指令

の項目17の全文は，

日本政府は占領目釣特にこの目的決定によって必要となった各種の尉新の達成を確実鞍らしむる釦

く教育制度の管理をなさねばならぬ。飼述のこと並びに政府に依って定められた基準を保つという

条件のもとに教育椴開の地方的遷営に対する責任は適当なる期石取に分権化されねばならぬ。第1

項に述べられた臼耳環域に対する傑護者並びに引写の徊人的賃任感を振起すべきである。可能なら

                          20）ぽ彼らは学校並びに他の教育費遡⑳管理発展垂びに活勤に参画せしめられるべきである。
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である。すなわち，地方分権制への移行は，条件付きであるとともに，

「適当なる期間中に」という猶予付きなのである。このことは，アメリ

カの対日占領政策における，中央集権的教育制度を否定しながら，占領

政策としては，これを利用するという方針に一致するものである。

 極東委員会においては，中央集権的教育制度の取扱いについての議論

があった。ニュージーランドは一貫して分権化を主張している。1946年

12月11日の運営委員会第44回会議では，公選制の教育i委員会ないし教育

評議会の設置を提案した。これに対して，オーストラリアは，教育の地

方分権化に対して反対ではないものの消極的態度を表明している。すな

わち，部分的に分権化すべきであることと，教師や父母の民主的思考の

成長に合わせて漸進的に分権化すべきであると主張した。カナダは，特

に改革期においては中央統制が望ましいという意見を出している。また，

イギリスは，学校の監督は地方団体に委ねられるが，教育二度の監督は

とうてい分権化できないという意見であった。このような討論の結果，

アメリカの占領教育政策と食い違わない表現になったのである。

 久保義三は，極東委員会の教育政策指令の性格を，次のように評価し

ている。

極東委員会指令は，絵司令部の指導の下に実現した改革の裏打ちをしたものであって，別仁新しい

政藥の指示や，教育改革の重点を変更しようとするものではなかったのである。こうして極東委員

会の教育政築指令Ct 7アメリ力単狡の教育政策の形成や支配の形態を，形式的には，連台国の形態

に置き換える役翻を果たしたということがいえるし，またそのことによって，SCAPの教育政策

の倉法性を橿拠づけるものであったし，アメリカ合衆国の単独支配を表面的には攣肘するものでも

     21｝あったのである。

久保は，極東委員会が占領政策の作成，決定機関として設置されなが
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ら，結果的にはアメリカ中心の政策を，連合国のそれであると宣伝する

役割を果たすものでしかなかっだと評価しているのである。

 一方で，鈴木英一は，極東委員会の日本の教育改革に果海した役割を

高く評価している。

第二次世界大戦の謄利毒である『反ファシズム連合画tr J極東委員会という国牒舞台において真鋼

な討論と慎璽な審判を経て，教育改革の基本方銚を制定したのであり，εの事実こk戦後の教育

改革が，占領国アメリカと非占領国日本の鳩力の産物ということにとどまらず，北アメリカ・東西

ヨーロッパ・オセアニア・アジアの世界各地韓からなる血合国の監視と指導の下に行われたという

国際牲を示し：（いる。22》

 鈴木は，日本の教育改革が，極東委員会で審議されることによって，

国際性を持った教育改革になったことを高く評価しているのである。し

かし，極東委員会における各国の意見の内容が当時の日本の国民に知ら

されなかったり，アメリカ以外の連合国の教育専門家の占領教育行政へ

の参加を拒否したりするなど，SCAPが，日本とアメリカ以外の連合

国の間を分断しようと努力したことも指摘している。

 極東委員会において，アメリカ以外の連合国は，アメリカの単独占領

を避け，占領政策に自国の意見を反映させようと努力した。最初に出さ

れたフィリピン案に対するソビエトの修正案は，米ソ英申の4大国から

なる教育顧問協議会の新設を主張している。しかし，提案をとりまとめ

た委員長提案の段階になるとその主張は姿を消している。オーストラリ

アの国際諮問機関の設置に関する質問23）に対するアメリカ政府の見解

は，SCAPのみが占領政策の実行に責任を有しているので，極東委員

会は修正を提案したり，日本の管理機構に参加したりする支配権を有し

ないというものであった。

 アメリカ以外の連合国の占領政策参加への圧力を受け，妥協しながら
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も，マッカーサーは，アメリカによる実質的単独占領の方針を貫こうと

していたのである。

（4）対日理事会

 極東委員会の所で述べたように，SCAPの諮問機関として設置され

たのが対日理事会である。対日理事会は単なる諮問機関というだけでな

く，極東委員会同様，その設置の時から単独占領，単独管理を目指すア

メリカと，それを阻止しようとするアメリカ以外の連合国，特にソ連と

の対日占領政策をめぐる駆け引きの場，あるいは対決の場でもあった。

 対日理事会は，1946（S21）年4月5日から1952（S27）年4月23日までの

問に164回開かれた。そのうち，教育に関する討議が行われたのは，第

3回（1946．4．30），第；45回（1947．11．12），第46回（11．26）の3回であっ彪

24）。ここでは，対日理事会で話し合われた教育問題に限って内容を検

討してみる。

 第3回対日理事：会において，デレビヤンコ・ソビエト代表は，占領民

主化教育政策の進捗状況を質問し，その中で，教育行政の地方国縫化は，

どのように実現しようとしているのかを問うた。これに対してSCAP

民閥情報局長のダイク准将は，次のように説明した。

地方分権化の過程を婁麓するためには，それを処理する嘘員がまず必要となる。御承知のように5

今までわれわれは懲罰的段階を遂行するために，文部省の機構と組繕を利用してきた。それは，懲

綴角段階にとってはすぐれたものであOた。しかし，この地方分権化のような飼造的段階にとって

は，一興の追放とかかりあった手段である強固な機構や組継をまず一掴しなければならない。しか

し，モれは，ただ一歩tz過ぎない。そのあと，第2の段階に到養する。すなわち，こおらの個人を

                            25）地方分権にかかり合う資任を負うべく，彼らを用意するために，再方向づけをするのである。

ソ連代表が，民主化の徹底の一つとして地方分毒化の推進を要求した
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のに対して，ダイク准将は，日本の中央集権制の利用の段階から地方分

権制の段階への段階的移行を説明したものであり，移行の困難さを示し

ているともとれる。

 第45回対日理事会では，シーボルト議長（アメリカ）によって「日本

の教育制度の基本的改変に関する議長の報告」がなされた。これに対し

て，三三・中国代表は，被侵略国の立場から

中国は，臼本の侵略によって霰大にかつ長期澗謹直を蒙ったのであるから，必然的に日本の教育総

              26）織改革に闘し大獄る闘心を有せざるを得ない。

という意見を述べている。この関心の高さは，次の対日理事会において

強く示された。また，英連邦代表，オーストラリアのバトリック・ショ

ーは，地方分権の傾向は健全なものであるとしながら，地方公共団体が

教育改革に対して熱心に取り組むかどうかは疑問であるという狸由から，

部分的地方分権化の意見を述べている27㌔

 第46回対日理事会において，商震・中国代表から新しく作られた歴史

教科書『くにのあゆみ』について問題点の指摘があった。それは，1915

年の聖母への21箇条の要求が省略されていることと，1931年の満州と19

37年の蔵溝橋の衝突が「事変」として不適当に呼ばれている，というも

のであり，彼は訂正を希望した28）。 また，キスレンコ・ソ連代表は，

日本の教育の民主化の緩慢さに不満を表明し，長時間，具体的に意見を

陳述した。その中で，申国代表同様『くにのあゆみ』について言及し，

日露戦争の原因の記述や支那事変の記述の問題点を指摘している29）。

 教育の問題について議題に上ったのは，この3回である。3回とも教

育制度の地方分権化について話し合われている。ソ連代表が，地方労権

化への早急な移行を希望しているのに対して，他の国は，SCAPの方
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針を追認している。また，権限の一部を中央に残すべきだと：いう英連邦

代表の意見が，認められている。また，日本の教科書についての重要な

指摘がされていることに注目したい。教科書記述についての指摘が，ア

ジアの国々から，その後何度も繰り返されるのである。このように，対

日理事会においてすでに指摘されていた問題が，日本の教育改革に結び

ついていかなかったのはなぜであろうか。その答は，占領政策の主導縫

を握っていたアメリカの姿勢に求められる。

 対日理事会は，アメリカの主導権が強く助言等の機能を十分発揮して

いなかったといわれている30｝。

 このことは，例えば，対日理事会の最初の英連邦代表であったマクマ

ホーン・ボールの日記によっても知ることができる。

1946年4月17日（水）・・会合が始まってすぐに，モんなことではないかと前々から予想していたが，

   アメリカ人の態度は駿悪だと思った。マーケットは謹長としては償じられないくらい不適

   格である。あからさまに連台国軍最高司令官の慧疑を優選し，偏りを見せていた。おモら

   く彼は，私が見たことのある重妻橿関の磁長の中で最もひどい謹長である。彼自身は全く

   悪気はなく，ただ当惑して取り乱しているだけで，自国のやり方とは異なったものを受け

   λ旨ければならない立場に押しやsnているためだと私は思う． 31）

！946年5月t5日（水）・・tF後になってアチソンとデレビヤンコの衛突がひとしきり激しくなったよ

   うに思われた。朱と私が，波立つ水面に油を投じて喧嘩を瀞めようと簸善を尽くしたが，

   全体としてはあまりほめられた理箏会ではなかった。アテソンが上からの指示遜りt行動

                                32）   しているのは唄らかだったし，自分でもモれが気に入らない艮だつた。

 1947年アチソンの死後，対日理事会の議長を務めたウィリアム・」・

シwfs“ルトはその著書で，マッカーサーと対日理事会について次のよう

に述べている。

厳然としてあらゆる慧妹の外国の干渉を濠結させてしまった。気の弱い司令官だったら，絶えず加
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えられる圧力に対して，屈したに達いない。もしもモうなっていたとしたら，占領それ自身は，当

然完全な失敗に終わっていただろう。33｝

数育改革，公衆衛生の改魯，労働組台の育成というような重要岡題に関して，B本国民に周知せし

めるための役割を果たした。そしてまた，問接的に過ぎなかったが，総司令部の政策に対する漣合

               34）国の支持を求める舞台の役にもなったわけである。

 対日理事会も極東委員会同様，最高司令官に対しての権限を拡大しよ

うとしたが，マッカーサーは決して譲歩しなかったのである。マッカー

サtiが，単独占領への強い姿勢を持ち続けた結果，極東委員会や対日理

事会でなされた，多くの示唆に富んだ話し合いの内容が，全て，「総司

令部の政策支持』という言葉に置換されてしまったのである。

（5）占領教育政策の平和観

 極東委員会においても対日理事会においても，すでに米ソの対立が表

面化しており，連合国軍最高司令官総司令部は，ソ連の意見を全く入れ

ないよう努力していた。ソ連ばかりでなく他の連合国の意見も極力聞き

入れようとしなかった。極東委員会，対日理事会によって，形式的には

連合国による占領の形をとりながら，実質はアメリカ合衆国の単独占領

にしょうとしていたことがわかる。こうして，連合国の占領教育政策は

アメリカの占領政策を中心に推し進められたのである。

 連合国軍による戦後改革の最終目的は，ポツダム宣言（米，英，支三

国宣言，1945．7．26）にあるように『日本国民の自由意志による平和的で

責任ある政府の樹立」（第12項）にあった。また，対日占領政策の主

導権を握っていたのはアメリカ合衆国であり，その政策を打ち出してい
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たのがSWNCC（国務・陸軍・海軍三省調整委員会）であった。

 「降伏後における米国の初期の対日方針」（SWNCC一 150／4，1945。9．22）

には，究極の目的として「日本国が再び衆国の脅威となり又は世界の平

知及安全の脅威とならざることを確実にすること」と「米国の目的を支

持すべき平和的且責任ある政府を究極に於て樹立すること』35）をあげ

ている。平和国家を樹立することが占領の究極の目的となっていたこと

がわかる。さらに，その目的を達成する手段として主に，武装解除・葬

軍事化と自由主義化・民主主義化をあげている。

 アメリカが主導権を握っていた連合国軍の目的は，日本を平和国家に

することであり，方法は，非軍事化と民主化であった。このことは基本

的には極東委員会においても対日理事会においても一致していたと考え

られる。しかし，「降伏後における米国の初期の対日方bl 」の究極の目

標にあったように，まず，「米国の脅威」とならないことと「米国の目

的を支持すべき」政府の樹立を挙げ，さらに，同方針第二部には「主要

連合国に意見の不一致を生じたる場合に於ては米国の政策に従うものと

す」としているのである。即ち，「アメリカ申心の」という条件付きの

民主主義平和観だったのである。日本の降伏後，トルーマン大統領は，

他の連合国からの圧力に対して，極東委員会と対日理事会を設置し，譲

歩した。しかし，マッカーサーはそれを利用することはあっても占領政

策実施への介入を決して許さなかったのである。

 アメリカ合衆国毒心であった占領教育政策の平和観を構造的暴力論の

観点から概観すると，次のような点が指摘できる。

①戦前・戦時下における日本社会の直接的暴力および構造的暴力を排
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 除し，より暴力の少ない社会にしょうという基本姿勢が，軍国主義・

 極端な国家主義の排除と平和主義・民主主義の導入の形で現れてきて

 いる。このことは，国務省を中心に検討された占領教育政策（SWNCC…

 108シリーズ）作成の過程に一貫していたといえる。また，東西対立が表

 面化していた極東委員会や対日理事会においても基本的には認められ

 ていた。

②直接的暴力および構造的暴力を排除し，より暴力の少ない社会に改

 回しようとした占領政策自体が構造的暴力であった。このことは，早

 くから指摘されていたことである。アメリカ国務省の東アジア政策立

 案の責任者であっ庭プレー・・クスリー（9eorge H．Blakeslee）は，占領国

 の教育改革の押し付けに反対し，1943年の「日本の戦後処理に適用さ

 れる基本原則」の改訂版で教育改革への言及を劇除している36）。 ま

 た，Pac／ff’e Affa／rsに論文を発表したC・N・スピンクスも民主主

 義的な教育制度の強制は教育改革として成功しないと考えていた37㌔

  GHQの行った占領行政も，一面では，平和主義と民主主義という

 平和価値への方向性を持っていたが，一面では，それを権力的に強制

 するという構造的暴力の方向性を持っていだことも指摘しなければな

 らない。

  早くから日本の文学に接し，戦時中はイギリスの情報省極東部に勤

 回し，主に日本研究をしていたオーナー・トレイシー（Honor Tracy）

 は，1948年2月「タイムズ」特派記者として来日し，その時の体験を

 著したrカケモノ』において次のように述べている。

雛かs圓本人自身よりももっとよく日本人の欲しいものを知っているものがあって，その人がそれ

を頸回かにわけて，文書または口頭⑳指令として，日本人に与えているのであった。そしてB本の

指導者たちはもしこれを侵犯すれば解鷲になるという条件付きで，指令を実行するように強要され
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ていたのだ。それ故，臼本の民主主義は，喫際1こは日本の専翻政治で，しかも専髄政治としては何

等の新昧もなさそうだった。この慈窓深い専制君主たちは，臼本人の鴇事のやり方は同違っていて，

自分たちの方が正しいのだという飯定の上に立って，事を進めていたのであった。事実，彼等は職

事のやり方は，結局一筋道しかないものだと思ってい彪らしいeこの人々は，最近の東アジアにお

ける日本人の猛気沙汰が，歴史ts v経済的原因にあるとは考えないで，不思議な考え方だが，日本

人は天皇をいただき社会的な階級制度があるとか，鰯人は鐙票権がないとか，臼本人は個人の見地

から考えないで家族の立場から勃を考えるとか，一鹸に権威に屈しやすいとか，そういう事が原因

だと思ったのだ◎極端な悪口をいうと，その専鯛召主だちは「フィユードル』（封甦前の恵）だっ

               38）た。日本における万事がホーケン前であった。

  オーナー・トレイシーは，8カ月の日本滞在で，占領軍の為政者達

 が理想の実現だと思いこんで行っている］とが，暴力的であることを

 見抜き，専制的で封建的だと皮肉っているのである。泣女はまfe，他

 の頁で，「それは，帝国主義の新しい，そして興味をそそられる嬉嬉

 であった。」39）と述べ，占領政策が，直接的暴力を痩わない支配の

 方法，すなわち構造的暴力であることを指摘している。

③ 連合国軍の占領政策が，連合国間において民主的に決められていな

 かった。極東委員会および対日理事会によって形式的には連合匿の総

 意に基づく政策ということになっているが，実質的にはアメリカの単

 独占領になってしまっている。このこと自体を評価することはできな

 いが，このことが日本の平和教育に及ぼした影響がある。アメリカの

 意見が強力であったために，日本によって侵略されたアジアの国々の

 意見が，相対的に弱まったということである。

  西ドイツとポーランド両国では，両国協議による歴史教科書改善が

 1950年代から行われてきている4。㌔ 一方，日本の平秘教育が，軸害

 と戦争責任の問題を正面から取り組み始めたのは1980年代に入ってか

 らである。対日理事会において，すでに中国やソビエトから日本の教
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科書について意見が述べられているにもかかわらず，戦後の日本の教

育には，侵略された側の視点がながく欠如していた。アメリカの対日

占領政策の中では，日本の社会の構造的暴力は問題にされているが，

日本とアジアの国々との関係における構造的暴力についてはほとんど

触れられていない。それを補う可能性のあった極東委員会と対日理事

会の意見を，占領軍総司令部は干渉とみなし，極力排除したのである。

 アメリカが実質的単独占領に固執した背景には，．・イタリア・ドイツに

お1ナる占領政策の反省があった。SWNCC海軍省代表ゲーツ（A．L。

Gates）によって1945年7月19Hに提案され渇「B本人の再方向づけのた

めの積極政策」の討議事項の17番目は次のような内容であった。

イタリーにおける再方向づけの問題を解決するための政策を，前もって作成できなかった事は，殆

ど亡霊とい。てもよい内部的対立と不安定の状態が2年同も続いた事に帰せられるのである。ドイ

ツに対する積極的な，そして続合前癌西を前もって作成できなかった寧によって，詞様に不幸な結

果がドイツ’においても続いて起こるであろうという仙窟が，すでに存在している。日本に対するモ

のような計画を準備することにおいて，合衆国がその先蘂に立つCとに失敗したり，あるいはそ無

を拒否したりすることは，他の利害図係⑳ある分子t： ，そ⑳場を明け渡すことになろう。モして，

モの分子は，モこ：に入ることに蹄蹟しないであろう。あり旧る結果は，長期化した不安と国内不和

に奪り，モれCt ，台衆田の履善の利益と世界の将来の平和にとって，敵対する政治的驚権の発展に

        41）結び付いているのである。

 ゲーツの提案は，共産主義勢力の拡大を防止するために，アメリカが

主導権をとって日本をアメリカにとっての平和的で協力的な国にするた

め積極的な政策をとることを提案したものである。そのためにあらゆる

手段を使うこと，特に教育を利用することを強調している。ゲーツの提

案した文書はSWNCC－162となって優先的に討議された。国務省を中心に，

日本社会の構造的暴力を排除する目的で検討されてきた「日本教育制度
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の改訂のための政策」S職CC－108は， SWNCC－162の一部となり42）対ソイ

デオロギー戦略として位置づけられることとなった。

 こうして，平和主義・民主主義が形式的には自主的に，しかし，実質

的にはかなり暴力的（構造的暴力の意味において）に日本に導入された

のである。

3．教育基本法の平和観

 これまで主に占領教育政策の平和観をみてきたが，ここでは，戦後教

育改革の中でも自主改革性が顕著であったといわれている43）教育基本

法を平和学における暴力論の観点で分析してみる。

（1）教育基本法

 占領教育政策においてみられたような，直接的・構造的暴力の排除に

おける消極的な方策，すなわち，軍：国主義と極端な国家主義の排除に関

する語句は，教育基本法の申には見あたらない。このことについて田中

耕太郎は，教育刷新委員会の第3回総会において，「以上積極的の理由

を掲げましたが，その裏といたしましては，従来の軍国主義的極螺な国

家主義的の教育方針を排除することになりますが，それは特に言わない

でも積極的目的を掲げることに依って解決がっく問題でございます。」

44）と説明している。

 教育基本法の中にある語句を暴力論の観点で拾い上げ，分類すると下

の（表6）のようになる。
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直接的暴力の排除
  構造的暴力の排除
i国内的）      （国際的）

前文

世界の平和

ｽ和を希求する

l間

民主的国家       人類の福祉

ﾂ人の尊厳         ↓

@↓ 個性豊かな文化一「普遍的文化           §

第1条

平和的国家および

ﾐ会の形成者

人格の完成      l
@          l  個人の価値           i    ↓自主的精神1

第2条

自他の敬愛↓i    自発的精神Ψ

@     学問の自由

第3条 縮の搬均等  i

第4条 翻教育    i
第5条 男女共学    i

第8条

第9条 一一 ｫ束
帯10条 不当な支配に服することなく

         （表6）暴力論の観点からみた教育基本法の構造

．教育基本法には，「世界の平和」「平和を希求する人間」「平和的国

家」というように「平和」という言葉がでてくるが，単純に読めば，そ

して当時の「もう戦争はごめんだ」という国民感情から推察しても，こ

れは，直接的暴力の否定，すなわち戦争のない状態としての平和を意味

していると考えられる。

 一方，構造的暴力に関する語句は，「民主的」という言葉に要約され
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る。戦時下における国家主義が個人の潜在的能力を抑圧していた，とい

う意味での構造的暴力を排除し，飼人を尊重する民主教育への転換を開

らかにしている。また，政治教育，宗教教育，教育行政に関しては，特

定の価値を教育において注入されることを否定している。

 平和学における暴力論の視点からみると，教育基本法は，平和を志向

するものとなっていることがわかる。直接的暴力に関わるのは前文だけ

であるが，構造的暴力の排除については（表6）に挙げ光全ての条文が

関わっている。第6・7条も，構造的暴力排除のための条件について述

べられている部分を持っており，従って，全ての条文が平和に関わって

いるといえる。

 国際的視野を持った語句は，前文の「人類の福祉」と，強いていえば

「普遍的文化」の2っだけで，条文中には，それを具体化をした言葉は

現れていない。教育基本法は，世界の平和と人類の福祇に貢献すること

を前面に出しながら，国際関係の構造に関しては何も述べていない。教

育基本法もまた，対日占領教育政策同様，国際関係における暴力構造の

論理，すなわち侵略された側の論理が弱いといえる。

（2）田中耕太郎の教育思想

 戦前及び戦時下の教育は，政治の僕となって教育本来の姿が抑圧され

ていた。あるいは，教育自らが，政治の手先となって国民を抑圧してい

た。教育は，直接的および構造的暴力そのものとして存在してい走ので

ある。教育基本法には，暴力的状態から教育本来の姿を取り戻そうとす

る姿勢が見られる。

 構造的暴力からの解放という見方からすれば，第10条が教育基本法の
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中で最も中心的な条文として捉えられる。教育基本法第10条（教育行政）

は，

 ①教育は，工匠な支配｛こ服することなく，国民全体に対し直接に實任を負って行われるべきもの

  である。

 ②教育行政は，この自覚のもとに，教育の目的を遂行するに必婆な諸条件の整借確立を圏褄とし

  て行われなければならない。

というものであり，戦前・戦中の教育が権力による不当な支配に屈服し

ていたことへの反省の上にたった条文なのである。

 第1項の「教育は，不当な支配に服することなく」の「教育」には，

本来の「教育」のほかに「教膏行政」が含まれているという解釈がある。

前者が，「不当な支配に服することなく』とは，行政権の教育への権力

的介入の排除を意味している。これは，憲法の「学問の自由」（第23

条）を前提としている。自由なる学問の追究する真理や真実が教育内容

と結びつくゆえ，行政権は学問に介入してはならないし，教育にも介入

してはならないのである。また，後者が「不当な支配に服することなく」

とは，まず，中央権力からの独立，次に，地方公共団体の一般行政から

の独立，さらに政党支配の排除を意味しているというものである。45｝

 これは，教育に対する構造的暴力の排除としては，占領教育政策の中

にみられた地方分権化構想より根本的な改革としての「教育権の独立」

構想と考えることができる。

 教育基本法については，その解釈は多岐に渡っており，現在なお論争

の絶えない部分もあるので，解釈について深入りすることは避けたい。

ここでは，教育基本法の成立に中心的役割を担った田中耕太郎46）の教

育改革思想を「教育権の独立」論を中心に見ることによって，教育基本

法のめざした平和本を探ってみる。
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 田申耕太郎は，1945年10月15日，当時の文部大臣前田多門に懇請され

て47），学校教育局長となった。彼は，この仕事を引き受ける前に，前

田文相と日本の教育改革について会談している。会談の事前資料として，

同年9月に作成されたと思われる『教育改革私見」という文書がある。

                           48）田中耕太郎文書『教育改箪私見』（前田文絹との会談材料）

 ユ．内容的方面

  ㈲教育思想

   “｝国民教育の倫理化一倫理的形式主義の排斥，教育勅語の自然法的意義の顕揚

   C2）教育における自由主義と権威主義の問題一教育者と被教育者との地位の自覚

   ｛3）真理と文北の尊重及び真実の直視

   （4｝教育と国家主義一国家と糞理及び道義との関係一国家も真理及び道義に泰仕すべきもの

    怠ることを明瞭にすること一反対に権力国家的思想即ち国家が正邪善悪の尺度を規定し圏

    家に有用なるもの即ち正且つ善なりとの思想を排撃すること。

   （5）個人，家族，国家，民族及び人類社会の相互の開係を明瞭にし，偏狭且つ排他的なる国

    家主義，民族主義を是正し，健全なる国際主義の思想を麿成し，世界平和及び人類の福祉

    に対する熱意を涌餐すること

   ‘6）被教育者の下歯の発揚と人格の完成に力を致すこと

  〔B）教育方針

   ｛1）智的教育に於いては徒らに局部的分析的な流れ，文化及び学問の各分野の相互的関連を

    無視するの弊害を匡正すること一異体的事物に即する教育方法の必璽なるは多雷を侯たざ

    るが，原理的体系的理論を体得せしむる必要は更に大なるもの有り，注入主義釣教育の弊

   害に懲りて理論を無視し，オポチュニスチックな原理なき教育に陥るぺからず

   〔2）偏狭なる民族主義排斥一メートル法

   ｛3》教畜と実務一理論的教育が直ちに実務に役立たざる故にこれを無用視又は軽視すべから

   ざること

   く4）（5，ζ6，  （省略）

 2．制度的方面

   α》文部省問題

    （イ）教育を政治より分離し，教育制度を政党政派の対立及び勢力関係の影饗外に置くこと

    一陣の為に教育に憲法上司法権に与えられたる独立の地位を保瞳する取扱を為すこと

    to）文部大臣の頻繁なる更迭はこれを避くべく，原則として教育界又は学会出身者を以て

     2れに充つること
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 （J、）更に文部省の存在理由及び機能を再検隣し，これを存謹するとせば，其の活動を原則

 として教畜の内容に干与せざる純粋なる事務的方薗に限極ずること

 （二⊃教学局及び国民糖神文化研究所の血止

ζ幻教育界及び学会の権威嵩より成る永続的審議会の設置

（2）学区制の職題一仏国の側を研究すること

（3｝大挙自治捌の確立

（4｝私立学校及び宗教学校の自由なる設立軽営を認むること

（5）（6｝  〈省略）

｛7｝国民教育及び中等教膏に醐ずる教育者の餐成に付一転教養に重きを置き，攣目学校及び

窟等師範学校を廃止し，中学校，高等学校及び大学を以てこれに充つること

（8》～“e） （省略）

｛11》從来の行き過ぎたる国粋主義，排外的民族主義を溝算する趣旨を以てする教科書の改訪

（12｝爽案に立脚する国史の編纂

 制度的方面（1）（イ）において，「教育権の独立」がはっきりと述べられ

ているが，この時点での田中耕太郎の「教育権の独立」論の内容を他の

項目との関連から要約すると次のようになる。49）

   ①国家による国民への価値の押し付けの否定

 内容的方面（A）（4）は，国家が価値基準を作ったり，国家の都合に価値

を引き寄せたりすることを否定し，真理や道義と関わりを持つ教育が国

家に優先することを述べたものである。また，制度的方面（1）（二）は，戦

時中，国民に超国家主義および軍国主義を植え付けることを目的として

活動した教学局と国民精神文化研究所の廃止を述べ，さらに，（7）は，

同様の役割を果たしていた師範学校および高等師範学校の廃止について

述べている。

   ②教育の政治からの分離

 制度的方面（1）（イ）は，「教育の政治からの分離」と「教育制度を政党

政派の影響外に置く」を述べ，教育に司法権と同様の独立の地位の保障
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が必要であるとしている。

   ③教育の教育専門家統制

 制度的方面（1）（のは，文部大臣は教育関係出身者によるべきこと，

（ホ）は，教育界および学会の権威者による審議会の設置が述べられ，教

育の学者や教育直門家による統制が目指されていることがわかる。

   ④ 文部省は，事務機関とする。

 制度的方面（1）QDは，文部省を存続させる場合には，活動を事務的方

面に蒔直することが述べられている。

   ⑤ 学区による教育の地方分権化

 制度的方面（2）は，フランス型の大学区制の導入を示唆している。

 田申耕太郎は，真理や真実あるいは道義を追究する学問や教育が，政

治に優越するべきであるという立場から，教育権を司法権のように独立

させ，大学を中心として学者や教育專門蒙による教育統制をしょうとし

たと考えられる。

 この「教育権の独立」論は，教育基本法第10条と関連してくると考え

られるが、その他にも，内容的方面（A）（5）「世界平和および人類の福祉」，

（6）「個性の発揚と人格の完成」，（B）（5）「家庭教育，社会教育の振興」

など教育基本法に登場する言葉がすでに見受けられる。

 この時点では，まだ連合国軍の教育改革の方針も明確淀伝えられてい

ないし，終戦間もなくの文部省学校教育局長就任要請であったことを合

わせ考えれば，「教育権の独立j論を始め教育基本法に現れてくる教育

改革の基本的な考え方は，戦時中すでに田中耕太郎の中にはあったもの

と考えられる。1938年頃，当時の文部大臣荒木貞夫による大学の国家統

制改革案など学問の自由を抑圧する動きに抵抗し続けた田中は、国家総

力による暴力から学問が独立すべきことを痛切に感じていたに違いない。
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 田中耕太郎の教育改革構想は，その後どのように主張されていったの

だろうか。 『教育改革私見sにみられた「教育権の独立」の発析内容を

中心に見て行くことにする。

 田中耕太郎が学校教育局長時代に貴族院委員会での説明資料として作

成した「ポツダム宣言履行のための緊急勅令事後承諾に関する貴族院委

員会」5。）の文書では，連合国側の意図として消極的には教育からの軍

国主義と過激国家主義的要素の払拭と積極的には教育の民主化があげら

れているとした上で，文部省は平和国家・文化国家の建設の意図の下に，

自主的に教育の本来あるべき姿に向かって教育改革をするという方針を

述べている。文教に関する根本方針として次の項匿があげられている。

 ：L，軍国主義，過激国家的要素の払拭 （これは消極的）

 2．（積極的に） 真理尊重 真実尊璽

 3。教育に於ける民主主義

 教育権の独立については，「教育に於ける民主主義」の第1項に「教

育の独立，其の権威の維持即ち教育を政治の手段とせず其れ自体価値あ

るものとする思想に立つこと，教育の尊重，我が教育系統の面の再反省，

中央と地方」と述べられている。ここには，「教育改革私見Jに見られ

た「教育権の独立」論の「②教育の政治からの分離」について触れただ

けである。

 しかし，ここで注意しておきたいのは，文部省の方針の（1）で，「先

方の指令を受けたからと云うに非ず，又受けそうだから先手を打つと云

うのではなく」51）と教育改革の自主性を強調しながら，「軍国主義・

超国家主義の排除と平和主義・民主主義の導入」という基本方針は連合

国軍のそれと同一であるということである。このころ文部省において編
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集されていた『新教育指St gの第1部前編の第2章「軍轡主義および極

端な国家主義の除去」と六三5章「民主主義の徹底」は田中耕太郎が分

担執筆したといわれている52㌔ 9新教育指針』が，C工Eとの緊密な

連絡の下で執筆されたことを考慮すれば，田中耕太郎の教育改革構想が

占領教育改革構想と基本的には一致しており，CIEによって承認され

たと考えることができる。

田中耕太郎は文部大臣になって間もなくの「地方長官会議説示」で

「教育権の独立」について触れている。

  田中斜太郎（文部大距）r地方長官会議説示」53》

 文部省は從来教育者に対し監督者の地位に立って参りました。然し終戦後文部省は，もはや単なる監

督官庁ではなく，我が教育界の擁嚢者，利益代表者たる方向にモの性格を変璽しつつあります。文郎省

と漣方教育界と⑳麗係は，内務省と箆力行政庁との開係の如きものであって億ならず，司法省と，唐主

的な裁判所との関係の如きものでなければならぬと言うのが，私の信念であります。

 米国教育使節団の報告書に日本教育の地方分権化が示曖せられているのは蘇に意味深いことでありま

す。モの重点は地方教膏を官僚主義から解放し，これを地方教畜者の手に猫せしめ，地方教育をのびの

びと発達させることに存するものと解されます。この意昧に於て我々は，使節団の穀告を倹たないで昨

隼の秋以来研究を総けて参ったのであります。

 文部省の立場について述べた部分は，文部省を単なる事務機関にする

のではなく，教育界の擁護者，利益代表者となるべきであるとしている。

また，教育の地方分権化については，文部省と地方教育界が，中央集纏

的で上意下達の関係ではなく自主独立の関係にあるべきだとしている。

 次に，田中耕太郎の文部大臣在任当時の考え方を，時期的にも，内容

的にも忠実に表現している54）とされる『新憲法と文化（教育政策）』

の内容を見る。

   0 教育優先の原則
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 現実の状態においては，教宿は政治に対する独立を要求する。政築は，教育理念との聞に衝突を招

来することがないとは銀らないのである。…・従って教畜は政治の基礎を蘂くものであり，モの時々

の政策によって動かされない普遜性を有するものでなけ勧ばならない。

 司法権の猿立が近代国家の要擁であるごとく，教育権の独立も一つの政治原則として認められなけ

ればならない。又正義の実環と秩序の維持を昌的とする爵法権が政治よりの魏立を主張するにとどま

るに反して，  はその     に みて  に 立 を  するにとどまらず ．’に する

             55）               （下錬，引用者）．の 勲一を  するのである働

 田中耕太郎は，同一国家においては政治理念と教育理念は一致してい

なければならないが，政治担当者の個々の政治判断によって政策は変動

する可能性があるので，教育は政治変動に左右されない普遍性を持って

いなければならないというのである。しかも教育は，．かくあるべき人間

の育成という積極的使命を持っているので政治に優先すべきだとしてい

る。今までの文書では，教育優先の原則は明確には書かれていなかった

が，ここには明確に示されている。

   ①国家による国民への価値の押し付けの否定

 教育は一紙文化現象と同¢く，私的，民岡釣姓質を有して居り，本来国家の活動の範囲外に位する

ものである。モれは本来国家的起濠のものでない。教育者と被教育者との関係一教商関係一は芸術と

作贔との間のものと同巌に，きわめて個人的の関係であり，そこに国家の介入を許さないのである。・・

教育の国家凶独占は，教育を国策の手段と見るナチ的，ファッシスト的又は共産主義的理念の所産に

     S6）外ならない。

 教育は，本来個人的な関係であって，国家活動の範囲外の活動である

から国家の教育への介入を許さないとしている。さらに，教育の国蒙に

よる独占はファシズムと共産主義の所産であるとしてこれらを強く排除

するとともに，自由主義教育観を表明しているのである。しかし，彼は，

国家と教育との関連を全く否定しているわけではない。教育が普遍性を
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持っているが故に政治と全く切り離すというわけにはいかないが教脊の

自主性を確認する必要があるというのである。

   ②教育の政治からの分離

 『新憲法と文化』の第8節は「教育権の独立」である。まず，「緒言」

において次のように述べている。

教育権の薮立の原則は，モれが不当な政治的及び行政的干渉の團外におかるべきことを意瞭する。

従来の我が国における教育は或は政治的に或は行政的に不当な干渉の下に瞭巧し，教育者はその結

果卑屈になり，教育全体が萎微し歪曲せられ，モの結果軍国主義および極端な国家主義の跳梁を招

        57）来するにいたっ左のである。

 政治的・行政的干渉が軍国主義・極端な国家主義につながった（付言

するなら，日本を戦争に導いた〉という反省から，教育を政治あるいは

行政から分離することを主張している。

 次に，「政治よりの独立」の項では，国ま乏はその機関および教職員

と学生生徒の政治的中立性の厳守を要求している。教育基本法第10条と

同郷8条第2項の政治的申立条項の関係が述べられているのである。田

中耕太郎は，教育を政治から分離独立させるだめに，教育の政治的中立

性が尊き出されるとしているのである。

 さらに，「行政よりの独立」の項では次のように述べている。

教育は政治的干渉より守られなければならぬとともts ，官象的支醒に対しても傑護せらねなければ

ならない。官公査たる教員と壁も，…・上級下籔の行政官庁の命令系統の中仁綴入せらるべきもの

                        58）ではない。從って・…教員と教畜所管の官庁との面仁もかかる闘係は存目しない。

 教育は，「教育者自身が不覇独立の精神を以て自主的に遂行」59＞す

べきものであるから，教員は，例えば文部省，あるいは地方の教育行政
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機関からも干渉されないと考えているのである。また，地方教育は中央

教育行政（文部省）から独立すべきであるし，地方の一般行政からも独

立すべきであるとしている60＞e

    ③教育の教育専門家統制

 田中耕太郎は，中央教育行政について述べた部分で，終戦前の文部省

中枢は，第一線の教育に無経験の官僚で占められていたとして，

終戦後文部省の監督権の大幅の削滅，その地方への委醸，私立学校に対する監督の著しき緩和，及・

び文部省の中枢部に教育者を任用する努力がなされてきた。とくに教育及び教育N度の改革におい

ては，政府において昭和二十二年夏内閣に教育馴新委員会を設罎し，文＄省が独衛専行することな

く，右委員会の答申や意見を参酌して立案することとなり，教育基本法及び学校教育法は文部省と

委員会との緊密な連絡の下に立案せられたのである。6t）

と述べている。

 すでに，文部省申枢部への教育者の任用の努力をしていることを証言

し，そればかりでなく教育刷新委員会という教育専門家の委員会の意見

を聞き入れながら教育行政が行われてきていることを示している。この

ことは，教育行政をも教育者や学者が行うべきであるという彼の考え方

の具現であると考えることができる。

  ④文部省の事務機関化（補充主義）

田中耕太郎は，国家の教育権に関して次のように述べている。

教育の権利をもっている者は両親のみに隈られない。函家は所謂「完金な社会」である。国家の権

能は公共の福祉の実現という包括的使命に由来するのであって，赦育もモの広汎な権能の一部に包

含せられる。餐って国家は教育の権利を有するものであり，教育に闘する独占的権利を有しない仁

しても，両親の教育権のみを認めて国家のそれを否定するのは当たらない。しかしながら国蜜Φ教

育権は子女に存在を与えた両親のそれとは性質を異にし，第二次曲，補充的惟黄のものである。
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   国家が教育に関して課せられている妊務は，家庭の教育上の繊本的権利を承認し，この権利を自

  由に行使する保降を与え，モうして国家やその学校における教育活動を家庭教育の補助と詔めるこ

       62）  とである。

 国家の教育権を認めた上で，その性質を親の教育権の補助的なものと

しているのである。

 また，『教育基本法の理論Sにおいては，補充主義について次のよう

に説明している。

  国家は閥接管理，すなわち価値の創造を専門家に任せ自らはただ助長奨麟の立場をとり，直接管理

  すなわち価値の創造霞体に立ちλって干渉する蟹度を差し控えているのである。これは緬充主義と

                 63）  いわれていると：ろのものである。

 これは，国象の教育権について述べたものであるが，国家機関として

の文部省も同じ補充主義の立場をとるべきと解釈できる。

 監督権の縮減された文部省の補充的任務として『新憲法と文化』では，

  学校施設の充実，学田の国土計画的配覆，学校の新設昇格，新学目眩度の実施，教員の資格の認定，

  教購興の待遇の改善，教科繕の編纂，検定および供給，社会教育の振興及びモの目的を以てする図

  贈，渤鰯公民鱒の麗，科学の如，tn等の醐の遂行侃助予鋤措欝64》

をあげている。

   ⑤学区による教育の地方分権化

田中耕太郎は，地方分権化を重要な原則として次のように述べている。

文部省の監督権の大幅の縮滅と表裏をなすのは教育行政⑳地方分捲化（decentral ization）の原則で

ある。これは二目の中央集権的劃一主義的形式主義的な行政実務の弊害を改め，一層嬉方的実情に

鄙し，地方の要望に応ずる教育行政を実施しようとするにある。これは学校教育法の主盟とする重

          65＞聾な点の一つである。
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そして，具体的分権化はまだ実現していないとして，

穫来度々内務行政よりの地方教育行政の分離の努力がなされきたったのであるカ「p今日まで成功を．

見るにいたらなかった。文部省においては，襲戦後直ちに学区髄，地方教育庁，都道膚票教育委員

会等の譲構想の下に地方教育行政の改革の立案をしてきたのであるが，その実現はなお将来の課題

          66）として留保されているのである．

と述べている。地方分権化の具体的方法についてこの時点では明確にな

っていない。それは，文部省だけで教育改革の方針を決定するわけには

いかなかったからである。そこには，アメリカ教育使節団報告を背景と

した連合軍総司令部の方針があり，また，教育嗣新委員会の意見も待た

なければならなかったのである。地方分権化の具体的方法の決定への経

緯について田中耕太郎は，『教育基本法の理論』の中で次のように説明

している。

 「終戦直後文部省において考究したのは，明治初年の大学区制を採用

して，地方教育行政の改革をはかること」であり，「大学に地方教育行

政をまかせる」67》という構想であった。しかし，教育刷新委員会は，

アメリカ教育使節団報告書とその方針を強調する連合軍総司令部の影響

を受けて，選挙人，被選挙人とも教育関係者に限定しない公選制による

教育委員会制度を採用することになった，というのである68㌔

 終戦直後から，あるいは戦時申から持っていたかも知れない，田中耕

太郎の教育改革構想は，政治に対する教育の優先を基本原則とし，

 ①国家による国民への価値の押し付けの否定

 ②教育の政治・行政からの分離

 ③教育の教育専門家統制
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 ④教育行政の補充主義

 ⑤教育の地方分権化

という5っの柱を持った「教室権の独立A論であった。彼は，この教育

改革構想を教育基本法を中心とした教育法体系の申に具現化しよう2努

力したのである。それは，基本的には認められていったのであるが③の

教育の教育専門家統制については否定された。このことは，⑤の教育の

地方分権化の具体的方法の選択と密接な関係にある。すなわち，アメリ

カ教育使節団報告書は，地方分権化をアメリカで行われている教育委員

会制度を取り入れることによって成そうとしていた。アメリカ教育使節

団報告書の教育委員会に関する部分は，

公立の初等及び中等敏育の管理に対する費任は部道府県及び地方的下部行政区画（即ち市剛村等）

に委せられるべきである。各都逝府票に教育一員会または機調が日置され，モしてモれは政治的tz

独立し，一般民衆の投票の結果選出された代議的公民によって構成されるよう勧告する。この機關

                        69）は，法令に従ってモの蕩道府県内の公立聾学校を全即興に監督するものとする。

というもので，教育の専門家による統制ではなく，素人による統制の考

え方を含んだものであった。こうして，教育改革の地方分擁化は，公選

制による教育委員会制度の導入をすることになり，田中の教育専門象に

よる統制の考え方は否定されることとなったのである。教育基本法の本

文の中には，直接には触れられていないが，地方分権制を前提としてい

たのである。

（3）田中耕太郎の平和観

教育基本法は，その前文に書かれているように，日本国憲法の平壌主
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義と民主主義の理想を教育の力によって成すことを目的と’してその基本
                              

を制定したものである。従って，教育基本法も霞本国憲法と同じ平和主

義・民主主義の立場に立っている。

 高詠耕太郎は，憲法の平和主義を単に国際間の戦争のない状態として

捉えているのではなく，国内における平和としても捉えている。国際秩

序論においては長く国内問題への不干渉の原則から，国と国の聞の戦争

のない状態としての国際秩序が問題とされてきたが．，近年それぞれの国

における国内秩序の質も問題にされてきている7。㌔ 田中耕太郎は，

『教育基本法の理論』においてすでに『日本国憲法），従って「教育基

本法」の平和主義の理念には，国際社会だけでなく国内社会の平和も含

まれていると考えている。

平和主薮は，日本国憲法において民並主義と姉妹の聞係にある綴本原理である。・…憲法にいう平

和は必ずしも国際圃のものに鰻局されているものではなく，前文第二節の末文の「われ等は，全世

界の国民が，等しく恐怖と欠乏から免れ，平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と

いっている場合の「平和］は国際社会のみならず国内農会における平和を慧堕するものと解しなけ

      71｝ればならない◎

しかも，平和研究における直接的暴力と構造的暴力の概念に匹敵する考

え方を示している。

平和は国際国内のいずれの社会におけるとを問わず，消極的には実力乃至曇力の支配，赤襟々な闘

争状態，無幽門状態，すなわちe万人の万人に対する戦いse人が他の人々に対し狼sの状態⑳否

定にほかならない。こ：の故に法と平和とは固義である。

 法によって実現されるところの，人卿相亙の同の秩序は，単に争いがないという消極飽のもので

はない。独裁者の権力によって国民に隷従を強い3圧力を加えて実現された平和は真の平和とはい

いがたい。平和は倫理的の内容を有するものでなけれ（tならない。す獄わち平和は正義を爽聾し自

由を確保する場合において，つまり法の支配によってもたらされた場合において始めて真の意味の

          72）平和といえるのである。
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つまり，「消極的には，実力・暴力の支配および閣争状態，無政府犠態

の否定」としているところが直接的暴力の否定と一致しているし，「隷

従の強制と圧力による平和は真の平和ではなく，正義の実現と自由の確

保が真の平和である」という部分が構造的暴力の否定にほとんど一致し

た考え方である。田中耕太郎は，国際社会・国内社会のいずれにおいて

も直接的暴力および構造的暴力のない，正義と自由の実現した状態を平

和と定義し，これが日本国憲法の，そして教育基本法の主張する平和で

あると考えているのである。

 さらに彼は，暴力を暴力として認識する基準を「倫理的内容」あるい

は「確固たる正義感情」と捉え，これが法理論であり，法による支配の

状態が，真の平和であると考えた。すなわち「法は平和秩序（Friedens一一

〇rdnung）と言われているのであり，平和は法によって実現されるところ

の，各個人間または各国家間の秩序ある状態に他ならない。この故に法

と平和とは同義である。」73）と述べているのである。

 そして，この真の平和としての正義を実現するには，強制力が必要で

あると主張する。その強制力は，国内社会においては警察・検察・裁判

等の国家機関であるが，組織化が不十分な国際社会においては，法的強

制力が働かないため自衛権が認められ，自衛の行き過ぎを防止するため

に集団安全保障が必要になるという。従って，「理論上および実際ヒ正

当原因（iusta causa）による戦争が存在することを否定し得ない。」と

考えているのである74）。

 また，彼は，教育基本法には明記されていないが，平和主義の基礎は

国際主義であるとし，次のように規定している。

国際主義はこの飽球上仁おいて多数の国家や民族が共存しており，自らの界川や民族の福祉や繁栄

が他の国家や民族のそれと梱互連帯の関係にある事実を受講し，自己本国の考え方を指て，共存共
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栄四海同聰の信念からして他⑳利益や立堀をも尊璽し，世界の平和と全人類の禍祉を実現して行こ

      75）うという思想である。

これも現代の平和研究における利益調和の考え方に通じるものである。

 民霊室義は，個人の尊重の立場から必然的に専制と隷従，圧迫と偏狭，

恐怖と欠乏を否定するものである。そして，真の民主主義は国際主義に

通じるものであり，全世界で行われることが世界平和の基礎となると田

中耕太郎は主張する7る㌔

 田中耕太郎の平和観は，大変示唆に富んだものであり，次の点で現代

の平和研究に通ずるものである。

 （ア）平和を国際秩序の問題として捉えるだけではなく，国内秩序の質

  をも問題にした。すなわち国内において表面的に問題がなくても，

  抑圧による秩序は真の平和ではないと考えた。

 （イ）「消極的には」「積極的には」という二葉で表現されている平和

  概念の内容は「戦争のない状態としての消極的平和』と「正義の実

  現された状態としての積極的平和」に相当するものであり，「直接

  的暴力の否定」と「構造的暴力の否定Jに通ずるものである。

 （ウ）未来のあるべき姿から現在を見，方向性を見いだそうという未来

  志向型の平和観である。

 （エ）国際主義の考え方は，各国家あるいは民族の共存関係の事実認識

  の上にたって利益調和の関係を目指している。

 このように見てくると，田中耕太郎の平和観は，現代の平和研究の方

向性と非常に似通っていることがわかる。彼の理論が現代の平和研究者

の思想にどのような影響を与えたかはわからないが，その基本的な要素
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を備えていたことは確かである。

 しかし，彼の平和観は，次の点において議論の余地を残していると考

えられる。

 （a）田中耕太郎自身が著しているように，真理と正義の絶対的価値を

  出発点としている77㌔

   価値の内容を否定するのではないが，その価値を具体的な問題に

  当てはめたときに，国際主義と相まって押し付けになる可能性を含

  んでいる。

 （b）観念的理想論が多く，具体性に欠けている。「普遍人類」とか

  「四海同胞」の精神を強調することと，「大東亜共栄」「八絋一宇」

  を強調することとの違いは具体的に示されなければ，特に教育の場

  においてはスローガンが変わっただけで教育のあり方は変わらない

  可能性がある。

 勝野尚行は，「田中耕太郎の評価の問題」を取り上げ，その評価が多

様化していると述べているが，教育基本法研究者の田申耕太郎評価は，

ほとんどが田申の「教育勅語」観に関わっている78）。彼の評価を大き

く二つに分けるなら，一方は，田中が教育勅語の有効性を主張し績けた

ことに対する批判的評価であり，他方は，彼の立場は基本的には「教育

勅語体制」に批判的であったと見る肯定的評価である。このように田申

の教育勅語観に対する評価は，相反する二つの立場に分かれるが，本稿

では，いずれの評価が真実であるかは，これを追求しないことにしたい。

そこで，平和観の視点からみると上述にような，現代の平和研究の方向

性を持った理論であったという評価が可能である。

 教膏基本法の立法思想は，田中耕太郎のそれを検討しただけでは不十

分であろう。連合軍総司令部の影響や教育刷新委員会の影響も考慮され
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なければならない。しかし，軍国主義・極端な国家主義を排除し，平和

主義・民主主義を導入すること，その彪めに制度的には教育の独立性を

図ることについては，上記三者は一致していたと考えられる。基本的に

一致していたと考えられる範囲で教育基本法の平和観を平和研究におけ

る暴力論の立場からまとめると次のような指摘が可能である。

①構造的暴力からの解放を志向している。

  消極的方策としての軍国主義・極端な国家主義の排除については当

 然のこととして条文の中にはでてこないが，その反省の上にたって積

 極的方策として国家・行政・政党政派から教育や学問を解放する「教

 育権の独立」論が提案された。このことは戦前・戦中の教育に対する

 構造的暴力から制度的に教育を解放することを意味している。

②教育基本法の制定自体が構造的暴力になっている。

  このことに関わって，久保義三は，教育理念を法制化することは支

 配・隷従の関係に慣れきった特殊日本的事情によるものとして次のよ

 うに指摘している。

モれを法隷において畷文化することの必然牲は，長く国民の教育目的を教育勅語に依存せざるを得

なかった，戦戦の日本教育の特殊性から由来するところが大であったと言わなければならない◎

（中略）個人の価値観，世界観，思想および絵理観のような事項を包含する教育臼的を，法隷で規

                      79）定することには，問題があるということをまず指摘しておきたいと思う◎

 価値観さえも，法律を通して国家権力によって与えられなければ，自

らそれを持つことができないという国家と国民との関係は構造的暴力の

中にあると考えられる。しかし，教育基本法の制定の中心人物であった

田中耕太郎自身そのことには気付いていた。彼は「教育理念の法制化は

法律政策上妥当を欠くという議論が充分の理由を持って成り立つのであ
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る。』80）としながら，立法化する理由を概略次のように述べている。

｛t，憲法も岡綴の規定をしている．現代の世界各国の竈法には多く見られる規定である。

｛a，従来の教育法令は，国家主義的。極鑑な国家主嚢的教育の目的を明示していた。民主主義的教育

を進めるに当たって以前の問違いを廃止し，正しいものを明示する必要がある。

㈲終戦後，教育上語に薄する湯乱があり，明膿な形での教育目棲の提示が必要であった＠

  依存的体質にある国民に新しい教育の方針を知らしむる必要のため

 に立法化することにしたのである。

③教育基本法の背景を見てもやはり侵略された側の視点が欠けている。

  勝野尚行は，「平和主義・民主主義への迎合主義的・相対主義的な

 対応を克服するために，その真理性を根本的に認識するために，基本

 法の立法指導者たる田中が，くり返して軍国主義・過激国家主義の犯

 した数々の誤謬を，東アジアの国々で犯した数々の暴逆な「加害」行

 為について，これを直視するように求めていたことを，あらためてこ

 こで強く指摘しておかなくてはならない。」81）と述べて，日本の加

 害行為の過ちを認識しない限り，民主主義・平和主義の真理性を認識

 し得ないという田中耕太郎の主張を紹介している。田中耕太郎がこの

 ような考えを持っていたことは注目に値するところであるが．搬禽基

 本法の制定過程においてはあまり表面的には出てきていないように感

 じられる。「軍国主義e極端な国家主義の排除」という言葉は繰り返

 されているが，それが，軍国主義・極端な国家主義という主義，すな

 わち考え方がいけなかったのだ。だからこの考え方を捨てよう。と短

絡的に結び付いているように受け止められ，その背後に，軍国主義・

極端な国家主義の下でどのような加害行為が行われたのかという翼体

的見地に立った反省が生まれてこないのである。

  しかしこのことは，教育基本法やその制定過程に問題があるという
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のではない。当時の人々にとっては，戦争の悲惨さは加害も被害も含

めて具体的に認識されていたことであり，あえて言葉に表現する必要

のない自明なものであったと考えられるからである。それが時聞の経

過とともに見えなくなり，侵略された側の視点の欠如と感じちれるの

かもしれない。

4．学習指導要領の暴力と平和

 昭和29年代から昭和30年代にかけて学習指導要領は，（表7）のよう

な経過で発表されてきた。昭和20年代版は，一一般編と各教科編がそれぞ

れ示されていたが，昭和33年版から，告示部分だけが学習指導要領とさ

れ，教科はその一部として示されるようになった。

年度 小 学 校 中 学 校 高 等 学 校
1947 学習指導要領社会 学習指導要領社会 人文地理編
S22 透編（II）（試案） 東洋史編

三編（試案） 第七学年一第十学年 西洋三編
1948 小学校社会科
S23 学習指導要領補説

小学校学習指導要 中学校高等学校学習指導要領社会科編
1951 1申等社会科とその指導法（試案）
S26 領社会科編（試案） II一般社会科 皿（a）日本史（b）世界史

m（c）人文地理昭和26年改訂版
1955 小学校学習指導要 中学校学習指導要 高等学校学習指導
S30 領社会科編昭和30 領社会科編昭和30 要領社会科編

年度改訂版 年度改訂版 昭和31年度改訂版
1958 小学校学習指導要 中学校学習指導要
S33 領 告示 領 告示

第2章第2節 社会 第2章第2節 社会
1960 高等学校学習指導
S35 要領 告示

第2章第2節 社会

（表7）学習捲導要領社会科改訂の経過
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（1）学習指導要領の内容

 軍国主義と超国家主義を排除し，非軍事化と民主化の方向に日本人を

再方向づけするためにSWNCC極東小委員会の勧告に従って，アメリ

カ太平洋陸軍総司令部（後に連合国軍最高司令官総司令部に移行）に設

置されたのがCIE（民間情報教育局）である82㌔ CIEは，教畜改

革の中心となり，学習指導要領作成の監督には，教育課が当たった。学

習指導要領作成を急いだため小学校社会科は，バージニアプランの翻訳

に近いものとなった。中等学校社会科は，アメリカのミズ・一リほか数州

の「コース・オブ・スタディー」と文部省の作成した「公民教師用書」

を土台とした83）が，作成会議には毎日CIE担当官が出席していた。

CIEの方針が1947年版学習指導要領に反映されているのである。

 学習指導要領を1947（S22）年版から1989（Hl）年前まで読んでみると大

きく変化していることがわかる。その中で，教科の目標の中に最後まで

「平和」という言葉が残ったのは社会科だけである。 1958（S33）年版か

ら道徳が学習指導要領の中に入り，道徳の中に「平和』という言葉が入

ってきたが，国語や図工の申に書かれていた「平和」は消えていった。

また，戦後の教育改革の中心となった教科は，社会科であり，その後の

教育改革のたびに問題にされてきたのも社会科である。従って，ここで

は学習指導要領社会科を中心に検討する。

（A）直接的暴力の否定

 1947（s22）年版学習指導要領は，「進んで世界平和の障害を除去しよ

うとすることは，わが国の大人にとっても子供にとっても等しく課せら
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れた重大な使命である。」84）と述べ，補説においては，「戦争の防止

のためには，あらゆる努力が払われなければならないこと。」85）と述

べている。1951（S26）年魚学習指導要領も，「戦争は人類にとって最大

の不幸である。」という戦争観を示し，・「わたくしたちは全力をあげて，

戦争の回避に努めなければならない。」86）と積極的戦争防止論を述べ

ている。

 1947（S22）年版学習指導要領社会科編は，第10学年単元6において，

平和主義日本の決意を次のように述べている。

 日本は過去を清算し，平和な国家に発震しつつある国家として，戦争の放棄を宣早し，交戦権を

否定した。tれは日本の決意を示すものであるが，この宣脅の精一にもとづいて，国際翻係の再開

とその正常な維持のために努力し，国際社会の一員として，世界の平和と文化とに貢献しなくては

ならない。そのために，われわれは，人種の差異や国籍の相違を越えてひろく人類をつつむ人道主

毅的精袖を養い，また国象の発展が文化的，経済的，政治釣な面における正常な轡際開係にいかに

負うところが大であるかを深く理解し，またわが国民社会モのものを平和な民主酌社会に育てあげ

なくてはならないであろう。特に最も大切と思われる点ts J武力を放棄したわれわれが，自己の保

全と世界の平和のために，複雑な国際関係を認難しつつも，なお国際閣係と人道とに対して霞りな

い信頼を鋒げる講神になって，今後の国際由基の再建と維持とを計ることであろう。87）

 国際関係の学習の要旨として述べられた部分である。日本国憲法の平

和条項の精神を忠実に受けとめて，戦争を放棄し，交戦権を否定し，武

力も放棄したわれわれが頼るのは，国際関係と人道への信頼だけである

ことを明記しているのである。戦争という直接的暴力そのものだけでな

く，権利も手段も否定しているのである。

 学習指導要領にみられる直接的暴力の否定の内容をさらに具体的に検

討するために，広島平和教育研究所の平和教育の視点を借りることにす

る88＞。広島平和教育研究所の「平和教育カリキュラム」は，平和教育

の目的として次の三つを提示している89㌔
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 ア，戦争のもつ非人間性・残虐性を知らせ，平和の尊さと生命の尊厳を理解させる。

 イ⊃戦争の原因を這及し，戦争を引き起こす力とその本山を科学的に認藤させる。

 ウ）平和を守る力とその展望を明らかにさせる。

ここでは，上記の内容を次のように簡単に表現する。

  ア） 戦争の実態とその影響

  イ） 戦争の原因追及

  ウ） 平和への努力

ア）戦争の実態とその影響

   ①1947（s22）年叛学習指導要領

0第六学年の学習活動の例

                    90）（四）戦争の原因とその災害について知る。

 3．第一次世鼻大戦の話を読んだり園いたりする”

 4．第二次世界大戦の話を幽く。

 5．舞二次世界大戦の災害をわが国及び他の国々について讃べる。

0第十孝年（高等学絞第一学年）単元六 臼榎

（三）戦争がいかなる不幸を人類と国家と個人に与えるかを理解すること。91》

         92）◎陶 学習活動の例

（三七）学級で戦争の軽済的祉会的損失について論ずるεと。

 （1，家族や友人を失う憲劇をもたらす人圃生活の損失。

 ｛2｝人岡の才傷や技能の素質を失うこと。

 ｛3，身体強壮な人々を失うこと。

 ｛4｝課税の増加。教育や公共の福祉のために費やすべき金を戦争に使うこと。

 ｛5｝生産と全経済生活の一回。

 ｛6｝戦後の惨たんたるインフレーション

 t7》世界質易の縮小。

 ｛8｝民主主義的政治が犠柱にされること。

 ｛9｝道確的縞挿的価値の喪失。

  これらの損失が太平洋戦争の結果としてどのように，謙たどの程度に起こったかを明らかにする
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   こと。

 （三八）昭和十こ卑（一臨三七年）に始まり昭和二十年（一九囲五年）E終わっ箆戦争丁死傷しtc人

   の数についセr儲輯を集めること。

 第六学年の学習活動の例の「第二次世界大戦の災害をわが国及び他の

国々について調べる」や第十学年の圏標の「戦争がいかなる不幸を人類

と国家と個人に与えるかを理解すること。」は，「加害」と「被害」の

両方を意味しているように受け取ることができるが，第十学年の圏標を

受けてたてられたと考えられる学習活動の例を見るとほとんどが「被害」

を扱ったもの，あるいは戦争一般を対象としたものである。

   ②1951（s26）年版学習指導要領 （下線，引用者）

◎単元の基底の主盟 第6￥年1世界における日本1

                          93） ■  はわたくしたちにどのような  をもたらしたか。

O中学校一餓社会科 第3学年 第5単元 内智

                         94） ■．われわれ   によってどんなに しんできたか。

o国学習活動の例95》

 ！．   たちの家  ’は， 平洋 争でどんな損害を ‘たか◎また当時の萱玉二鐵垂につ

  いて薦親から議を聞く。

 2．統計モの他の資料によって，第一次世界大戦と第こ次世界大戦の損冒について溺ぺて比較して

  みる。

 3．航空椴の発達を一つの例にとっても，これによって戦争の規模や趣がどのようにひどく

  なったかを話し台う。だからといって，「航空椴などは発達させないほうがよい』という論が成

  り立つかどうか考えてみるe

 4． や におtる  のの を，写真・認録・認録小説などによって知る。

 6．戦争や平和に関係した映醐・幻灯などを毘たり，物語。小説などを傷んで感想文を書く。

 7．戦争は国や個人の程済生活を破填するばかりでなく，文化や道穂にも穴きな影響を与えるカ㍉

  太平洋戦争を経験したわが国の場台，このことはどのような寧実となって現れたかを話し合う。

◎高等学校 世界史 参考巣元側（A案）第3単元 目時

 5． 戦争が世界の人々に及ぼした影響とその意義を理解するtとにより世界平和と国際協カへの理

           96＞  態と情熱を養うこと。
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 加害の実態を学習する内容はほとんど見あたらないのに対して，被害

に関する学習例は，下線の部分のように散見できるのである。中学校一

般社会科，第3学年第5単元の「要旨」において

われわれは，このように平和精彿に渚ちた教育基本法をもつていることを誇りとするものである。

 人類は長い悶戦争を繰り返してきた。モして現代の多くの人は，第一次および第二次世界大戦に

よって，戦争がいかに藩惨なものであるかを身をもって体験した◎われわれの教えている生養も，

第二次世界大戦中における悪しい親実をまだはっきり記憶しているであろうし，戦禍をこうむった

諸外国の人々の憲惨な実情を知るにつけても，われわれは生徒とともに，決して戦争を起こしては

            97）ならないという念願をもつ。

と述べ，体験にもとづいて二度と戦争を起こしてはならないと反省して

いながら「諸外国の人々の悲惨な実情」も戦争一般にみられる実情であ

って加害の実情としての意識は薄いようである。「教育基本法を誇りに

する」といいながら，田申耕太郎の「加害行為の直視無くしては真の民

主主義・平和主義はありえない」という思想は伝わっていないようであ

る。

    ③戦争責任’

 戦後，日本人の手による戦争責任の追及が不十分であったという詣鏑

が多くなされている98＞が，1947（S22）年版学習指導要領には，少しな

がら戦争責任についての学習活動の例が示されている。

    第十学年（高等学校第一学年）単元六の学習活動の例99）

（三四）次のようなことで利溢を得ようとした人々が戦争で演移た役潮について学級翻騙すること

 “）軍需贔を襲凄し売却すること。

 ‘2，軍隊にあって昇進すること。

 ｛3⊃うまい陵戸事業にありつくこと。

（三五）大実業家の幾人かが営利のために戦争に脇力した，ということについて護拠をあげること
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  ができるか，どうか。

（五三）極鑓な国家主義者が自国と他国とに対して与えた不幸の例を挙げて，甜鋭すること。

 戦争に荷担した人々の戦争責任を追及するとともに，加害と被害の具

体的学習が例として挙げられている。

 1951（S26）年版学習指導要領においては，戦争責任についての学習内

容はほとんど見あたらない。日本のアジアに対する加害責任についての

学習がなされる可能性のある単元例は，高校日本史の第4単元内容V－5

「日本はどのようにして大陸へ進出していったかja。◎〉と同世界史のA

案，第3単元目標5「戦争が世界の人々に及ぼした影響とその意義を理

解することにより世界平和と国際協力への理想と情熱を養うこと」let）

くらいである。

イ） 戦争の原因追及

   ①1947（s22）年版学習指導要領

 1947（S22）年版学習指導要領社会科編序論は，今囲の戦争の原因の一

つが従来の教育にあるとして，次のように述べている。

従来のわが国の教育，特に修身や歴史，地理などの教授において見られた大きな欠点は，事実やま

た事実と事実とのつながりを，正しくとらえようとする青少年自身の考え方あるいは考える力を尊

重せず，他入の見解をそのままに受けとらせようとし掩ことである。これはいま，十分に霞省され

なくて億ならない。もちろん，モれは教育界だけのことではなく，わが国で社会一般に通じて行わ

れていたことであって，モのわざわいの轄果は，今目の戦争となって現れたといってもさしっかえ

     102）ないであろう。

 教育に関する反省だけでなく，「わが国民が平和を愛好する真情を率

直に表明し，平和の破壊者という汚名をすすぎ」203）とあるように，わ
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が国が平和の破壊者となったことを認め，戦争への反省を示すとともに，

一元的価値観を注入する教育が大きな原因の一つだとしているのである。

 第十学年，単元六の要旨においても，戦争の原因が述べられている。

過去十敷年の日本には極端な国家主義的傾向が支配的であった。それは，国家と民族を至上として，

国際關係の正韻な道を閉ざしていた。そのために国襟関口において磁土に隆り，現在の悲壇を招く

結果となった。モれは世界の平和と福笹にとってもまた日本自鼻にとっても大きな不幸であった。

もとよりこのような国命にたちいたったのは，日本自身の内部におけるいろいろの社会的条件によ

るものである◎中でも日本の国民生活が，政治的にも経済的にも民主化の過程が進まなかっ遊こと，

そのために絶対主嚢酌，独占資本主義菌頼向やさらts国主義的適劇が，日本をして侵略的政策を

                       tO4）とらせたということが叢も大きな原因の一つであろう。

 日本の責任である戦争が，世界の平和と福祉，日本自身にとっての不

幸をもたらしたと反省し，その原因をここでは日本の民主化が進んでい

なかったからだと述べている。社会科編序論との関係でいえば，日本で

は民主化が進まず，教育面においては軍国主義・極端な国家主義の注入

になっていたことが侵略戦争の原因となったということになる。

 具体的学習活動としては，次のような例があげられている。

Q第：六学年学習活動の例105）

（四）戦争の原因とその災害について知る。

 1．なぜ戦争が生まれるのか，どうしたらなくせるか話し合う。

          te6）◎第十学年学闘活動の例

（三三）墨書の研究・羽並によって戦争の原因を見出すこと。モれをすべて園表にのせること。

  一段目にモれを書き，二段目にはおのおのの原因を説明する例を挙げること。それ仁もと

  ついて平和への見通しを研究すること。

（三六）日本が第二次世界大戦をひきおこした原因について，表をつくること。

 序論や単元の要旨に書かれた戦争原因は，国内事情に限られている面

があるが学習活動の例では，多面的に原因を追究するようになっている。
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   ②1951（s26）年版学習指導要領

O中学校 箆3学年 第5単元 内皆io7｝

 2．人々の聞ze ，どうして争いが起こるであろうか， tれらを平和的に解決するためには，どんな

  基本的な理解や態度が必要か。

        108）o同 学習活動⑳例

lt．歴史上のおもな戦争をあげて，その原因ζ思わ祀るものを溺ぺ，政治的原因・経済蝕原因などに

  分類してみる。

t2． 歴史の書鞠によって，第一次・第二次世界大戦の康暦を爾ぺ，そのおも獄点を剃認する。

                          霊09》0高等学校 日本史 H本史の参考単元例 第4単元 内容

 V 太平洋戦争は，なぜ起こったかe

  t，第一次世界大戦後の臼本の軽済はどんなありさまであったか。

  2．日本の刷了政治はどのように展開されたか。

  3．社会運動はどのような社会的基盤に発生したか。

  4．近代生活はどのようにして国民の画に漫透していったか。

  5．日本はどのようにして大陸へ進出していったかe

  6．ファシズムと民主主義と⑳対立はどのような結累をもたらしたか。

O高等学校 人文地理 単元5 内容1 10》

 ‘t）人類詰集國澗の不和や誤解は，どのようにして起こるか。

 1951（s26）出版学習指導要領では，小学校において戦争原因の追及に

関する学習が想定されていない。高等学校日本史における戦争原因の追

及に関する学習は，経済面・政治面・社会面・軍事面・イデオロギーと

視野の広い学習になっている。また，1947（s22）年版学習指導要領に強

調されていた，日本における民主主義の遅れや画一主義教育が大きな原

因であっ痘というような表現がみられなくなっている。この変化の理由

は，当時の政治的背景を考慮にいれなければ明確にならない。しかし，

アメリカの占領教育政策が．，イデオロギー戦略としての意味を持ってい

たことを考え合わせると，1947（s22）二二学習指導要領の方により強く

アメリカ型民主主義の宣伝的要素が感Oられるのは当然と考えることも
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できる。

ウ） 平和への努力

    ①1947（s22）年忌学習指導要領

 1947（s22）年版学習指導要領社会科編は，平和への努力は日本人にと

っての使命であるとして次のように述べている。

   わが国民が平和を嚢好する翼情を率直に表明し，平和の破壊者という汚名をすすぎ，進んで世界

  平和の障害を除去しようとすることは，わが国の大人にとっても子供にとっても等しく馴せられた

  垂大な使命である。

そして，教師の留意考察すべき事項として次の項目をあげている。

  ◎個人Mの親善

  O象・学級・学校陶の親出

  ◎国と国との親善

  ◎相互理解の手段

                  11t）  ◎戦争とその放棄，わが国の歴史と憲法

 小学校段階では，個人問の理解および親善の同心円的拡大が国際理解

と国際親善につながり，世界平和につながるという論法になっていると

いえる。

 社会科編，第十学年（高等学校第1学年）単元六は「われわれは世界

の他国民との正常な関係を再建し，これを維持するために，どのような

努力をしたらよいか。」というもので，体系的な学習が提示されている。

              tt2） ◎第十学年 単元六 教材の排列

  ‘2）世界の指導的国家は平和に対してどのような努力をしているか。

  ｛O合衆国・イギリス・ソ漣・中国 ｛U｝国際連合

   t’））me導国家と小国家       （：）理想社会と現実

  ｛3，日本は平和のためにいかなる努力をなすべきか。
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  ｛イ旧本の戦争放棄        ｛田日本の民主化と産業復輿

  m｝人口同題と日本再蓮      ｛⊃世界市民講神と日本の文化

  （＊｝re界平和と労働者       ｛S⊃スポーツと国際関係

鯛学習活動の例1玉3）

（三九）自分が手にいれることのできる歴史の敏科書や参考書から人類が平和を求めるために，匂世

   紀にもわ庭って展開した努力について知ること。学級の生徒が次のような諜源を分担するよう

   に決めること。

 q｝ヨーーロVJY中世における莞闘休止。  （2⊃国際法の父，フーti一一・グロチウス。

 く3，フ［1一レンス・ナイチンゲールの伝記。｛4，国際旛十字社。

 ｛5⊃一八九九年のヘーグ会議      （S）一九〇七年のヘーグ会磁

 ｛7｝国際連盟の活躍            ㈹｝全米連含

 ‘9｝一九二ニー年のワシントン会議◎    Cte｝一九二五年のロカルノ会灘

 ｛翻｝一九三〇年の日ンドン会議。     ｛t2，一九三二年のジュネーヴ会謹

 （13｝ヘーグの永久仲裁裁剰所。

（四◎）パリ・モス］一。ニューヨークの四国外相会議，平和会濫について，また米・英・中国・ソ

  ．連枷の平和に対する努力，及び小国家群と平和ということについて，勉強し討溢すること。

（四一）国際連合の憲章を逐条的に検討討議するeと。憲章に開する新聞配事をできるだけ多く集め

   ること。国際居合の起漂。組緒・日的を融腐すること。国際連合の椴構に関する即事を切り抜

   いて保存すること。

（四二）第二次世界大戦後，社会理想はどのような変化そ受けたろうか。学級でモれについて嗣ぺ，

   戦後の理想世界について，一定の結論を出すような討議を行うεと。

（四三）国際問題に開する新聞の切り抜きでスクラッア・ブックを作ること。

（四五）「戦争を防止するために仲裁が，どういうふうに用いられて来たか」という題目で学級に報

   告を準価し，それを述べること。

（四六）新憲法の戦争放蘂・文化国家の建設の重点について作文を作り，学級で発表し批判し台うこ

   と。

（四七）日本が平和の国となるために必妻な条件を醗究し，モれを表に作って，現在の状況と比較す

   ること。

（四九）新k法の坦定している社会理想の各条項について，他の民主潴国家のモれと比較研究してみ

   ること。

（五〇）ニュース配事にもとづき，民主主義詰国が平和達践のためには，いかに喜んで自国の意図の

   内のあるものを毯牲にするか，ということを立薩すること。

（五二）人類の福祉に寄与したことによって国際的名声を縛た人々の伝記を扱った文童を学級全体の

   ために書くこと。
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 第十学年では，平和のための教育が1単元を使って行われることが想

定されていたのである。平和への努力の学習に重点が置かれていること

がわかる。そして，平和への努力の主体としては個人，国家および国際

機関がその回心になっている。

    ②1951（s26）年版学習指導要領

 1951（S26）年版学習指導要領は，6年生の目標で，「国を異にする人

々も，等しく人類の一員であるから，互いに尊敬しあい互いに幸福を願

わなければならない。」t14）と述べ，ヒューマニズムの立場から平和を

訴えている。付録第6学年1世界における日本】では，

わたくしたちの生活が暢的な面でも文化的な面でも諮外国と密接不離⑳相互俵存閣係にあることを

現確にするとともに，外国及び外国人に対する深い理解を啓堵することによって，国際闘の親善と

                     11，5）平和とを進める心構えを養い育てることが主眼である。

と述べて，諸外国との相互依存関係から国際理解の必要性を訴えている。

小学校段階では，1947（s22）年版学習指導要領と同様，人間関係の調和

を心情的に訴え，国際理解にまで拡大しようという教育が中心になって

いる。

 中学校では，第3学年で平和のための単元が設定されている。

                 116） ◎一艘社会科 第3学年 第5単元 内容

  3．世界平和のためtz J人類はどのような努力をしてきたか。

  4．わが国民は，世界平和に対してどのように努力しているか。

         lt7） O同 学習活動の例            （括彊内詑述は引用者による要約）

  17．人岡の平和へのあこがれの心がだんだんまとまって，平和遅動が起こるようになったのはい

   つごろか，またそれがモの後どのように震開したか謂ぺて朝告する。

  18．（世界平和に貢献した人々） tg．（ノーベル賞）  2e．21．（国襟連合）

  ee．（ユネス］とユニセフ）   23．（万国赤十字）  25．永世中立国
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26．国際連台の問葱

29．日本の纏来進むべき這

31．ユネスコ憲章前文

34．世昇の人々との根亙理解

27．二つの世舞    28．世界における日本の塘位

3臼．日本や世界の平和を促進するためにできること

32．竈法の平和条頂  33．マス］ミ・通信と平和

35．外国の生活    36．オリンピックなど国際鯉技

 高等学校では，「平和への努力」の学習として，次のようなものがみ

られる。

 ◎世界史の参考単元倒（A案）第3単元 内容118）

   5． 世界平和についてどのような努力がなされているか。

    （1，国際連合・ユネスコ・国際連邦設立遜動

    ｛2｝平和擁護遼ig ・世界人権宣言

 ◎人文監理 単元5の要旨とモれに対応する目棲及び内容

     119）   要旨

  このように相衡連した立場におかれている世界の人々は，常に理想過りに相互扶助の関係を結び，

 平和な関係が住持されてきたとは限らない。ときには，反発的に離反したり，敵対画して係争を起

  こ：してきた。モこに人類愛や国瞭平和が瞬ばれ，この珪想を追求するために飢えざる人々の努力が

 続けられているのが現実の姿である。とくに第二次世話大戦によって世界平和への熱望が高まり，

 国際競合およびユネスコその他の専門機関が組纏されたし，モの他にも多くの国際構体が生まれて，

 各分野において人類の幸福の増進，平和な世界の確立に努力している。しかし，世界平和への道は

 決して平ではない。

     a20）   五四

  7．世界平和に向かって種々な努力が払われていること⑳理解およびこれに塙力する態度。

  内容t21》

  4．｛2）人類詰集団間の平和的結合に対して，どのような努力がなされているか。

    ‘3，現在のわが国は，どんな国際的地位にあるか，われわおは世界の平和の捉進に対してどの

    ように貢献できるか。

 1951（S26）年忌学習指導要領においても，平和への努力に関する学習

が，重視されていることがわかる。特に，中学校・高等学校においては，

取り立てて行われる学習が想定されている。1951（S26）年版学習指導要

領の特徴は，平和への努力の主体として，平和運動を取り上げている点
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であろう。

 以上検討してきたように，昭和20年代版学習指導要領の直接的暴力

（戦争）を再び起こさないための教育の内容は，広島平和教育研究所の

提示した平和教育の三つの目的の内容を今日からみれば不十分な部分を

持ちながらも，全て含んだものとなっているといえる。このことからも

「戦後教育はその理念と現実において，平和教育そのものであった。」

122）という評価を裏付けることができる。

 昭和20年代版学習指導要領の直接的暴力否定に関する内容の特徴とし

て，次の点をあげることができる。

①小学校段階では，人と人との協調関係を拡大的に発展させることを

 情緒的に訴える方法が中心となっている。それに対して，中学校，高

 等学校においては，平和についての単元を作り，その中で戦争の実態

 を知り，原因を追及し，平和へのカを学習することによって自らも行

 動できる人間になることを目指した体系的な学習が提示されている。

 1951（S26）年版学習指導要領においては特に，「たとえわれわれと主

 義・主張・利害を異にする人々に対しても，これを敵視しないで，人

 間としての親しみを深める態度を発展させる教育を行うことである。」

 123）「ユネスコ憲章の冒頭の句を，はっきり生徒の心および態度に槙

 え育てることである。」124）というような態度を要求する表現が繰り

 返し登場する。

② 戦争の実態について，単元の主旨や目標においては，加害および被

 害の両面から捉える可能性を持つ表現がなされているが，学習活動例

 など具体的部分になるとほとんど被害面が取り上げられ，加害面は取

 り上げられていなV、。この傾向は，1951（S26）年版学習指導要領の方
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 に強く現れている。

③戦争の原因について，1947（S22）年齢学習指導要領では，日本にお

 ける民主主義の遅れと画一主義が重視されているが，1951（S26）年版

 学習指導要領では，広く多面的に原因が捉えられている。このことの

 背景には占領教育政策の影響が予想される。

（B）構造的暴力に関連して

 占領教育政策を構造的暴力論の視点からの分析するために，次のよう

な分析枠組みを用いた。

構造的暴力の排除 より暴力の少ない制度の導入

軍国主義

ﾉ端な国家主義
謌齠I押しっけ教育

?寶W権制度

平和主義

ｯ主主義
ｩ由主義・個人主義

n方分権制度

 具体的二二実践と近い関係にある学習指導要領を分析する視点からこ

れをみると，まず大きく教育制度と教育行為に分けることができる。教

育制度に当たるものが，中央集権制度か地方分権制度かという視点であ

り，教育行為に当たるものが，どういうイデオロギーに基づくか，ある

いは画一的押しっけ教育であるか否か，という視点である。しかし，

「画一的」という場合には，その中に「教育内容」が画一的であるのか，

という視点と「教育方法」が画一的であるのかどうか，という2っの視

点がある。「軍国主義的であるか，平和主義的であるか」という視点や

「国家主義的であるか民主主義的であるか」という祝点は，学習指導要

領の分析においては「教育内容」に含まれるものである。そして，この
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教育内容がどのような価値観に基づいているかを問題にしなくてはなら

ない。従って，ここでは次の系統図に従って分析する。

職灘薙一｛灘

        （図4）学習搭導要領の構造的暴力論による分析系統図

  ①教育制度面からみた学習指導要領

 1947（S22）年に出された学校教育法施行規則第25条では，「小・中学

校の教科課程，教科内容およびその取扱いについては，学習指導要領の

基準による。」学校教育法施行規則第57条では「高等学校の教科に関す

る事項は，学習指導要領の基準による。」となっていた。

 また，1949（S24）年の文部省設置法付則第6項によると「初等中等教育

局においては，当分の問，学習指導要領を作成するものとする。但し教

育委員会において，学習指導要領を作成することを妨げるものではない。」

となっており，学習指導要領は本来教育委員会によって作成すべきであ

るという考え方であった。すなわち，教育に地方分権的性格を持たせる

考え方が強かったのである。

 教育の地方分権化については，1951（S26）年版学習指導要領の「まえ

がき」に書かれている。

社会科の学署指導計画は地域によってモうとう異なるはずである。先tz学習指導蔓領補説で，各郁

置瘤県や郡市などを単位にして，各地鰯の婁状に即して単元の基底を作ることを奨歴したところ，

各地に基薩霰定の気運が盛り上がり，今日では全国各地にりっぱな教育醸程がたくさんつくられて

きている。それはやがて地方の学習指導褻領に移行するであろう。まことに喜はiしいごとである。

したがって文部省の学習指導蔓領の僅命は，全国各地で学習指導要領をつくる幽幽の参考になる観

                   125｝点や方法を示唆するだけでじゅうぶん果たされると考えられる。
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 文部省の学習指導要領は，やがて地方で作られる学習指導要領の視点

や方法の示唆をするだけのものであるという学習指導要領の性格を端的

に表現している。教育制度自体が地方の実状に合わせた緩やかなものに

なることを示しており，学習指導要領の内容も固定的，拘束的なもので

はないということなのである。戦時中の教師用書の拘束的性格からより

ソフトな学習指導要領への変化の理由を，1947（S22）年版学習指導要領

は序論において次のように述べている。

これまでの教育では，その内容を中央で決めると，モれをどんなところでも，どんな児童にも一篠

にあてはめて行こうとした。だからどうしてもtsわゆる飯一的になって，赦育の実際の場での剣町

や工夫がなされる余槍がなかった。このようなことは，教育の実際にいろいろな不合理をもたらし，

教商の生気をそぐようなことになった。（中略）これまでの教師用書のように，一つ⑳動かすこと

のできない道を決めて，モれを示モうとするような目的で作られたものではない。新しく児董の要

求と社会の要求とに応じて生まれた教科過程をどんなふうに生かして行くかを教師自身が自分で研

              126）究して行く手引きとして書かれたものである◎

中央集権的で画一的な教育制度が，創意工夫の余地を無くし弊害をもた

らしたということは，まさに構造的暴力であるといわなければならない。

そして，この構造的暴力から解放される制度は地方分権的なものとなり

教育内容や方法は教師自身によって作り上げられなければならない。そ

の手助けをするという補充主義の立場にたって作られたのが学習指導要

領なのである。

②学習指導要領の価値観

  1．人間愛から

昭和20年代版学習指導要領は，従来の人間的あり方の反省から出発し
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ている。戦前・戦中の日本の社会構造が個人に対して抑圧として働いた，

すなわち構造的暴力であったとして，自由な人間への回帰を目指してい

るのである。

O 19A7⊂S 22｝年販学習指導要領

 徒来のわが国民の生活を考えてみると各個人の人団としての自覚，あるいは人馴らしい生活をいと

 なもうとするのぞみが，国家とか家庭とかの外面的な璽求に撫えつけられた左めに，とげられて来

 なかったきらいがあった。モのために，かえって国民としての生活にも，蒙庭の一員としての生活

 にも，さまざまな不自然なこと，不道徳なことが生Cていたことは，おたがいに痛醸したことであ

 る。青少年の人問らしい生活を営もうという気持ちを育ててやることtt 7基本的な人権の主張に目

 覚めさすことであると隅時に，祉会生活の基礎をなしている，他人への理解と他人への愛情とを育

          127） てるこ：とでもある◎

Otg51‘S 26⊃年阪⇒…習指導要領

 箋一に，豊かで璽厚な人間性を育てることである。そのためには次の諮点が主たるねらいになるで

 あろう．

  ●人格の尊厳を理解し，自他の権利を尊重すること。

  ●人聞的な欲求を積極的に充足しようとすること。

  ●自由を愛好し，したがって他人の自由を尊重すること。

  ●倒性を璽んじ，冤容な態度で人に接すること。

  ○いかなる場合にも最替を尽くし，決して希望を失わないこと。

  ●純粋で豊かな愛憶を生活にしみわたらせること。

  ●平和を愛し，真理探求の意欲をもつこ：と。

                               128）  ●普遁的人両性の立場に立ちながら民族薗なほこりをもっこと。

 1947（S22）年版学習指導要領では，国家や家庭の社会的抑圧から解放

され，人間らしい生活を営もうとする意志が権利意識を目覚めさせるこ

とになり，他人への理解と愛情を育てることになると主張している。こ

の場合の人間らしさは，1951（S26）年版学習指導要領の豊かで重厚な人

間性と共通している。昭和20年代版学習指導要領のいう人間らしさとは，

欲求充足に積極的であり，自由で希望に満ちた個性的で平和的な人間と
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いうことであろうか。自由主義の理想的人間像が列挙されているようで

ある。しかし自由の行きすぎのないよう他人の権利と自由の尊重をあげ，

民族的な誇りによって国家としてのまとまりをつけようとしているよう

である。

  2．歴史観から

1947〈S22）年版学習指導要領社会科編は，社会科の目標の九で

     が に  するものであることを知り，過去⑳事績を薄景として砂型の特命を理解し，将

                  129｝  来⑳方向を見わたす能力を養うこと。                     （下摺，引用者）

と述べている。また，1951（S26）年延申・高等学校学習指導要領 社会

科編皿 まえがきでは

が  の  によって することを理解することにより，社会進展に対する自己の費任

         f30｝            （下線，引用者）懇と構熱を養うこと。

としている。これらによると，下線部分のように，歴史観としては，歴

史発展論の立場をとっていることがわかる。「進歩」「発展」f発me 」

という言葉は，特に1951（S26）年払学習指導要領に多くみられる。しか

し，進歩発展するというからには，進歩発展の基準となる価値観が存在

するはずである。進歩発展の基準を何に求めているかもう少し詳しくみ

てみる。

    194刊S22，年歯学習指導費領

  世の中は常に進展し変化している◎（申略）歴史の効用はいろいろあるが，その第一ほ，人類文化

  発展の蹟を尋ねて，われわれの今日の立場を朗かならしめるzとである。（中絡）

   もちろん西洋の遊代文化は優秀なもの？あるから，東洋の古鼠文北がこれに圧倒され海のは当慾

  のことであって，こ：こに全世界は一つになり，東洋はひたすらこの優秀な文化を学習消化す為tと

  になった。けれども東洋五干年の伝統は亡びるもので獄いから，酉洋伝来の近代文化を吸齪同化し

                                131）  尽くしてしまPた後には必然東洋固有の特色が新装して現れるであろう。
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 この1947（S22）年版学習指導要領に示された，社会進化の最先端を行

っているのが西洋近代文明であるという考え方は，昭和2C年代版学習指

導要領に共通の歴史観のように思われる。このことを申学校高等学校学

習指導要領社会科編II 一一 ma社会科（試案）昭和26年（1951）改訂版の中に

みてみる。

 申学校一般社会の各学年の主題は次のようになっている。

  第1学年 われわれの生活圏

  第2学年 近代産業時代の生活

  第3学年 民主的生活の発展

 近代産業時代の生活に一学年を当てるという構成の中にも遁代産業重

視の姿勢がみられる。第2学年第2単元の要旨は次のように述べている。

機赫工業に基づく近代産業社会は，歴史的に発生したものであり，人類文明の結果として生じたも

のである。近年の世界の工業地帯の生産力は著しい進歩を遂げているが，モれも歴史的に人間が努

力した結果であって，単に有利な自然条件だけでもってこの結果を生んだような誤解に生徒が陥ら

ないように注意しなければならない。すなわちめざましい生産力が生まれるためには，自由で民主

的な社会条件が伴わなければならない。・・一tUt代二［業の発達によって，われわれの生活はどんなに

豊かなものになったかを具体的に明らかにすることによってモの恩恵を理解させるとともtz ｛の悪

                  132）影響の方も見のがすことがないように指導する必要がある。

 機械工業に基づく近代産業社会が人類文明の最先端であり，生産力向

上の条件として，自由で民主的な社会的条件が必要であるというのであ

る。そして，近代産業社会の恩恵として豊かな生活があるとともに悪影

響もあるとしているのである。この「要旨」を受けて，「目標」では，

平和的近代工業の発達の重要性の理解や，近代工業の発展への協力釣態

度が掲げられている。さらに「学習活動例」で，工業の発達した地域の

学習と，発達していない地域の学習をする事によって近代工業発展の条
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件を探り，わが国の経済戦略を考えることが示されている133㌔

 このようにみてくると，歴史の発展を生産力の向上においてみている

ことがわかる。そして，高等学校1学年，第3単元においては，生活の

向上のために生産の向上を，生産の向上のために国土総合開発の必要性

が示されているi34㌔

 西洋の生産技術の優秀性とそれにともなう物質文明の豊かさに価値基

準をおくことは，敗戦によって食に事欠く社会状況のなかでは，当然の

ことであろう。しかし，このことが戦前の画一的・一元的教育の弊害を

強く意識しながら結局，西欧中心の価値観に一元化される方向性を持つ

ことにつながるのである。

   3．国家観から

 昭和20年度版学習指導要領社会科編（小学校）には，国家についての

直接的記述は，あまり明確には登場していない。しかし，1947（s22）年

版学習指導要領一般目標に「わが国の教育の根本的な目的は，教育基本

法のはじめに示されているとおりである。われわれは教育のすべての営

みによって，このような目的を達することに努めなくてはならないので

ある。」135）とあるように教育基本法のはじめに示されている「民主的」

「文化的」「平和的」国家が昌標になっているのは確かである。

 明確な国家観があるにも関わらず，学習指導要領の中に国家について

の直接的記述が少ないのは，日本がまだ独立していない段階であり，国

家を意識した記述ができにくかったことや，1947（S22）年版序論にもあ

るように国家的抑圧が戦争の原因となったという認識があり，強い国家

を排除する雰囲気があったことが予想される。しかし，最も大きな理由

は，民主的教育観との関係の中で捉えられる。すなわち，「このような
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国家になるからこのように教えなさい。」という上意下達の教育観では

なく，「このような国民を育てれば，このような国家になる。」という

民主的教育観に立とうとしたことの現れなのである。

 戦前戦中において国家観と深い関わりにあっk天皇についての記述は

見あたらない。

 構造的暴力の中心的価値観となっていた極端な国家主義においては，

個人は国家に従属するものと考えられ，教育は国家方針の実行手段と考

えられていた。その結果，個人に対しては抑圧となっていたのである。

学習指導要領の人間観は，個人を国家の抑圧から解放するという立場，

国家観は，、民主的な国民によって民主的な国家が成立するという立場を

とっている。このことは，構造的暴力からの解放を目指した，より平和

的な価値観であるといえる。歴史観における，日本の歴史を世界史の一

部とみるという立場は，皇国史観の押しつけからの解放という渋茶で平

和的になったということができるかもしれない。しかし，社会進化論の

立場をとり，進化の最先端が西洋文化であるという考えは，敗戦国とし

て当然の考え方であったかも知れないが，今日からみると物の豊かさに

重点をおく産業社会中心の価値観に日本中が一元化されていく出発点と

なったと考えられる。

  ③学習指導要領の教育方法

 教育方法は，教育制度と深い関係にある。教育制度が申央集権的で画

一一i Iであったことの反省に立っているのと同様に，学習指導要領の隷育

方法も画一的方法の反省の上に立っている。1951（S26）年飯学習措導要

領は，従来の教育方法の反省を次のように述べている。
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過去の嬉理科や国史科をふりかえってみると，もちろんモれは単に知蓉だけを与えることを目棲と

していた訳ではないが，そこで用いられていた方法が，一応体系的仁整えられた内容を，主として

教科書の頁を追って学習させるという行き方であったために，おもに知講のみが与えられる結累と

なり，とかく配憧された知識の璽の多少によって教膏の成果を溺るような弊に幣つたことはだれし

も認めることであろう。（中略）

 従来の修身科・国史科・捲理科が先に述べたような弊に階つたのは，結局それらが，伝統的な徳

闘の型に児童をはめようとしたり，地理や歴史に開する一応の知謹を児童に与えようとしたりする

ことにとどまって，現実の岡類を解決するための能力や態度を養うことに重点を置いていなかった

からであると考えらnる。t36）

 このような反省の上に立って，学習指導の前提を1947（S22）年版学習

指導要領は，次のように述べている。

まず，「学ぶのは児童だ』ということを，鑛の庭にしっかりおくZとが大切だということである。

教廉が独りよがりにしゃべりたてればそ靴でよろしいと考えたりe教師が教えさえずればモれが指

導だと考えるような，教樋中心の考え方は，この際すっかり捨ててしまわなけ舵ばなるまい。（中略）

 かれらが｛まんとうに学んで行く道すじに従って，学署の摺導をしなくてならないということであ

る。（中絡）児童や脊年はまず，自分で自らの目的を持って，モのやり口を計画し，モれによって

学習をみずか5の力で進め，更に．，モの努力の結果を反省してみるような貧血の経験を持たなくて

      137）は：ならない9

 前段は，教師中心の指導方法から児童中心の指導方法への転換を意味

しており，後段は，知識中心の指導方法から経験中心の指導方法への転

換を意味している。そして，児童中心・経験申心の社会科の学習指導法

としては具体的には問題解決学習という方法をとることになる。

 社会科は青少年が社会生活を理解し，その進展に趨力ずるようになることを目指すものであり，

そのために青少年の社会的軽験を豊かにし，深くしょうとするのであるから，モの学習は膏少年

の生活における具体的な間題を中心とし，その解決に向かっての諮種の自発的活動を遍じて行わ

なければならない。（中略）現莫の澗題を中心とし，その解決のために自発的活動をなさしめ，

                                    t38｝そしてモれを通じて指導してC｝．くという原則はあくまでも守らなくてはならない。
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 児童申心・経験中心の立場に立った問題解決学習という社会科の抱導

方法ほ，1951（S26）年版学習指導要領でもとられている。

彼らが喫生活の中で直面する切回な同題を取り上げて，それを自主的に究明していくことを学習の

方法とすることが望ましいと考えられる。〈中酪）問題解決の過程をfi Uてこそ，自分の生活の中

でつねに積極的に問題を見いだしていこうとする態度や，四囲の問題のために自分の墨醤を尽くし

て脚力しょうとする聾度，したがって担えずかれらの生活を進歩向上させていく能力をも，真に身

           139）にっけるaとが期待できるのである。

 このように，教育の方法においても構造的暴力を否定し，より暴力の

少ない，児童生徒の自主的発達を助ける教育方法へ転換させようとした

意図がみられる。

 構造的暴力の祝点から昭和20年代版学習指導要領をみたとき，（表8）

のように，それまでの構造的暴力を一掃し，より構造的暴力の少ない教

育にしょうという意図がみられる。しかし，価値観において検討したよ

うに，一元的な価値観を排除しながらも，新たなる一元的価値観への出

発点になる可能性を持っていたということは，理想的教育改革を目措し

ながらも時代の制約を受けていることの現れであろう。

戦前・戦中の教育 昭和20年代版学習指導要領
構造的暴力 構造的暴力の排除

教育制度 中央集権的・拘束主義 地方分権的・補充主義
雪  一  馬  噛  噛  一  ■  冒  ，  一  ■  胴  ， 轄   一   脚  一   一   ■  ＿   ＿  －  ■   一  噂   一   聯  一   一   一  ＿   一   一  ＿   一   冒  一   一   昌   一   一 ■   －  一  層  F   嚇  薗   曽   一   一   一   ■   一  階  一   鴨   艦  一   一   圏   ■   ■  一   一   一   冒   冒   ¶   ｝   甲

教育内容 国家主義（国家中心） 民主主義（国民中心）

（価値観） 皇国史観（天皇中心） 社会進化論（産業社会中心）
吊  ｝  鞠  雪  一  雪  ｝  噂  P  畠  一  一  ■ 一  蝸  一  鼎  噛  ｝  一  一  一  一  一  幅  葡  曹  噸  闘  甲  噂  ｝  一  一  一  一  一  一  ｝  卿  幽 圏   謄  ■   雪  剛  、  響  一  岬   騨  圏   一   冒   ■   一  ■   葡   柳   騨   騨  幽   一   9   一   ■  冒  一   轄   ”  一

教育方法
画一的・教師中心

m識中心

児童肝心

o験中心（問題解決学習）

（表8）昭ta 2e年代版学習指導要領における構造的暴力排除の現れ方
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（2）昭和20年代版学習指導要領作成者の平和観

 1947（S22）年および1951（S 26）年版学習指導要領社会科編初等教育担

当だった上田薫は，民主化教育のための社会科の重要性を次のように述

べている。

   日本に民主生義をうちたてるためのかぎとも考えらhる自立性の確立ということにつbて，匹田

  科の現にになっている優命をいかに否定することができるか。現に社会科の指導に困難があろうと

  も，その困難は，民主化という：とがいかにしても当面せざるをえない困難であり，モの寛嚴こモ

                 140）  むしろ社会科の使命なのではないか。

 民主化の重要性については連合国軍と同一の見解であるが民主主義の

捉え方には次のように違いがみられる。即ち．，

   社会科の問題を，いかに解決するかということが，今後の教育の進路を定める上できわめて璽要

  な影響を与えるものであることは否定しうべくもない。いわばそのことtt sいわゆる数多の民主主

  義の中から，真の民主主義をえらび出すことにほかならぬといっても決して過言ではないであろう。

  t41）

   私たちの重要な関心嘉は，どこのプランによったとか，似ていたとかいうことではなくて，なに

  よりも社会科そのものの原理を確立することであった。CIEにおけるアメリカの担当官にもその

  点を望むことはしよせん無理というはかなかった。（中略）しかし理論が不徹底であったのは，日

 本の教育学者やCIEの係官だけではない。アメリカにおける社会科の理論モのものがわたくした

                142）  ちの満足できるものではなかった。

と述べ，学習指導要領がアメリカ型民主主義に縛られない立場を明確に

表明している。社会科の原理としての民主虫義を相対的で動的なものと

捉えていたのである。そして，真の民主主義を模索する手段としての経

験主義社会科の理論的完成が昭和26年版学習指導要領だとしている。

昭和20年代版学習指導要領社会科編作成の中心的役割を担った勝田守
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一は，戦争末期に文部省に入り，敗戦後，文部省内に自主的に発生した

公民教育刷新委員会に参加し，その答申に基づいて「公民教師用書」作

成をCIEと折衝した人物であるt43）。彼は，教育と：平和について次の

ように述べている。

 人圃をある理想に向かって形成する仕事を，私たちは教畜とよんでいる。モして，人燭形成の重

要な要素として，本饒釣あるいは衝動的なものを，知的な慧志に変化させる仕事が含まれている。

そこで人々，わけても脅少年のうちに，平和への意志を生み出す仕事が，平和のための教育の中鞍

になるのは明らかであろう。

 モの条件を考える場合に，私たちを敗戦後の焦土の中から立ちあがらせることのできた輪理的支

柱がなんであったかを，籏みることは姦蜜だ。侵略戦争に対する自實と，未来の戦争が人類と文化

とを破滅へ導くであろうという現実的認講に支えられて，世界平和への道は，私たちの国民大衆の

前途に希望の光を捜げたのである。（中跡）

 「自由の侵略者」が，すでに予定され，モれを謬魔と断罪することほど平和にとって危険な随害

億ない。自分が神であり，自分と異なる考えに立つものが悪魔であると断罪するところには，和解

の這は，みずから闘ざさ耽てしまう。自由の世界とtt f自己に殉ずる批判が許されると同時に，自

分に反対するもの（個人であれ，国であれ）に対して理解の自由が許される世界である。（中略）

 平和のための教育は部分的な課題ではない。むしろ教育のすべてである。それは，個人の自由と

                           144）日本民族の独立と人類の幸福をめざす教育のすべてである。

 勝田守一は，教育のすべてが平和のための教育であるという立場に立

ち，その条件を，加害責任の自覚と戦争の現実的認識であると考えてい

る。さらに平和にとっての，絶対的価値観による断罪の危険性を指摘し

ている。

 勝田守一と同Dく，学習指導要領の中等教育担当だった馬場四郎は，

社会科成立から1950年頃までの社会科教育について以下のように述べて

いる。

一 101 一



 この当時まで，社会科教育の目的は，日本を平和な民主国家として再建し，新憲法・教膏基本法

の理念をそのまま忠実に生かモうとする社会改造をめざす教科だと考えられていた。国の基本方針

と社会科教顔の教育方針とは，完全t： 一致していた。教飾が「社会科学習指導要領」の基本目棲に

モって，モの教育計画を編み，指導を行う園り，民主教育という船体は羅針の示す通り，自動的に

民主化の航蹟を踏みはずすことなく一路図心に向かって航行するにちがいないと唇¢られていたの

  145）である。

 民主的・平和国家再建のための教科として社会科が成立し，その理念

は，国も教師も一致していたというのである。

 昭和20年代版学習指導要領作成者たちもまた，占領教育政策や田中耕

太郎同様，軍国主義・極端な国家主義を排除し，平和的で民主的な国家

社会を目指している点では共通している。しかし，民主主義の捉え方に

ついては微妙な違いもまたあったのである。

（3）昭和20年代版学習指導要領と新教育

 「新教育」思想は，第一一次世界大戦後，戦時教育に対する反省を基本

にヨーロッパ・アメリカを中心に現れた教育思想である。アメリカにお

ける新教育の思想的原理に大きな影響を与えていたのがジョン・デュー

イであった。彼の教育思想は，民主主義の原理に基づくものであり，経

験学習を重視する児童中心主義の立場にあったa46）。そして，日本の大

正新教育運動にも大きな影響を与えていたのである。

 民主主義の原理⑳上にたった経験主義的で児童中心主義的な社会科に

非常に近い教育が，日本においても大正から昭和初期にかけてすでに存

在していた147）。このことが，勝田守一らが，GHQ－CIEの影響を
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ほとんど受けず，CIEのグリフィスをして「その構想はアメリカの社

会科とほとんど同様の方向を辿っている」148）と言わしめた公民稻構想

を作ることのできた背景である。文部省の自主的委員会であった公民教

育刷新委員会の答申は，第一号・第二号両答申とも，教育勅語の範囲内

の立場ではあるが，平和的文化国家建設を目指している。そして，勝田

守一は「この答申の内容は，『戦前における社会科』t49）で追求された

ような教師たちの努力が，拍象的な表現で要約されているといってもま

ちがいではないだろう。」15ωと述べている。この答申に基づいて作ら

れたのが文部省の公民科構想であり，さらにそれは，194？（s22）鳴鐘学

習指導要領の土台となったのである。このことは，昭和29年直販学習指

導要領が，大正新教育の教育思想の流れを汲んでいることを明らかにし

ている。

 一方，アメリカの対日教育方針においても「新教育」を利用することが

考えられていた。戦略局のF・A・ガリックの報告書「日本の行政・文

部省」（1944年3月6日）は，すでに日本の教科書についての分析をし，19

36年に行われた小学校教科書の大改訂によって，軍国主義的な昭島糟神

に基づく読本が，より平和的な大正精神に基づく読本に代えられたとし

ている151）。国務省のH・ロリーは，報告書「日本，軍事占領下の数育

制度」（1944年7月1日）の中で，ガリックの報告を受け入れてrより自由

主義的な「大正j修身教科書を現在の軍国主義的「昭和」修身教科書にとっ

て代えることができる。」と勧告している152）。

 CIE教育担当者も「新教育」実践の動向を評価し，戴後新教育のモ

デル校として，自由学園と玉川学園を推賞した。戦後新教育の初期モデ

ルは，大正新教育だったのである153）。

 昭和22年版学習指導要領の作成にあたって，日本の担当者とCIEの
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担当者は，「新教育」という共通の土台を持っていたのである。

 昭和20年代版学習指導要領の平和教育的方針を歴史的背景と組み合わ

せて図式化すると下のようになる。

第一次世界大戦の反省
     1

日本

大正新教育
『新教育」運動

アメリカ

新教育

第二次世界大戦（太平洋戦争）の反省

公民教育

刷新委員会

     ，
  平和国家建設   GHQ

口軍事化       民主化

CIE

直接的暴鷹 刀o嚥造的暴＿
t

昭和20年代

学習指導要

領社会科編

①個蘇国家蟻
 尊重   の縮小
 s    s
経験主義  教育の地方

社会科  分権化

の排除

  “
特定史観教育←1

 の排除

         （図3）昭和20年代版学習指導要領成立の開講

 第一次世界大戦後の平和のための教育の流れが，日本においては大正

新教育となって生き続けており，アメリカにおいてはデューイを中心と

した進歩主義教膏となっていた。これらが，第二次世界大戦後の日本の

教育改革において合流し，平和と民主主義のための社会科構想となった

のである。

 平和教育については，「直接的平和教育」と「間接的平和教育」に分

ける分類の仕方がある。『直接的平和教育」は，戦争と平和に関する問

題を直接かっ意図的計画的に取り上げるものであり，「間接的平和教育」

は，戦争と平和の問題を直接取り立てて扱わないが，平和的精神を耕す
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ものである154）。

 第一次世界史戦後の日本における「新教育s運動は，ほとんど「蒲接

釣平和教育」であった。一方，1947（S22）年版学習指導要領では，第六

学年の「学習活動例」として「戦争の原因とその災害について知る。」

があげられ，第十学年では「われわれは世界の他国民との正常な関係を

再建し，これを維持するために，どのような努力をしたらよいか。」の

中で戦争の実態を知り，その原因を追及し，平和のためにどのような努

力がなされてきたかを知ることによって平粕的な態度を膏てるという活

動例が示されている。また，1951（S26）年版学習指導要領でも第六学年

で「戦争はわたしたちにどのような不幸をもたらしたか。s「わ蓬し距

ちは今後外国とどのようにっきあわなければならないか。」という問題

が提示してある。さらに，申学校第三学年では「われわれは，どのよう

にして世界平和を守るか」という単元が設定され，高等学校においても

歴史や人文地理の中に戦争を直接扱う内容が登場している。従って，昭

和20年春版学習指導要領は，「新教育」から一歩踏み出した「直接的平

和教育」の要素を持ったものと評価することができる。

5．昭和20年代の教育政策の平和観

 この章では，昭和20年代の教育政策の平和観とその教育行政への現れ

方を，占領教育政策，教育基本法，学習指導要領の中に見てきた。これ

らの中に共通していたのは，日本の教育を平和的で民主的な形式と内容

に改革することであった。方法としては，消極的には，軍国主義ど極端

な国家主義の排除であり，積極的には，平和主義と民主主義の導入であ

った。平和研究における暴力論の観点からこれを見ると，消極的方策に
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当たる部分が直接的及び構造的暴力の排除に当たり，積極的方策に当た

る部分がより構造的暴力の少ない制度の導入ということになるであろう。

 軍国主義・極端な国家主義の排除と平和主義・民主主義の導入という

基本方針において一致していた教育政策ではあるが，行政担当者におい

ては，その内容や解釈には違いがみられていたのである。例えば，直接

的暴力の排除に関連した日本国憲法や教育基本法における戦争放棄の解

釈は，田島耕太郎においては自衛的軍備は認められるものであったが，

学習指導要領の中に表れていたのは，完全に交戦権も軍備の保有も認め

られないというものであった。また，民主主義の具体化としての地方分

権化構想においても，学区制と教育専門家統制の考え方や教育委員会制

度と素人による統制の考え方など違いがみられたのである。それらの違

いを一つの方向に導く大きな力となっていだのは，占領教育政策である。

 次に，昭和20年代の教育政策を暴力論の視点でみることによって浮か

び上がった点を挙げておく。

（1）教育改革の平和的性質と暴力的性質

 戦後の教育改革は日本の教育を暴力的な性質から平和的な性質に変え

る画期的な改革であった。それは，直接的暴力を完全否定し，教育制度

・教育内容・教育方法における構造的暴力を否定し，それに代わって民

主的な教育制度・教育内容・教育方法を導入するというものであった。

 しかし，民主的といいながら，教育改革の主体はGHQ－C工Eであ

り，文部省であり，教育刷新委員会であっだ。教育改革期の文部大臣は

前田多門から天野貞祐まで，連続して著名な学者が就任し，教育刷新委

員会も教育専門家の集団であった。教育改革の主体は，占領軍と日本の
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エリートであり，民衆の力ではなかった。しかも，これらの中ではGH：

Qが絶対的な力を持っていたのは当然である。このような上下闘係の購

造の申で上からの教育改革が急速に行われたということは，その構造自

体が構造的暴力として働いていたということになる。

 馬場四郎は「国の基本方針と社会科の教師の教育方針が完全に一致し

ていた。」というが，大正新教育の流れを受け継ぎ，民主的な教育を目

指して実践を積み重ねていた教師がどれだけ存在していたであろうか。

また，民主主義を理性的に理解するだけでなく，生活の中に生かしてい

った教師がどれほどあっただろうか。それらは，ほんの一部に過ぎず，

国民の要求を生みだし，結集する力にはなり得なかった。

 教育改革が上からの改革であったために，教育委員会再度の鷺畦を国

民に理解させることができず，問題解決学習が，「遊んでばかりで深ま

りのない学習方法である」という批判を退けることができなかった。ま

た，教育改革は，民主主義の啓蒙的役割は果たしたものの，一方では，

民主化のお膳立てをしてくれたものとなって，国民の俵存的体質を融長

ずる役割をも果たした。学習指導要領という船に乗っていれば，自動的

に民主化の航路をはずれること無く，目的地に着けるという依存的考え

で船に乗った教師は，船が進路を変えた場合は，そのまま船に乗るか，

船を降りて溺れ死ぬしかないのである。このような依存的体質を作る剃

度こそ構造的暴力なのである。

（2）価値観における西欧中心主義と平和

 昭和20年代版学習指導要領に端的に現れていたように，教育内容が西

洋文明，中でも生産技術を重視する価値観に一元化されている。一元化
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された条件として次のようなことが考えられる。

①敗戦当時は，食に事欠く時代であり，圧倒的な豊かさを占領軍に見

 せっけられた日本人は，階層の区別無く，物質的豊かさにあこがれた。

② 敗戦の原因が科学技術の遅れにあるという考え方があった。

③西洋に追いつき，追い越せという考え方は，明治以来あったもので

 国民にとって理解し易かった。

④アメリカは，対共産主義戦略の一部分として占領教育政策を実施し

 た。そのため教育改革においてもアメリカ以外の国の考え方を努めて

 受け入れないようにしていた。また，アメリカの良さを宣伝するため

 に教育を利用した。

 こうして，工業立国日本が出発すると同時に，極東委員会や対日理事

会で出されたアメリカ以外の国々の貴重な意見が相対的に弱められ，侵

略された国の意見も弱められる結果となった。そして，国内においては，

加害責任の追及が曖昧にされることになり，アジアに対して行われた直

接的および構造的暴力の構造が，教育の中で追及されずに終わることに

なった。

 昭和20年代の教育政策は，軍国主義と極端な国家主義を排除し，平和

主義と民主主義を導入するという点で，平和教育そのものといえるほど

のものであったが，改革の構造そのものがアメリカ中心の構造的暴力に

なっており，支配と依存の関係を再生産することになった面がある。
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第3：章 昭和20年代から昭和30年代
  への教育政策の変化

 昭和20年代から昭和30年代にかけての，日本における最も大きな出来

事は，1952（S27）年の独立であろう。4月28日，対日平和条約が発効

し，GHQが廃止された。日本の戦後教育改革に大きな権限を行使した

CIEもなくなった。そして，日本の独立の前後から，教育政策も大き

く変化したといわれている。

 この章では，昭和20年代から昭和30年代にかけて教育政策がどのよう

に変化してきたかを，学習指導要領を申心に行政への現れ方からさぐり，

それを，平和研究における暴力論の視点からみたとき，どのように捉え

ることができるかを述べる。

1．学習指導要領の内容と構造の変化

（1）学習指導要領の内容と構造

（A）直接的暴力に関連して

 昭和20年代の学習指導要領は，日本の起こした戦争の反省の上に立っ

て，直接的暴力としての戦争を否定した。昭和30年代の学習指導要領に

おいては，戦争はどのように捉えられているだろうか。ここでは，昭和

20年代の学習指導要領の直接的暴力に関する検討の時と同様，広島平鵜

教育研究所の平和教育の目的の視点を借りる。すなわち，次の3っであ

る。
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ア）戦争の実態とその影響

イ） 戦争の原因追及

ウ） 平和への努力

ア）戦争の実態とその影響

 昭和30年代の学習指導要領には，戦争の実態を知らせる内容が殆ど見

あたらない。

 1955（S30）年齢小学校学習指導要領社会科編には，次に引用する長い

一文の中に「戦争め惨禍jという言葉がわずかに見出されるのみである。

        各学年の学習領鰭案 第6学年 窺易め発達と文化の交流

 モこで，現在の日本の産業と貿易の関係に増す．る具体的事側，過去における日本と諮外国との文

化の交渣や貿易についての重要なことがら（括彊内省略），衣食住の様式その他で外国から学んだ

り現在でも大きな恩恵を受けている外国人の発明発見の寧例，交通，細田，報道椴闘の発達が世界

を縮小した顕著な事倒，すぐれた芸術と人々の生活との闘係，興隆過と人々の平和への願い等

を通して，世界を結びつける人々の善意や交通遜戸口道機関の働きが今後いっそう必要なことを理

解させるとともに，われわれの生活⑳発展に貢献した内外の先人に対する麗心を深めてやることが

       1）        （下線，引用者）有効であろう。

 しかし，この難解な一文は，戦争の惨禍を正面から扱おうとしたもの

ではなく，「戦争の惨禍」は，マスメディアの重要性との関係で述べら

れているに過ぎない。

 同，申学校社会科編は，歴史学習の中で戦争を次のように扱っている。

   歴史的分野 ｛2，内容 5．世界の詰国との国交仁基づく近代日本の成立時代

富国強兵，B清戦争，日露戦争，条釣改正，第一次世界大戦とモの前後の世界などの学習を過して，

日本の国際的地位の移り変わりについて理解させる。世界繧済の不況，ファシズムのたい頭，竃部

の政治への介入と日本の大陸進出，日華＄変から太平洋戦争への推移，日本の敗戦などの学習を遜
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                             2）して，第こ次世界大戦の終結までの世界の情勢について理解させる◎

 日清・日露の戦争は，日本の国際的地位向上のための戦争であったと

いう肯定的位置づけになっている。敗戦は，事実として単純に受け止め，

戦争は世界情勢の推移の一藻として学習するのみで，戦争の具体的な実

態を学習することにはなっていない。

 1958（S33）年版小学校と申学校学習指導要領の歴史学習における日本

の近代の部分は，次のような記述となっている。

              小学校第6学年 2．内容  ｛8》

 開国後やがて明治羅新が行われ，四民平等の世の中に移っていったばかりでなく，モの後の政治

や民闘の先覚者たちの非摺な努力によって，欧米の文化が取り入れられ，憲法がつくられ，謙会政

治への道が開かれた。また近代産業もおこり，旦1直且」孟鐙一屠膣

pmが，その後，第二次世界大鞍における破戦を経て国内の亭情も改まり，民主的な

国家として新たな発展を遂げつつある。3》（下線，引用者）

              中学校第2学年 2。内容 ‘？）

 「第二次世界大戦と日本sについては，政覚政治の推移，経済界の変動，新思想と文化，中函の

民族四界と日本の大薩進出，軍郭の政治への介λ，日華凄変と第二次世界大戦，日本の敗戦などの

学習を通して，第一次世界大戦後から襲戦にいたる国内情勢の推移を，世界の動きや大陸問題と闘

連させて理解させる。指導に当たっては，国内政治の動きと第二次世界大戦にいたる国際関係の変

転に重点をおくものとするgまた，この大 について反Aし，特に  のもたらした  の 幸に

                 4｝                   （下絵，引用者）ついても えさせることが大切である。

 1958（S33）年三小学校学習指導要領では，戦争は，昭和30年版学習指

導要領同様，日本の国際的地位向上の一過程として述べられている。中

学校学習指導要領には，「大戦についての反省』と「戦争のもたらした

人類の不幸」という言葉がでてくるが，『大戦J「戦争」と一般的な記
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述になっているばかりか，「大戦」の何を反省し，「戦争」の何が不幸

であったのか不明確である。国際関係の変転としての歴史の中に，付け

加えとして書かれているにすぎないとさえ感じられる。高等学校学習指

導要領には，「戦争のもたらす人類の不幸や損失について深く考えさせ

る。」という同じ文言が，「日本史」と「世界史A」および「世界史B」

に書かれている。

 以上のように，昭和30年代の学習指導要領は，戦争の実態とその影響

について具体的に学習することを殆ど期待していない。戦争の一般論を

述べているだけで，他国民に対して行った加害行為はもちろん，日本人

が自分の不幸として実感した被害の実態さえ学習の対象となっていない。

イ） 戦争の原因追及

 戦争の原因追及についての学習は，1955（S30）年版中学校学習指導要

領に見られる。

   第2章 社会科の具体目痩と内容 1。嬉理的分野（1）具体目棲2．

‘6》 の々のにこれまでにこった の や  られる の がどんな に

よるものであるかということの  や，世界平和樹立のため現在，国繰連合などの国際概開は，

どのような働きをしているかということの理解を通して，世界の各地鰯の特色について気何かせ

            5｝るとともに，国際協溺の縞神を育てる。  （下練，引用者）

 これでは，扱う対象が広がり，日本の起こした戦争について具体的に

原因を追及することは困難になるであろう。1958（S33）年版学習指導要

領は，小学校から高等学校まで，戦争の原因を追及する学習を想定して

いない。
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ウ） 平和への努力

    ①平和を望む理由

 昭和20年代の学習指導要領では，戦争のもたらした悲劇の現実の上に，

必然的に平和への願望が出てきていた。昭和30年代の学習指導要領は，

平和を守る努力を続けなければならない理由を次のように述べている。

             ，955‘S39）年叛小学校学習指導蚕領社会科編

   ta 6学年 『日本と世界』

  C3，人々の平和を願う気持ちにもかかわらず，世界の国々は，これまで幾度か戦争という手段で争

   ってきたが，特にモの破填力が大きくなった今日では，それぞれの国の独立を尊璽し台って平和

   を守る努力を続けなけれぽならない。6》

            195釧S33）年阪小学校学蟹指導要領 社会

 第6学年 2．内容

｛ti｝このような世界の国々は，叢近のめざましい交過，遍信，報道椴閥の発達などによって，亙い

 に深く結びつくようになったが，一方国家問の利害の対立や紛争はなお絶えず，持に原子力時代

 と言われる今日では，これを戦争という手段によって解決しようとすれば，人類全体にとって恐

                                    7） るべき結果が予想されるので人々の平和への願いはいつモう窩まってきている。

                   同中学校学習指導璽領

   第3学年 2．内容 ｛5）世界と日本

  「国際平和と国際協力」については，核兵器の使用される危険姓のある現状のもとでは，ひとたび

  戦争が起これば，それは人類を破減に陥れるおモねがあることを考えさせ，平和への熱意と協力の

        8）  態度を養う。

 平和を求める理由として，戦争の反省が消え，代わりに登場したのが

原子力時代の到来である。原子兵器の破壊力が大きく，人．類金体の尚題

になってきたから平和が望まれるという理由付けになっている。
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   ②平和の条件

世界平和の根本要件を1955（S30）年版申学校学習指導要領社会科編は

‘9｝条豹改正の歴史飼事実や，畷治以後の日本の外交政策など②理解を沸して，国家の独立という

 ：とが，自分是ちの幸福のためにも，世雰平和のたthにも，いかに橿本的な要件かということを

       9＞ 考えさせる。

と述べている。国家の独立が世界平和の根本要件はであることを強調し

ている。このことは，1952年の日本の独立と深い関係があると同時に，

当時のアジアの国々の独立の動きとも関連があると考えられる。

    ③平和への努力と方法

 まず，平和への努力や平和維持の方法についてどのようなことが書か

れているか，抜き出してみる。

           tg65｛S 3励年飯小学校学習指導要領社会科編

 第6学年「日本と世界」

現在の世界には，国際達含，ユネスコ，赤十字等，平和を守り，科学や文化の交流を高めようとす

る活動が，いろいろな姿で行われているが，函を愛する心と広く世界に学ぶ心を一つに持って，こ

                                       10＞れらの働きをよく理解し，わが国の今後の発展について考えることがたいせつである。

          篭955｛s3e）年飯中学校学習指導要領 2．歴史的分野

 （1）具体目棲

（8｝日本や世界において，人闘糠沢のために，また平   のために  した 々の信仰・患想や

 業績に学び，それをどのようにして脅分たちの生活に生かそうかということについて考えさせる。

‘le）世界平和がわ牟われの生活にとってどんなに大切であるかということ，平和は，他から与えら

 れるものでしなく，われわれが積極的に努力するaとによってのみ得られるものであることを理解

 させ，     を つたり   が いに つたりすることが，国際親善と世界平和を妨げる

ものであることを考えさせる。このようなことについてPt 1近代における日本とアジア面目間の

               11）園孫について，特に考えさせる。
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  （2）内容

（5）世界の各国民はすべて自 を し，その平和と繁栄を願い，自 の ｛を めようとすること

蛙ユェ⊥世界の平和，人類の福祉に寄与するものであることを理解させ，日本の国民として，

                     重2）日本のためにモの責任を果たモうとする熱意と懸度を餐う。

重gss｛s 33｝年日中学絞学習指導璽領

 1 目樋

‘5，国と国との開藻は，  に  の立 で  しあい その’ を いに  することによって，

は¢めて平和な闘係を門口できるものであることを理解させ，国際的視野に立って，他国民と椙

                     t3｝力し，世界の平和の確立に貢献しようとする態度を養う。

 2 内容

‘5，（平和への熱意と協力の鰹度を養うためには）国際櫨力椴関についての關心を高めさせる必要

がある。とりわけ，国際達食やユネスコをは噛めおもな国際連台の専門機尉については，その組

             呈4）繕と活動のあらましを理解させる。

 これを個人のレベル，国家のレベル，国際機関のレベルに分けてみる。

 まず，個人のレベルにおいては，平和維持のために努力した人々の借

仰・思想や業績に学び，それを自分の生活たいかに生かすかを考えさせ

ることになっている。そして，平和は個人の積極的努力によってのみ得

られるものであり，民族的偏見が世界平和の阻害要因となると述べられ

ている。また，国民はすべて自国を愛するものであるとして，自国の平

和と繁栄と文化の向上が世界平和に寄与すると述べられている。国のた

めに国民としての責任を果たすことが平和につながるというのである。

 次に，国家のレベルでは，国と国が対等の立場で尊敬し合うことが大

切で，国家が互いに疑いを持つことが平和の阻害要因と考えられている。

 国際機関のレベルでは，国際連合とその専門機関についての学習が中

心となっている。しかし，国際機関の学習は，小学校においても中学校

においても世界における日本の地位を理解させるための学習として｛立置
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づけられている。

 昭和30年代の学習指導要領の「平和への努力」の内容を総合すると，

「原子力時代になり，危険の大きい戦争を避けるために平和でなければ

ならない。平和のための根本的条件は国家の独立であり，国と国とは対

等でなければならない。国民が平和に寄与する方法は，国の繁栄と文化

の向上に尽くすことであり，国は，平和のために国際的地位を向上させ

なければならない。」とまとめることができる。

 昭和20年代の学習指導要領では，「平和への努力」の一つの主体とし

て，平和運動が取り上げられていたが，昭和30年代の学習指導要領から

は消えている。そのわけは，政治的背景として後述する。

 昭和2◎年代版学習指導要領との比較において，昭和30年代版学習指導

要領の直接的暴力の否定に関する内容をを見たとき，その特徴として，

次の点を挙げることが出来る。

①偏った平和教育観

  広島県教職員組合を母体として設立された，広島平和教育研究所の

 示した平和教育の3つの目的，すなわち，

 7） 戦争の実難とモの彰響   n  戦争の基因追求   ウ， 平和への努力

 の視点から見ると，昭和30年代版学習指 導要領は，次のような結果

 となっている。

 ア）戦争の実態とその影響についての学習は，全く不十分である。戦

  争の学習が，歴史学習の一一部としてしか捉えられていない。

 イ） 戦争原因の追及についての学習が殆ど考えられていない。

 ウ） 平和への努力については，その主体を個人，国家，国際機関にお

  いて捉え，国家をその中心としている。量的には多く書かれている。
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  昭和20年代版学習指導要領は，3っの目的の内容を，一応全て含ん

 だものとなっていたが，昭和30年代版学習指導要領は，「平和への努

 力」の学習に偏ったものにSSっているということが出来る。これでは，

 戦争と平和についての体系的理解が困難となるであろう。課た，平和

 について知識的理解に，あるいは道徳的理解になることが考えられる。

②過去を捨てた戦争観

  昭和20年代版学習指導要領は，過去の戦争の反省の上に，全ての教

 育を平和国家建設のための教育と位置づけていたのに対して，昭和30

 年代版学習指導要領は，過去に日本が起こした戦争について殆ど触れ

 ず，歴史・地理・公民教育の一部としての平和学習となっている。

  第2章において，「日本の加害行為の過ちを認識しない限り，民主

 主義・平和主義の真理性を認識し得ない」という田中耕太郎の主張を

 紹介したが，それに従うと，昭和30年代版学習指導要領の内容では，

 民主主義・平和主義を子どもたちに納得させることが出来ない。子ど

 もたちが過去の戦争の責任を負うことはないにしても，再び過ちを犯

 さないためには負の遺産も伝承する必要がある。

（B）構造的暴力に関連して

 構造的暴力に関連した分析も，第2章において用いた系統図に従って

行う。（第2章，図4参照）

①教育制度面からみた学習指導要領の変化

工・イリイチの平和論の視点から社会構造をみたとき，その社会構造
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が平和的であるか否かは，彼が指摘したように，その社会がその構成員

の自由・自主性・自立性・創造性を認めるソフトな制度を持っているか，

あるいは，その構成員に対して画一的・従属的・他律的・依存的関係を

期待するハードな制度を持っているかということと関係が深い。ここで

は，教育制度の変化を学校教育法施行規則の中にみることによって，教

育制度が，ソフトな方向に変化したのか，ハードな方向に変化したのか

を考察する（第1章参照）。

    1．教科と教育課程

（小学校）

《学校敏育法施行姫則第24条》（下線，引用嵩）

！947年5月23日

（S 22）

1953年11月18臼

（S 28）

璽958年8月28日

（S 33）

小学校の塾盤は，国語，社会，算薮，理科，音楽，図画ユニ俸，家庭，体育および

亘．畦哩匿塞を基準とする。

小学校の凸型憾，国語，祉会，算数，理科，音楽，図画工作，家庭及び体育を基

準とずる。

小学校の蟹は，国語，社会，fi鼓 ，理科，音楽，図画エ作，家庭及び体育

の各教科並びにzawawawwpm1等taよって編成するものとする。

私立の小学校の教育謀程を編滅する場含は，前項規定にかかわらず，宗教をも。

て前項の道徳に代えることができる。

（中学校）

《学校教育法麓行幾則箋53・54条》（下綜，引用者）

1947年5月23日

（S 22）

195e年19月9臼

（S 25）

1958年8月28日

差S 33）

中学校め鼠輩は，これを，必修教科と選択教科に分ける。（第53条）

必修教科は，国SS s社会，数学，理科，音楽，図画工作，体育及び購業を基準と

し，選択教科は，外国語，習字，薩業及び鯉塞を基準とする。（籍54条）

必修教科は，国語，社会，数学，理科，音楽，図画工作，乱射体育及び職業・家

庭を基準とする。（第54条改正）

中学校の塾平門程は，必修教科，選択教科，一等
によって編成するものとする。必修教科健，国蚕，社会，数学，理科，音楽，美

術，口細体育及び技術・蒙庭の各教科とし，選択教科は，外国颪，語口，工業，

商業，水産，家庭，数学，音楽及び美術の各教科とする。前項の選択教科は，±

地の状況並びに生徒の進蹟及び特性を考慮して曝けるものとする。（第53条改正）
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 まず，教科として存在した自由研究が，中学校においては1950年に，

小学校においては，195．3年に消えた。自由研究は，児童・生徒の毒性の

伸長を目指した15）経験主義教育の目玉として導入されたものであった。

しかし，1947（S22）年版学習指導要領に述べられていた自由研究は，実

質的には，1951（S26）年版学習指導要領以降の特珊教育活動として復活

している。

 次に，昭和20年代は，「教科jの規定であったが，昭稲33年から「教

育課程」の規定となり，道徳，特別教育活動，学校行事が教科外の領域

として登場する。このことは，教育課程（1947年においては教科課程）

に対する考え方の変化を示している。教育課程（教科課程）についての

説明を拾い出してみる。

1947年

（S 22）

1949年

（S 24）

1951年

（S 26）

1958年

 教科諏程は，モれそれの学校で，モの地薪の社会生活の即して教育の目棲を吟味し，モ

の塘鰯の児童宵年の生活を考えて，これを定めるべきものであるe

 ただ，モうはいっても，わが国の各聖域で，教育の自棲がさして異なるということもな

いし，また児童膏年の生活も，全く違ったものをみるということもないので，わが国の教

育として，一応の基準を立τることはできる。ことt： ，どういう教科を諜するかというこ

とについては，教育の骨組みをなすものとして，その規準を立てる必頭があるのであるa

16）

 各新M高等学校は法頬に規定された枠の中で勧められた基準に基づき，その学校に独自

の教科日程を日域しなければならない。

 過去にあったように文部省で一一reに定めた教科課程をモのまま写せばよかったときのよ

                   t7）うな気持ちでは，有効な教育は行わねない。

 教育媒程ts eそれぞれの学校でその地蟻の社会生活に即して教育の目糠を考え，その地

鰯の児童や生徒の生活を考えて，これを定めるべきであるといえるnしかし，モうはいっ

ても，（中略）わが国の教育として一応各学校が参考とすべき教育諜程を示唆することは

    18）できる。

赦育諜程は，個々の学校，あるいは個々の学級において具体的に展醐されることになる◎

19｝

 各学校においては，教育基本法，学校教育法及び岡法施悪口則，小学校学習指導妻領，
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‘S33， 教育委員会親則等に添すところに徒い，塘暢や学校⑳実態を考慮し，児童の発達段階や経

  験に即応して，適切な教育繰程を編成するものとする。20）

 昭和20年代においては，教科課程あるいは教育課程は，「それぞれの

学校で独自に定めるべきもの」とされ，文部省が示すのは「一応の基準

であり，参考とすべき示唆」であった。昭和30年代にはいると教育課程

編成の主体は各学校ということになっているが，「教育基本法，学校教

育法，同施行規則，学習指導要領，教育委員会規則に従って」という枠

組みが作られ，この枠組みの内容が詳しくなればなるほど各学校の独自

性や主体性を発揮できる部分が少なくなり，依存性が高くなるという可

能性をもっことになった。教育課程の編成主体が各学校であるというこ

とに変わりがなくても，その主体が文部省の基準を参考にするというこ

とと，その基準の枠内で主体性を持つということでは，「主体」の意味

が大きく違ってくるのである。

2。「学習指導要領」の法的性格

 1947（S22）年に出された学校教育法施行規則第25条では，「小・中学

校の教科課程，教科内容及びその取扱いについては，学習指導要領の基

準による。」学校教育法施行規則第57条では「高等学校の教科に関する

事項は，学習指導要領の基準による。」となっていた。

 また，1949（S24）年の文部省設置法付則第6項によると「初等中等教育

局においては，当分の間，学習指導要領を作成するものとする。但し教

育委員会において，学習指導要領を作成することを妨げるものではない。」

となっており，学習指導要領は本来教育委員会によって作成すべきであ
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るという考え方であった。すなわち，教育に地方分権的性格を持たせる

考え方が強かったのである。

 しかし，1952（S27）年頃から変化が見え始める。文部省設置法付則第6

項改正によって『但し教育委員会において，学習指導要領を作成するこ

とを妨げるものではない。」が削除され地方分権教育の可能性はなくな

る。学習指導要領は文部省が作成するということをはっきりさせたので

ある。

 そして，1958（S33）年学校教育法施行規則第81条（2）「この省令は別に

学校の教育課程，設備及び編成の基準に関して規定する法律が定められ

るまで，暫定的に効力を有するものとする」を削る。このことによって

法律を定めないまま効力を有するという立場を取った。即ち，学校の教

育課程，設備および編成の基準に関しては法律によらないことをはっき

りとさせたのである。さらに，学校教育法施行規親魂25条改正「小学校

の教皇課程については，この節に定めるものの外，教育課程の基準とし

て文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」に

よって学習指導要領は法的性格をっけられた。

 こうして，学習指導要領を作成するのは文部省であり，学習指導要領

は法的拘束力を持つという中央集権的制度が作られたのである。

3．「学習指導要領」の形式

 1947（S22）年版学習指導要領から1955（S 30）年版学習指導要領まで，

学習指導要領は教科ごとに独立し，社会科編はその第1章で，社会科の

全体像や意義を説明していた。それに対して，1958（S33）年齢学習指導

要領では，全教育課程の一教科として位置づけ，その構成は，「目標」
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「各学年の目標および内容」「指導計画作成作成および学習指導の方針」

だけになる。これは，戦後教育改革の中で「民主化教育のための教科」

という特別な意味を持って作られた社会科の担った特殊性が消え，単な

る一つの教科になったことを意味している。

 また，1958（S33）年版小学校学習指導要領，第1章総則には，「第2

章に示す各教科の内容に関する事項は，特に示す場合を除き，いずれの

学校においても取り扱うことを必要とするものである。」2t）と書かれ

ている。前項で述べたように学習指導要領が法的拘束力を持つよう制度

化されたことを考慮すれば，教師は一般的には，学習指導要領の内容を

取り扱わなければならないことになる。文部省が，親切に内容を用意す

ればするほど，また，指導上の留意事項まで説明すればするほど，教師

はそれに拘束されることになり，教師の独創性や自主性を発揮する場が

消えていくのである。そして，学習指導要領にそって教えていれば良い

という依存的体質を作ることになる。

 このような制度化は，1・イリイチのいうところの，画一的・従属的

・他律的・依存的関係を期待するハV…ドな制度への移行ということが出

来る。

②学習指導要領の価値観の変化

 昭和30年代版学習指導要領には，「正しい理解と判断力j「望ましい

態度や能力」という言葉が数多くみられる。この「正しい」や「望まし

い」には，何等かの価値観が働いているはずである。
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       1．人間観から

 昭和30年代版学習指導要領にみられる「望ましい人間像」が書かれて

いる部分をまず抜き出してみる。、

              1955・（s3M｝年叛小学校学習指導要領

  小学校社会科の目棲

 社会科では次のような観点に立って，望ましい生活態度を育域しょうとする。第1に，国側酌量

の精神と豊かな心情を常に日常生活の上に具体的に表現していこうとする生活態度を育てることで

ある。モのため仁次のような諮点が主たるねらいになるであろう。

 O生命，自由，幸福追求など仁関する自他の権利を尊重すること。

 0人格の尊厳を理解し，他人の立場を尊重すること。

 O個性を璽んδ，寛容な態度で人に接し，信頼と友菱の念を深めること。

 ◎いかなる塙台儲も簸善を尽くし，決して希望を失わないこと。

 O自然やすぐれた芸術に親しむ禰会を多くもち，純粋な豊かな愛情を生活にしみわたらせること。

 O平和を愛し，真理探求の意欲をもつこと．

 0人種・国籍・生活様式の違いなどに基づく偏見をなくすように努めること。

◎民族的渤をもち，雛や蹴腰し，よりょくしょうとす臆髄もつaと。22》

   第6学年 「日本と世界」

2 人々は，いろいろな集団生活において，みんなの幸福を高めるために，いろいろなしいくみや

 きまりを考えて協力しており，このような政治の働きが，わkわれの日常生活に深くつながった

重要なものであるeとを理解させ，それぞれの集団生活仁穰極的に参加し，自主的に櫨力しよう

  とする態度を養う023）

           1955‘S3ゆ年明中学校学習引導要領養会科編

   歴史的分野（1）具体的目dila

 歴史は人同の努力によって発展するものであることの理解を過して，日本および世界の社会生活

の発展に対しては，ひとりひとりが，それぞれの役絹を果たすべき愛任を持っていることを自覚さ

   24）せる。

   政治・経済・祉会的分野（1）具体的幽棲4

‘5》世界の各国民はすべて自国を愛し，その平和と繁栄を願い，自国の文化を高めようとすること

 によって，世界の平和，人類の福祉に寄与するものであることを理解させ，日本の国民として，

 日本のためにモの責任を果たそうとする熱意と態度を養う。25，
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             1958〔S33，年阪小学校学習指導蚕領

  第1 目標

4郷土や国土などに対する愛情などを養う。

5正しい薗民的自覚をもつて国家や社会の発媛に尽くそうとする態度などを餐う。26｝

             1958｛s33，年販中学校学習指導旧領

 第1 目頓

3われわれの社会生活は長い歴史的経過をたどって今Hに及んでいることを理解させ，歴史の発展

における個人や集翻の役割を考えさせ，よい伝統⑳継承や社会生活の進歩に対する鶴田感を餐う。

27）

 第2 各学年の目棲および内容

  紅第1学年】1 目櫻

‘1）（郷±やわが国の嬉位を理解させ）郷±や国土仁対する愛情を膏て，わが国の発震に努力しよ

          28） うとする態度を養う。

  【第2学年11 目棲

｛3｝わが国の歴史を，世界史的視野に立って正しく理解さtt ，それを遥して国家。民族の伝統や日

 本文化の特質などを考えさtt 」われわれが国際被会に対して果たすべき役劉を臼覚させて，国民

          29＞ 的心情に有成を図る。

 1955（S30）年版小学校学習指導要領では，昭和．20年代版学習指導要領

と同様，「権利の尊重」「人格の尊重」「個性の尊重」が主たるねらい

とされ，民主的人間像が中心となっている。この「民主主義」は，その

後の学習指導要領でも続けて重視されている。

 しかし，昭和30年代にはいると昭和20年代にはなかった「国土を愛し」

や「役割を果たすべき責任」という言葉が登場し，昭和33年版学習指導

要領から頻繁に使われるようになる。

 郷土や国土を愛するばかりでなく，国家や社会の発展に尽くす国民が

期待されている。そして，国民は，社会における役割を自覚し，その責

任を果たすことが期待されているのである。
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 このことは，国家が一定の進歩・発展の構造を持っており，国民はそ

の構造の中の一定の役割を担うことが期待されていることを示している。

個人は，社会の歯車としての責任を自覚し，果たすよう教育されること

になる。この考え方は，社会構造の中で役割を担う要素として人間を見

る構造機能主義の人間観となっている。

 昭和30年代版学習指導要領の人間観は，「民主的で争いを起こさずs

自己の役割を自覚し，責任を全うすることによって，国家社会の発展に

寄与する人間」である。

     2．歴史観から

 学習指導要領には，多くの歴史教育の冒的が書かれており，明確に偏

向した歴史観が見られるわけではない。ここでは，第2章の分析で取り

上げた，歴史の進歩発展の基準となる価値観と，前項で分析した社会構

造の中で役割を果たす人間像に関連して歴史教育の中にみられる特徴を

指摘する。

      （ア）進歩発展の歴史と平和

 昭和30年代版学習指導要領も昭和20年代版同様，歴史を進歩発展する

ものと捉え，進歩発展の指標は，生産技術の優秀性と物質的豊かさとな

っている。例えば，1955（S30）年版中学校学習指導要領には，次のよう

な「具体的目Sk Jが掲げられている。

C3，ヨーロッパの近代的社会が世界的に発展した事実を理解させ，近代化の遅れたアジアの諸嬉鍼

はそのためにど⑳ような彰響を受けたか，またモのためどのような困難を経験し，現在どのよう

な努力をしているかについて考えさせる。30》

西欧の近代文明に圧倒されたアジアの遅れた立場が学習の目標となつ
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ている。1958（S33）年版中学校学習指導要領は，

のように述べている。

日本の重要な課題を次

「産業・経済の振興」については，技術の進歩と生産の増大，中小企業対策，貿易の振興，国土の

繧合開発，生活水繊の向上，完全雇用などがわが国の重要な課題であることを理鯉させる。

「国民生活の向上」については，国民生活を向上させるためには，産業・経済の振興を図るほかcr f

人ロ澗題，労働問題，社会福社と社会保纏，震村闘題，都市問魎，犯罪の問題など，解決に努力し

                       31）なければならない多くの悶魎のあることを考えさせる。

 日本が，西欧の発達した産業社会に追いつくため，すなわち歴史的に

発展するためには，産業・経済を振興し，国民の生活を向上させなけれ

ばならず，そのために解決しなければならない課題が示されているので

ある。そして，「歴史は，人間の自然環境に対する働きかけや，社会を

よくしていこうとする人々のたゆまない努力によって発展するものであ

る」32）というように，発展が，開発に結び付けられる。さらに，この

「開発＝発展」の考え方が，世界に広げられる。

．｛9，人類の生活向上のためには，世界の人々が協力して自然に働きかけることが大切である諮勅題

 があることに気づかせる。

｛1e）現在，世界においてどのような地回が未隙発地鰯として残されており，どのようにして園発さ

 れようとしているかということのあらましについて理解させ，こ⑳ような同題が経済同題・人日

 同源。移民問題などに関ずる国際的な問題とも結び村いていることに気づかせる。

（1”世nyの代表的な二，三の国において，資灘の開発に翻して，どんな努力が払われているかのあ

 らましを理解し，理在の日本における国土⑳絵合開発計画に関する基本的な考え方について気づ

         33＞ かせるようにする。

 世界の未開発地域を開発し，発展させることが人類の生活向上につな

がり，国際的問題の解決，すなわち，平和につながることを示唆し． ﾄい

る。昭和30年代版学習指導要領の進歩発展論が，「開発＝発展＝平和」

という価値観に基づいていることがわかる。これは，まさに1・イリイ
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チが指摘した「パクス・エコノミカ」の価値観である。第1章で紹介し

たように，イリイチは「国際連合設立以来，平和は徐々に発展と連結さ

れ」「経済発展＝開発＝平和という価値観が出来上がった」 と指摘し，

このような価値観に基づく平和を「パクス・エコノミカ」と呼んだ34㌔

「パクス・エコノミカ」の問題点については第1章で説明しているので，

ここでは，昭和30年代版学習指導要領がイリイチのいう「パクス・エコ

ノミカ」と同O価値観を持っていることを指摘するにとどめる。

      （イ）近代以降における国際的地位向上の歴史

 （ア）で指摘した西欧諸国に追いつくという発展観は，外交的には等等

な国際的地位を得ることにつながる。昭和30年代版学習指導要領には，

国際的地位向上について次のような記述がみられる。

      1es5｛S39⊃年販中学挾学習指導要領

｛S，日本が近代国家として誕生した明治継新の前後の事端について，ヨーロッパ近代国家の発足と

琵較しながら，その特責を畷らかにし，その後の日本がどのような経過をたどって生活や文化を

進めてきたかということを，ヨー0ッパ露国による槌民地化の事情のあらましや，E本の国際的

             35）地位の変化などにふれながら理解させる。

      1958｛S33，年販小学校学習指導妻領

（t2，第二次世界大戦後，国際連台というしくみがっくられ，世界の国々はこれに加盟して世界の平

和や人類の福祉のために努力しているが，現在，わが国もモの一員として重要な役翻を果たして

  36｝いる。

 生産技術を進歩させ，物質的に豊かになることによって，西欧の文化

に追いつき，国際連合において地位を高めることが，H本だけでなく世

界にとっての平籾につながるという考え方である。
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     3．国家観から

 昭和20年代版学習指導要領には，国家についての直接的記述がほとん

どみられなかった。それに対して，昭和30年代版学習指導要領には，

「国土を愛し」「国を愛する心』「自国を愛し」というように愛国心の’

高揚を図る言葉がみられるようになる。このことは，国家としてのまと

まりを国民に要求していることの現れである。近代化が遅れ，敗戦の後

遺症の申にある日本が，西欧諸国と同じ価値観の土俵の上で競争してい

くためには，国家のまとまりが必要となる。そこで昭和20年代の「人間」

の教育の立場から，「国家（構造）の一部としての役割（機能）を果た

す国民」の教育への転換が行われたことが確認できる。そして，この国

民としてのまとまりの象徴として，1955（S30）年版学習指導要領から

「天皇」についての記述が登場する37）。 また，それに関連して「神話

や伝承」が扱われるようになり38＞，1958（S33）年立学習指導要領から，

「国旗の尊重」が「指導上の留意事項」の中に登場する39㌔

 昭和30年代版学習指導要領においては，明治以後は，日本の国射的地

位向上の歴史観となっており，国際的地位向上のための現実の国家的課

題は，生産力の向上と物質的豊かさを目指すことであった。その広めに

は，一方では，国土開発，科学技術の発達，貿易の振興が重要になり，

他方では，発展を目指した国家構造の一部としての役割を担い，責任を

果たす国民の育成が必要となってきた。このような国家の方針に国民を

統一する手段として教育を利用する傾向がでてきたのである。
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③学習指導要領における教育方法の変化

 昭和20年代版学習指導要領は，戦前・戦中の中央集権的・画一的教育

の反省から，児童中心・経験中心の問題解決学習という教育方法を取り

入れた。昭和30年代にはいると系統主義的色彩が強くなる。

 1955（S30）年齢小学校学習指導要領「まえがき」で

もちろん，社会科の基本的ねらいを正しく育てることが，改訂の槻本構神であるから，社会科にお

ける学習が，単なる地理的知講や歴史的な知日の習葡にのみ整ったり，モの送梅的指導が児童の実

                         40＞生活から遊盤した抽象的な徳目の国璽に璽してはならないことUt ）いうまでもない。

と，ことわりながら，改訂の要点として「1。小，中学校の一貫性 2．道

徳的指導，あるいは地理，歴史，政治，経済，社会等の分野についての

学習が各学年を通して系統的に，また各学年の発達段階に即して行われ

るよう」4t）と系統的な学習を取り入れる方向性がでてきている。また，

「小学校社会科の意義」においては，

 道穂的な判筆力や実践力というものは，歴史，嬉理，その他いろいろな観点からとらえた社会につ

 いての理解に翼づけられてこそ，初めて真に生き生きとした力強いものになるといえるのである。

 42）

として，社会科学の学問的成果の理解の必要性を述べている。

 こうして，1955（S30）年版学習指導要領までは，「知識の習得にのみ

終ったり，徳目の強制に堕してはならない」としていたが，1958（S33）

年版学習指導要領以降，内容（知識）中心，期待される態度（徳9）や

能力中心の学習指導要領となる。
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  構造的暴力論の視点から，学習指導要領をみたとき，昭和20年代か

ら昭和30年代への変化を単純にまとめると次の表のように示すことがで

きる。（第2章，表8参照）

昭和20年代版学習指導要領 昭和30年代版学習指導要領

教育制度 地方分権的・補充主義 中央集権的・法的拘束力
騨  齢  噌  り， 冒  艀  鱒  噌  ，  一  幽 一   一   一   一  ■   ＿   ＿   一   一   幽   昌   一   胃   一   一   一  一   ¶  一   ，   一   一   轄  一   一   一  隔  梱   一  幽 ■   棚       一   圏   一   一   晶   円   一   一   一   響   一   囲   ，   幽   幽   一   一   圃   一   一   一   一   扁   縣   一   一   一

教育内容 民主主義（国民中心） 民主主義
（価値観） 社会進化論 社会進化論
（平和観） 戦争・武力放棄の平和観 パクス・エコノミカ

圏   一   胸   曽   ”   鴨  ■  一   一   齢  糟 ＿  ＿   ＿   響  騨  ＿   ＿   ＿   一   一   一   一  一   一   隔  ＿   一   噂  口  層   一  騨   印   一   一   ＿  ｝  芦  雪  一 一   一   一   一   ＿   響   一   鴨   一   一   晶   P   一  一   一   曽   一   脚   ■   一   一  響   ，  一   一   旧   軸  冒   一   冒

教育方法
児童中心

o験中心（問題解決学習）

指導内容中心

n統学習

       （表9）昭和2臼年代から昭和sa年代への学習指導要鎖の変化

 昭和20年代版学習指導要領は，直接的暴力だけでなく構造的暴力も否

定しようとしたが，価値観においては，産業社会中心の一元的価値観に

立脚していた。昭和30年代には，これが「開発＝発展＝平和」というパ

クス・エコノミカの価値観と獄つた。この価値観の下で責任を果たす国

民の育成が教育に望まれた。こうして，教育においても新たなる構造的

暴力が，中央集権的な教育制度や指導内容中心の教育方法となって現れ

ることになる。

（2）昭和20年代社会科の平和教育方針の転換

 先に，第2章で述べたように，昭和20年代版学習指導要領社会科編に

現れた「経験主義社会科」「教育の地方分権化」「特定史観教育の排除」

という方針は，平和国家建設という占領政策と第一次世界大戦後の反省

から続いていた「新教育」の実績との合流であった（第2章，図3参照）。
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従って，これらは，構造的暴力を排除して，より暴力の少ない教育方法

をとろうとした昭和20年代の平和のための教育方針だったのである。昭

和30年代版学習指導要領になると，これらの方針はどのように変化した

だろうか。すでに前項で検討した結果を踏まえてまとめてみる。

①経験主義から系統主義へ

 前項で検討したように，昭和30年代版学習指導要領の教育方法は，経

験主義から系統主義へ移行している。195五（S26）年版学習指導要領の表

紙は子どもたちと共にいるペス七重ッチの絵であったが，1955（S3fi）ag

版では姿を消した。ペスタロッチは子ども申心，生活中心の教育の象撒

であり経験主義と深い関わりがあった。ペスタロッチの絵の表紙が消え

たことが，経験主義教育の消えいく姿を象徴的に示している。

 学習指導要領改訂の基本方策となった，文部省「社会科の改善につい

ての方策」43）は，「社会科の基本的なねらいを正しく育てる」としな

がら，道徳の徳目を列挙したり系統学習への移行を明確に打ち出してい

るのである。このことについて上田薫は，「社会科は，あくまで維持す

るといいながら，基本的なねらいをあいまいのままにし，地理や歴史の

注入教育，修身的道徳教育への道を目だたぬように開通させた。」44）

と批判している。

②教育の中央集権化

 昭和20年代版学習指導要領に「（試案）jと付いていたのは蜜蝋教育

政策および日本の教育政策が，教育の地方分権化を前提としていたから
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である。昭鵜3◎年三学習指導要領から「（試案）」が消えたのは，日本

の独立によって，中央指導権が確立したことを意味している。r文部広

報』（1955．11）は，「学習指導要領の基準性について」で「学習指導要

領の基準によらない教育課程を編成し，これによる教育を実施すること

は違法である。」とした。また，1958（S33）年豆学習指導要領は，官報

に告示された45）。1958（S33）年8月1日目改訂学習指導要領説明会の質

疑応答の中で，内藤轡三郎初等申等教育局長は，「従来通り法的拘束力

を持って来る」と答弁しているのである46㌔

③新たなる国家主義の登場

 道徳教育の強化の要求に対して，1953（S28）年8月7臼の教育課程審議

会答申は，「基本的人権の尊重を中心とした民主的道徳の育成」という

表現をしていた。これを受けた中央教育審議会は，「r基本的人権の尊

重を中心とした民主的道徳の育成gとあるの意味は，民主的道徳の中心

は人格の尊重，ひいては社会公共への奉仕にあるとの意味に理解すべき

であるからこれが実施に当たっては，その趣旨に沿い遺漏のないよう努

めること。」という解釈を示し，さらに，文部省は『社会科の改善につ

いての方策」47）で「社会公共のために尽くすべき個人の立場や役割を

自覚し，国を愛する心情を養い，他国民を敬愛する態度を育てることが

必要です。Jと修正したのである。これが，1955（S 30）年版学習指導要

領ではf社会科は児童に社会生活を正しく理解させ，同時に社会の進展

に貢献する態度や能力を身につけさせることを目的とする。すなわち，

児童に社会生活を正しく深く理解させ，その中における自己の立場を自

覚させることによって，彼らが自分たちの社会に正しく適応し，その社
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会を進歩向上させていくことができるようになることをめざしているも

のである。」48）となった。教育課程審議会が戦後教育改革の教育観を

示したのに対して，中央教育審議会，文部省が「民主的道徳の中心は社

会公共への奉仕である。」という解釈の仕方によって，内容を変更して

いった過程である。個人の尊重を基本としだ教育から，社会に適応し社

会の役に立つ人間づくりの教育への転換である。このことは，戦前・戦

中の国家主義のように極端な国家主義ではないものの，国家の方針が主

となり，その方針に適応する国民づくりという新たな国家主義の登場と

理解することができる。

 以上のように，昭和20年代版学習指導要領社会科編にあらわれた民主

化教育の三つの柱が，昭和30年版からすべて崩れてくる。1953（S28）年

8月4日には，民間教育研究団体や社会科教育関係者が，小異をこえて

「社会科問題協議会」を結成し，文部省の方向を厳しく批判したにもか

かわらず，昭和20年代版学習指導要領の平和国家建設のための民主化教

育の方針は，解釈の仕方を変えるという方法でじわじわと，しかし，絹

らかに転換されていったのである。
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2．転換期の文部大臣とその政策

 第1節で検討したように，学習指導要領は昭和20年代版から昭和30年

代版にかけて大きくその方向を変えている。一方，文部大臣の系譜をみ

ると，終戦直後の前田多門以来，文部大臣には，著名な学者が就任して

いたが，1952（S27）年8月の天野貞祐の辞任をもって，学者の系譜が途

切れる。丁度，学習指導要領の転換期に当たっているのである。この節

では，この転換期の文部大臣として，天野貞祐，大釜茂雄，安藤正純を

取り上げ，学習指導要領社会科にみられた方針の変化（「経験主義の変

化」「教育の地方分権化の変化」「歴史教育観の変化」）に対応して，

その政策を分析する。

（1）天野貞祐文部大臣と道徳教育

 （経験主義から価値注入主義へ）

 1951（S26）年版学習指導要領発表当時の文部大臣は，天野貞祐である。

彼は，当時の総理大臣，吉田茂に懇請されて1950年5月6日，文部大臣

に就任。同年10月，学校の祝日行事に国旗掲揚と「君が代」斉唱をすす

める談話を発表。10月17日，これを文部省から教育委員会等に通達49）。

 11月7日，都道府県教育長協議会で，修身科の復活と修身教育要綱の

作成を思わせる発言をした50）。この頃，教育課程審議会に対して道徳

教育振興に関する諮問をし，個人的意見として「特劉の科目を設けた方

が道徳教育振興のためにょいのではないか」と述べている51＞。教育課

程審議会は，天野の意志に反して，「道徳教育を主体とする教科あるい

は科目を設けることは望ましくない」と答申した52）。文部省は。1951
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年2月8日，「道徳教育振興基本方策」を発表。さらに，4月26日、「道徳

教育のための手引書要綱3を発表した。天野文相は，11月27日，私人と

して「国民実践要綱」を公刊した。

 以上の経過は，昭和20年代飯学習指導要領の経験主義教育の申で道：徳

的態度を育成しようとする立場から，道徳教育を独立させ，一定の価値

観を教授するという価値注入主義の立場への転換の意図のあらわれと考

えられる。天野自身が意図してなかったとしても価値注入教育を望んで

いた人々に利用されたことは確かであろう。

 吉田首相が，天野貞祐を文部大臣にしたのは，天野の道徳教育論が国

家の方針に適応する国民づくりに利用し易かったからである。吉田は，

1949年5月17日，彼の私的諮問機関「文教審議会」の初会合で，教育勅

語復活を狙う発言をしたが出席者全員に反対された。その時，文教審議

会の委員の一人であった天野の披涯した道徳論に共感し，一年後に文部

大臣就任を要請したのである53㌔ 吉田は，新註協会主催の夕食会で

「青少年に独立国民たるべき精神を植え付け（中略）自立日本の建設の

基礎としたいと思う。」54）と価値注入的教育を目指した発言をしてい

る。天野の教育政策も吉田路線の上に乗っていたということができる。

 天野の提案の多くは実現せずに終わっているが，それは，文部省内の

関係部署における新教育の推進者達の力が大きかったからであると考え

られる。しかし，天野の一高時代の同僚であった日高第四郎の事務次官

就任（1951．3．22）の頃に文部省内の変化は始まった。昭和20年代版学習

指導要領作成の中心的人物であった長坂端午が1951年3月に、上田薫が同

年8月に文部省外へ転出した。1952年に入ってからは，辻田力，関口経

克など教育改革の実務に寄与した人物が転出している。一方，辻田にか

わって追放解除後間もない，旧内務省教学局官僚の田申義男が初中局長
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として入省している55㌔

 日高第四郎は，「講和と教育」56）において次のように述べている。

 この国民的統一と麹立を必璽とする隈り，伺等かの方法によって，一貫もた自国の歴史を（中酪）

学問的に公正な歴史を義務教育の闘に学ばさなければならないのではなかろうか。

 轡型とは畠然人を文化人に育て上げることであり，．環案の人澗を理想的なλ格に仕立てることで

あり（中略）子どもの発展に必要な合目的な価値ある生活内密を，子どもt代わって選び与えるの

が教師の任務である。

 善良にして強い性格のもち主を膏てる意志教育は，知能自発とともに，否，それ以上に大切な教

育目駒である。（中略）日本が世界史に，かってなき程の二つの激しい対立勢力の岡にあって，正

しき道を選び，独立を保つためには，国民の多くが明らかな舗値勃噺と勇敢不一の実践力とを持っ

ていなければならない。わたくしが国民の義務教育において，意志教育ないし遷穏教育の璽嚢性を

藩感ずるゆえんもここにある。

 義務教育の教科書内容については，各教科の最低必璽置 ■inimum eStsenntialsを謂董研究して，

これを根拠として，（中略）作）たらよくはないかと思う。

 その簸低必要量は，恐らく少数の基礎的原則的なことがらとなるであるう。これを徽底的に赦え，

くり返しくり返し線習せしめてその感用力を養い，余力ある者にはそれぞれ適ずる同題事項を学ば

しめて紳ばしてはどうであろうか。

 東西対立の中搾あって，日本の進むべき正しい方向を子どもに選び与

えるという，価値注入教育の必要性と，その方向に強い意志を持って実

践するための意志教育の必要性を説いている。そして産業社会における

役割を担うことのできる最低限度の学力の必要性を示している。

 天野貞祐も日高第四郎も明確に経験主義を否定して，系統主義を唱え

たわけではないが，1951（S26）旧版学習指導要領が発行された丁度その

頃，文部省内ではすでに，経験主義とはちがった価値注入的，系統主義

的傾向が強まってきていたのである。
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（2）大達文部大臣と教育二法

 （教育の地方分権化から中央集権化へ）

 1953年5月21日，第5次吉田内閣成立であまりにも突然，文部大臣にな

ったのが大達茂雄である57㌔ 大達は，生粋の内務官僚で福弁県知事，

満州国総務庁長，北支最高顧問，内務次官，昭南特別市（シンガポール

市）市長，東京都初代長官，内務大臣を歴任し定。戦後，戦犯容疑で巣

鴨に収容され，1952年4月追放解除，翌年4月24日，島根票から参議院初

当選， 5月に文部大臣となった。彼を文部大臣にしたのは，当時の劇総

理，緒方竹虎である。大達茂雄の伝記『大達茂雄』には，

日教組はその豊富な資金を以て曲学国世の学嶺を薬謹中⑳ものとなし，進んでは文部省内の枢要な

ポストにも蝕手を伸ばしている。かういふ大組rCt 9i摺り廼されて歴代の文相はF位に甘んじ，日

教組のやることは見て見ぬ振りをして来た。（中略）吉田は内政については興瞭を持たなかったが，

教育についてだけは妙に熱意を持ち，何とか正當な状態に引戻さねばならぬと焦噂していた◎（中

略）そこで（緒方は）第五次吉閉内團ではヲ是非とも申達にこの難局打開をして争わねばならぬと

    58）目をつけた。

と書かれている。大達は，まさに日教組潰しのために文部大臣に登用さ

れたのである。

 大達の思想を，『大達茂雄』59）から読み取ると「天皇教」で一貫し，

明快である。満州国総務庁長時代に関東軍司令官に当てた書翰には，

「個人の資質に拘らず，其の地位に於て必ず盟主なりとするは，三世一

系の信仰であって，君民上下の信念と，樹徳深厚の実践に依り，制度と

事実とが渾然一体をなす所に，無比の国体があると信ずる。」6。）「日

本国民は悉くその地位職分において，大御心を奉じて皇道を宣布する使

徒である。」61）とある。そして，昭南特別市長時代，東條英機首相か
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ら東京都長官を依頼されたとき，一旦，断わったにもかかわらず，東條

がfこれほどお頼みしても引き受けていた戴けないなら仕方はありませ

ん。然し困った。陛下におわび申上げて，人選をしなほす外はあります

まいaとこぼした言葉の中の「『陛下』という言葉を聞いて，心気一転」

し，「自分のために叡慮を悩まし奉るやうなことがあっては，臣子の分

として相済まない。」62》と考え直して，引き受け海のである。戦犯容

疑で巣鴨に入っている問の獄中日誌の内容を見ても，天皇教信奉者とし

ての態度は一貫している。

1946ag 1月5日 天皇鯛の安定さえ見届けたら碁でも打って，魚釣でも覚えて，静かな生活に入りた

                              63）    いものだ。（中略）天皇制の護持，之さへ梁せれば昆族の蓬は失bれないJ

  S月6日 天皇制の薩力がモんな所に出て来ると思う。之で日本の社会や政治が骨抜きのグヂ

    ヤグヂやな畠主性⑳ないものになって了うだらうtマnと予想するものがあっtaら，お

    モらく見当違いに終わるに相違ない，天皇醒の維持される限り，今のお偉方を間引い

    た位でグニヤグニヤになって了う様な国ではない警だ。64）

  1月8日 皇室と国民との干係｛四，は単にお上を現律袖とする信仰によって結ばれて居るもの

    に非ずと御せられた点を我国に於ける爾期的な変革なりとして兎⑳首でも取った綴な

    気持らしい。工程左様に日本の皇室と国民との闘係，日本国が依って立つ所の世界観

                               65）    に無智であること驚く⑳外はない。Amoricaはもっと日本を研究せねば駄目だ。

 その大払が，文部大臣になって，「文部省の役人の空気がどうも少し

濁っている」66）と感じている。巣鴨に籠ってい距天皇教の使徒には，

当時の民主化教育の雰囲気は濁ったものと感じられたらしい。

 そこで大達は，1953年8月，後に「大達人事」と呼ばれる旧内務宮僚中

心の人事を断行。学者中心の文部省を官僚申心に変えた。そして，日教

組対策の「教育二法」案を秘密裡に作成した。この法律によって，教師

の政治活動を制限するとともに，日教組が申心となって進めていた平和

教育を徹底的に非難したのである。一方，公立学校の教員を国家公務員
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と同等に扱うようにし，教員を官僚化することに成功した。大達の「私

の見た日教組」の中に，彼の教育観が次のように示されている。

国が国民の子弟に授ける教育，即ち国家活動，つまり公務としての教育を担当する公務員であり，

段人である。公務を行ふには，公務としての陵界を守るべきは当然であって，モこには個人とし

ての自肉が顕を出して来る余地のないことは，行政担当の公務員の場合と，なんら変わるところ

はない答である。（中略）数育の自由といふものを，学問の自由や思想の自由から，当然に演鐸

される基本的人権であるかの如く振り廻すことcr J余りにも得手勝手であると思ふ。67）

 ここには，教育は，国家が授けるものであり，教師は国家が授ける教

育を子どもに伝達する官吏であるという中央集権的で国家主義的な思想

が明確に示されている。昭和20年代の学習指導要領の，教師が自由で民

主的でなければ教育の民主化はありえないという考えと真っ向から対立

する考え方である。大達はこの中央集権的な国家主義的な考えに基づい

て，省内人事を強行し，教育二法を成立させたのである。

 また，大達は，第16回国会衆議院文部委員会所信表明（ig53．6．25）で，

社会科の教育方法について次のように述べている。

いわゆる社会科教育につきましてもその内容の改善をはかることにいたしたい。また，歴史教育，

地理の教育，これらにつきましても基本的に系統的な知誌を与えまするように検討を加えて参りた

い。これらの教育内宵の改善につきましてur 1目下，御承知の教育諜程審議会において研究してお

   68）りますv

彼は，明確に系統主義教育の方針を示しているのである。
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（3）安藤正純文部大臣といわゆる教学局グループ

 （歴史教育観の変化）

 1955（S30）解版学習指導要領発表時の文部大臣は，安藤正純であった。

1955年1月初めに出来上がっていた改訂社会科の原案は，文部大臣に提

出されたがなかなか決裁が出ず，2月11日，戦前の紀元節の日に合わせて，

安藤自身によって修正され，発表された。6年の目標の内「わが国の政

治は日本国憲法にしたがって，国民の選んだ代表による議会政治のか走

ちで行われているが，これは主権者である国民の意志をよく反映させる

ためである」が，「わが国の憲法によって，天皇は国の象徴，国民統合

の象徴としての立場に立っておられ，また政治は国民が選んだ代表者に

よる議会政治によって行われているjと修正されたとされている69）。

学習指導要領に初めて天皇が登場した部分である。

 安藤もまた，天皇崇拝者であった。宗教家であった彼は，戦前の著書

の中で日本の国体について次のように述べている。

凡モ世界の各国に於ては，国体と国民思想とは必ずしも一致しない。然るに我日本に於いてCt ）国

体は全幅的に国民を指導し，又国民の思想感情は，国体モのままの表現である。随て国民の思想感

情は，常に国家と同一方向に維持せられて動かないのである。闘ち，日本の国体は，日本国民の全

生活，全活動の発瀕であると共に，全生活全活動の魁一点である。故に我日本に於いては，「国家

域立⑳源理』は園ち「国民生活の原理」であり，「国民生活の標理」は，卿ち「国家成立の原理」

である。其の相関の原理は，天地の公道たる「惟初大道」に基いて居る。（中略）須らく今後は一

億国民をして，一人も残らず，必ず此の原理に従って湛進せしめねばならぬ。実に此の如き国家と

国民との，完全無欠の渾一顧を為せる国家は，これを他に求めて得られないのである。 （中略）

簿々日本の国体は，日本の肇国が本藍である。蕊国の根本思想は，皇祖の「天孫降臨の禅勅」に依

           70）て，厳かIZ S示せられてある。

皇国史観による特殊日本の，国家主義的思想に貫かれている。また，
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『政治と宗教との関係』72）も政治と宗教との関係を皇国史観の立場で

歴史的に述べたものである。

 戦後，安藤もまだ五年間の追放を受けている。追放のおかげで「あら

ゆる名利の社会から解放されて，根本的反省の機会に恵まれ，生まれて

始めて（ママ｝己というものの正体を発見して，素っ裸の自分と四つに組むこ

とが出来た。」72）といっている。戦後の著作は，戦前とかなり違った

ものとなり，皇国史観による表現が影を潜め「明治以来の日本の宗教政

策の如き，神道を国策に利用し，（中略）教育の本体にすらこの宗教政

策を利用したのである。」73）と戦前の宗教政策を批判している。一方，

講和後の再軍備について，「世界平和を目標とする米国のアジア政策の

飛躍である。だから日本が再軍備を歓するなら，何等かの制限の下にこ

れを許されることになろう。」74）とし，国連加盟の暁には，日本は

「世界平和の勇敢なる尖兵となるであろう。」75）とアメリカ中心の世

界平和観を述べている。さらに「共産帝国主義国が直接に軍隊を動員し

て，日本を侵略する場合に処する防衛」を「直接侵略の自衛」と規定し，

再軍備の必要性を主張しf。また，「共産主義暴力革命の思想の浸透を

細魚」することを「間接侵略の自衛」と規定し，「その根本となる青年

の思想傾向が，今日のままで善いか。」76）と思想教育の必要性を示塾

している。

 このような思想的背景を持つ安藤が文部大臣となり，学習指導要領の

発表直前に，自分の判断だけでその内容を変えたのである。しかもその

前に，安藤は文部大臣になると，彼の選挙事務長をした学校図書（株）專

務の近藤寿治を面喰教育審議会委員にし，同じく学校図書（株）編集部長

だった小沼洋夫を文部省初中視学官に推薦し，また同社にいた吉田孝一

を文部省調査局長に取り立てている。戦時中は，近藤寿治は，文部省教
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学局長であり，小沼は，教学局思想課長であった。ま彪，吉田は，宗教

課長で，宗教家である安藤と深いっながりがあった77）。このように戦時

中，国民を戦争に協力させるための精神的指導をしていた教学局のグル

ープを再び文部省に復帰させたのである。

 ねらいは社会科の改訂にあった。小沼が視学官になってから文部省の

空気が変わったといわれる。それまでの社会科改訂の申心人物であり，

1947（S22）再版学習指導要領からその作成に携わっていた保柳睦美視学

官が追われるように文部省をさり，社会科改訂の主役になったのが小沼

である78㌔

 この教学局のグル・一一プが，追放されていた時代にいた学校図書（株）で

作られた1954年検定の社会科教科書，6年生の歴史学習の内容を調べて

みる79）。

蘇我氏が…政治をみだしはじめました。t上p．6M

僧たちの勢いが強くなって，朝廷の政治をみだすようになりました。｛p．66｝

後醍醐天皇は，一一・・政治を・・朝廷にもどモうと計画されました。｛p．8S｝

足利尊薮iは，後醗醐天皇にモむき一・・o｛p．86，

徳翔慶喜は，・…朝廷に破治を返すことを申し出て，ゆるされました。｛p．1t2，

明治四十五年・・¢，明治天皇がなくなられました。この天皇の世に，轡準は，政治も，産業も，学

悶も文芸も，すばらしい進歩をして，世界の文明国のなかま入りをしたのです。（p．t26｝

 このように，明らかに天皇中心の歴史観を持って書かれている。この

教科書の編集メンバーが中心となって改訂され，安藤文部大臣が，自ら

筆を入れて仕上げをしたのが昭和30年版学習指導要領社会科編である。

1955年1月31日の民主党大演説会において，安藤は，昭和30年版学習指

導要領に，天皇の記述を入れることについて次のように述べている。

なお，私はこういうことを考えている。終戦になって今まで，その社会科の中で天皇ということ
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を教えなかった。天皇という字さえどこからも出て来ない。天皇ということに鯵れることは，飼だ

かこわいものにさわるのか，知らないものにさわるのか，さわらぬ紳にたたりなしといったような

感じでいた。憲法がかわって，今臼こモ天皇は政治の申心ではありませんが，八千三百万の国民の

シンボルではありませんか。国民の象鐵としてだれも尊敷し，政治ではない，もっと橿底の深い思

想の中心になっているのが，諮君，天皇ではなかろうか。何を恐れて，社会科の中に天皇というこ

とを言わないのであるか，私は了解に苦しむ。どういう政治の体制になろうとも，天皇を離れるこ

とはできない。これはわれわれの思想のシンボルなんです。そこに組国愛があって，民族観念が生

ま耽てくるのであろうと思います。もっとも，昔流の，終戦前のような超国家主嚢天皇が神檬であ

るというような考えは，今日持ってはいけません。天皇は国民の一人である，国民の最も尊敬すべ

き中心の一人である。国民としての天皇は私の頭から去ることはできないのであります。おそらく

御来場の皆さん，日本国民の大多目は私と同慈だろうと思う。モこで，思い切ってこの四月から案

行ずる小学校の社会科には改訂を加えまして，修身ということを，子供がもうちょっとはっきりつ

かめるつかめるようにするのですが，この中に天皇ということを教え込もうという方針をとってい

   80）ます。

 追放中に，日本を民主国家・平和国家にすべきであるという考えに変

わった安藤であったが，天皇申心の歴史観・国家観だけは変わらなかっ

たのである。

 以上のように，昭和20年代の学習指導要領に見られた民主主義的平和

教育の，「経験主義」「教育の地方分権化」「特定史観教育の排除」と

いう三つの柱の全てが時の文部大臣によって強引に崩されていくのであ

る。そして，大洲文部大臣坂前の文部大臣の．背後にいつもいたのが吉田

茂である。『大山茂雄』の・筆者が，「吉田は内政については興味を持た

なかったが，教育についてだけは妙に熱意を持ち，何とか正常な状態に

引戻さねばならぬと焦慮していた。」81）と述べているが，春田の得意

とする外交と教育の問題は，非常に深い関係があった。
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3．教育政策転換期の政治的背：景

 これまで，平和研究における暴力論の視点で，学習指導要領を申心に，

行政に現れた日本の教育政策の変化を検討してきた。そこに共通して見

えるのは，1947（S22）年当時，戦争の反省の上にたって平和の理想を掲

げて新しく出発した日本の戦後教育が，ほとんど実践を積む期間もなく

1951年頃からだんだんと変質し始め，1955（S30）年前後を境に大きく転

換してしまっていることである。本節では，昭和20年代から昭和30年代

の学習指導要領がどのような政治的背景を持って変化していったかを検

討する。

（1）連合国占領政策と1947（S22）底版学習指導要領

 先に，第2章の「占領教育政策の平和観』で指摘したように，連合国

の日本占領政策は，アメリカ合衆国を中心に実施された。アメリカ主導

の占領政策の基本的目的は，「日本占領及び管理のための連合国最高司

令官に対する降伏後における初期の基本的指令j82）に次のように示され

ている。

日本に醒する連食国の終局の目的億，日本が再び世界⑳平和及び安全に対する膏滅とならないため

のできるだけ大きい保笹を与え，又日本が終局的には国際祉会に田口あり且つ平和的な一員として

参加することを日本に許すような諮条件を育成するにある。この目的の達成にとって不可欠と考え

 られるある措置は，ポツダム宣言に述べられている。これらの措量は特に次の潴点を含んでいる。

O カイ日宣言を覆行ずること及び日本の主権を主要四島及び漣含国の決定する諮小島に申開す

 ること。

O あらゆる形態の軍国主義及び超国家主験を排除すること。

O 日本を非武装化し且つ非軍亭化し，臼本の戦争遂行能力を引き続き担鋼すること。
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O 政治上，経済上，社会上の諮鋼度における民主主義凶傾向及び過程を強化すること◎

O 日本における自由主義的政治傾向を奨翰し且つ支持すること

 占領政策の究極的目的が，日本を平和的国家にするこ：どであることが

述べられている。そのための方策のうち，領土の規定を除けば，「非軍

事化」と「民主化」の二点にまとめることができる。そして，具体的に

は下記のような政策がとられた。

  ①非軍事化政策

  【軍事・政治】

  ・日本兵力の武装解除，すべての軍事機構の廃止

  ・元首相東条英機以下38名の戦争犯罪容疑者の逮捕指令（S20．9）

  ・神道から国教としての地位剥奪（S20．12）

  ・極東軍事法廷設置指令（S21．1）開設（S 21．5）

  ・公職追放令（S21．1）同改正（S 22．1）

   超国家主義者の追放，超国家主義団体の解散

  【経済】

  ・経済追放（軍需産業の除去）

  ・財閥解体（S20．11指令）

  ・「過度経済力集中排除法（集排法）」（S22．12）

  ・「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独禁法）」

   （S 22．4）

  ②民主化政策

  【政治】

  ・新聞通信の自由に対する制限除去の指令（S20．9）

  ・政治的，市民的，宗教的自由に対する制限除去の指令（S20．10）

  ・人権確保を目的とした5大改革の指令（S20．10）

   （男女同権，労働組合結成の奨励，経済的諸機関の民主化，教育

    の自由主義化など）

  ・憲法改正の示唆，総司令部の案に即した新憲法の制定（S21。11公

   布）

  ・地方自治法（S22．4公布） 地方自治の拡張

   （地方公共団体の行政首長の公選制の実施，地方議会の権限強化）
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【社会】

・労働組合法（S20．i2公布）

・労働基準法（S22．4制定）

：講鱗男麗謡驚S21910）｝農地改革

 以上の政策から分かるように，アメリカは日本が二度とアメリカに対

抗できる力を持ち得ないように武装解除し，軍需産業を除去し，超国家

主義者や団体を追放し，資金源となった独占資本を解体し弱体化させよ

うとした83）。 また，農民を含めた労働者を保護することによって，国

内市場を拡大し，国内の経済的矛盾を対外侵略によって解決しようとす

る方向性を無くそうとした。民主化がその国を平和愛好的にするという

考えのもとに，非軍事化と民主化が，別々のものではなく一体のものと

して実施されたのである8の。民主化政策の一環として教育の自由主義

化があげられているのも，超国家主義の単一価値の押し付けの教育が，

戦争遂行を容易にした原因と考え，多様な価値観を持った教育が平和的

な国家形成に役立っと考えられたからである。公職追放令によって文部

省でも，教学局を中心とする超国家主義教育の推進者達が追放された。

 1947（S22）年忌学習指導要領社会科編（試案）第1章，第1節には，

従来のわが国の教育，特に修身や歴史，地理などの教授において見られた大きな欠点は，事実やま

た事実と寧実とのつながりを，正しくとらえようとする膏少年自身の考え方あるいは考える力を尊

重せず，他人の見解をモのままに受けとらせようとしたことである。これはいま，十分に反省され

なくて1まならない。もちろん，モれは教育界だけのことではなく，わが国で社会一般に通じて行わ

れていたことであって，そのわざわいの結果は，今回の戦争となって現れたといってもさしっかえ

    85）ないであろう。

とある。また，1948（S23）年小学校社会科学習指導要領補説にも積極的
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な戦争防止論が述べられている。まさに民主化と非軍事化を一体とした

占領政策の意向をくんだ内容となっている。そして，超国家主義の価値

観の押し付け教育の教科であった修身，歴史，地理に変わって民主主義

と平和を愛する人づくりを目指す教科として社会科が登場した。

 徹底した民主化政策が占領軍によって打ち出された一方，国体護持の

一点で敗戦に同意した戦争遂行指導者層は必死の抵抗をして自分達の罐

益を守ろうとしていた。憲法改正時において出された松本案のように戦

争中の体制をできるだけそのままの形で残そうとしていたのである。そ

の試みは，極東委員会その他で批判されたにもかかわらず天皇制を残す

ことに成功したのである。昭和20年代版学習指導要領も民主的平和的国

家形成の理想を述べている一方，教育方法においては，経験主義に徹す

ることができず，精神主義的表現も残されており，戦前の体制の残澤と

なったのである。

（2）占領政策の転換

 最初の『学習指導要領（試案）』が発表・実施された1纒7（S22）年頃

から占領政策はすでに変化し始めていた。

①占領政策転換の国際的原因

 国際政治からみ；を占領政策転換の原因は，米ソ冷戦構造の顕在化であ

る。第二次世界大戦の結末が明確になり始めていたヤルタ会談の頃から

米ソの対立は明確であったが，終戦後米ソ間の緊張は一段と増大してき

た。1947年1月ロイヤル米陸軍長宮は「アメリカは日本を共産主義の防
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波堤にしなければならない」と発言した。同年2月，チェコスロバキア

に「2月革命」が起こり，3月には西ヨーロッパ連盟（Western Union）条

約調印が行われ，4月には，ソ連によるベルリン封鎖が開始された。こ

のような国際情勢の中でアメリカの対外政策は，反ソ・反共的色彩を濃

厚にし，日本の占領政策にも大きく反映されることとなった。

 1949年4月には，北大西洋条約が調印され，同4月置申共融が南京に

入城， 9月，ドイツ連邦共和国の成立，10月，ドイツ民霊共和国成立，

同10月，回国人民共和国が成立し，東西対立の構図がはっきりとしてき

た。

 さらに，占領政策転換に決定的影響を及ぼしたのが1950年6月に起こ

った朝鮮戦争である。アメリカは，国連軍事制裁の名目で韓国側に軍：事

援助を行い，台湾，フィリピン，インドシナへも軍事援助を強化した。

このようなアメリカの反共世界戦略が，当然のようにわが国の非軍事化

占領政策の転換を必要としたのである。

②占領政策転換の国内的原因

 民主化政策の一環として行われた労働者保護政策は，労働組合結成を

容易にした。また，戦後のインフレーションは労働者層の生活を逼迫さ

せ，労働組合結成を促進させる要因となった。その結果，1945年10月時

点で組合数6，組合員数3，855であったものが，1年後の1946年10月に

は，組合数15，172，組合員数4，168，305に増大したのである86）。

 一方，政治犯として投獄されていた共産党員が解放され，急激に結成

された労働組合に対して共産党の指導力と影響力が大きなものとなった。

財閥解体など非軍事化政策の一環として行われた改革によって旧資本が

              一 154 一一



弱体化したことともあいまって，労働組合運動は急進化L，革命的機運

が高まった。1946年5月1日，戦後最初のメーデーが行われ，5月19日

の「食料危機突破国民大会（いわゆる食糧メーデー）jには25万人が参

加し距。8周から9月にかけて国有鉄道総連合と全日本海員組合の争議が

あり，10月には全日本産業別労働組合会議（産別）の「10月攻勢」，11

月には全国官公庁労働組合連絡協議会く全官公）加盟組合共同闘争が行

われた。そして，「全官公」を垂心に1947年2月1日ジェネラルストライ

キが計画されるに及んだのである。

 このことは，当然アメリカの反ソ・反共政策と対立することになった。

連合国軍総指令部は，間接統治の方針をとっており，労働組合運動の急

進化に不快感を表明しっっも，これまで直接干渉することはなかったが，

ジェネラルストライキが計画されるに及んで，ついに直接介入するに至

った。いわゆるマッカーサーの「二・一スト禁止命令」である。

③占領政策転換の内容

1．非軍事化政策の転換

 国際政治における米ソの対立は決定的なものとなった。従って，日本

の連合諸国との全面平和条約締結は困難となった。アメリカは，一方で

日本をいつまでも占領状態におくことは，財政負担が大きいこともあっ

て，早期占領終結を願っていたが，他方，全面講和は，正本をアメリカ

の友好国の仲間に入れることを困難にする可能性もあるので，全面講掬

を望まない立場にあった。そこで共産主義のアジアへのこれ以上の浸透

を抑制する立場からも日本の経済を早急に再建し，日本資本主義を安定
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させることが必要となった。

 1947年6月ロイヤル陸軍長官は「日本の自立化は，アジアにおける全

体主義に対する防波堤の役割を担う」「B本玉軍事化計画をある程度に

とどめるべき」「企業の集中排除の緩和が必要」『日本の戦争機構の中

心人物の再起が必要」と述べ，日本非軍事化政策転換の必要性をはっき

りと示した。

 1947年7月，連合国軍総司令部は，民間貿易の再開を指令。8月には

輸出入回転基金借款5億ドルを許可。1948年4月目輸出入銀行による対

日綿花借款6，000万ドルを承認した。5月には集申排除法が大幅に緩和

され，325＊±中314社が集申排除法の指定を解除された。 6月にはアメリ

カの対日1億5千万ドル回転基金法が成立した。さらに1949年2月ドッ

ジが来日し「ドッジプラン」による徹底したデフレーション経済政策が

始められた。 5月，アメリカは中間賠償取立指令中止を命令。 6月には

総司令部の意向により独占禁止法が改正され禁止条項が緩和された。

 こうして，非軍事化のためにとられた経済政策がすべて緩和され，軍

需産業を残し，戦前の資本を復活させ強化する政策がとられるようにな

ったのである。

 朝鮮戦争の勃発は，アメリカをして日本経済の立て直しをするに留ま

らず，日本をアメリカの麺ソ防衛体制に編入し，軍事化させる引金とな

った。まさに，非軍事化から軍事化への転換である。朝鮮戦争のわが函

に対する影響として，『現代日本の政治過程』は，次の諸点をあげてい

る87㌔

 まず，アメリカ軍を主とする国連軍が装備等の補給を日本で大量に調

達することによって「特需景気」が起こりデフレ不況から離脱すること

ができ，経済復興が早められた。
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 つぎに，米ソ対立が一層激化し，アメリカはアジア諸地域の反共隣衛

体制化を目指し軍需生産力を利用することになったため日本の軍需産業

が復活した。

 3番目に，日本に駐留していた占領軍の多くが朝鮮半島に行ったため，

日本国内の共産主義勢力対策のため1950年7月，マッカーサーは国家警

察予備隊の創設と海上保安庁の増員を要求してきた。この国家警察予鮪

隊が事実上の再軍備となっていった。

 4番目は，戦争遂行を押し進めたために戦犯となったり公職追放にな

った人たちが復活してきたことである。アメリカの共産主義への警戒は

日本の保守勢力の復活要求につながった。1950年10月，吉田内閣は約1

万名について追放解除を行い，1951年6月には，68，960名の追放解除を

行いほとんど全面解除となった。

 5番目は，講鵜問題への影響である。朝鮮戦争長期化の様相の元にア

メリカ主導で「多数講和」による平和条約調印が行われると同時に，日

米安全保障条約が調印された。多数講和と日米安全保障条約によって日

本はアメリカ反共防衛体制の経済的軍事的一環として位置づけられるこ

ととなったのである。日米安全保障条約前文には「わが国が平和条約発

効の際に「固有の自衛権を行使する有効な方法」をもたず，しかも「無

責任な軍国主義」が未だ世界から跡を絶つにいたっていないので，わが

国は自国防衛の「暫定措置」として「日本国に対する武力攻撃を陽止す

るため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持するこ

とを希望』し，アメリカは日本のこの希望を容れることとし，しかも，

アメリカとしては臼本が将来「直接及び間接の侵略に対する自国の防衛

のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する」とあり，以後アメリカ

は日本の「防衛力増強jを督促して来るようになるのである。それに答
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えて，吉田内閣は1952年8月，海上警備隊を新設し保安庁を設置した。

10月には，警察予備隊を保安隊に改組し強化した。吉田首相は保安庁で

「同庁設置の目的は新国軍の建設にあり，その現実をみるまでの間諸君

は新国軍建設の土台とならなければならない」と訊辞をしている。

 以上のように非軍事化の占領政策は，1947年前後からすでに修正され

はじめ，1950年の朝鮮戦争を境にはっきりと軍事化政策へと転換してい

くのである。

2．民主化政策の転換

 民主化政策の結果，労働組合の運動が急進的になり，アメリカの反共

政策とぶつかったのが1947年の『二・一スト禁止命令」である。

 同年3月には，全逓信労働組合がストライキを計画したが，総指令部

は「二・一スト禁止命令」を一般化し適用した。こうして，アメリカの

反ソ・反共政策をうけて，民主化政策は労働組合弾圧の方向へ転換する。

 同年7月，マッカーサー・一は芦田首相に書簡を送って「労働運動は制限

された範囲内で行われ得るもの。公務員のストライキ等の闘争手段を認

めない。国有鉄道，政府専売事業の職員の公職からの除外。」の方針を

伝えた。芦田内閣は「公務員は，団体交渉権を持ち得ない。ストライキ，

その他の争議行為に訴え得ない。」という政令第201号を出し，第2次

吉田内閣では，国家公務員法改正法，公共企業体労働関係法が成立し，

マッカーサーの方針が具体化されていった。さらに1949年4月，吉田内

閣は団体等規制令を公布した。この政令は，事実上共産主義団体の規制

を目的とするものであった。5月には，行政機関職員定数法が成立し，
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官庁職員約17万4千人，国鉄職員約9万5千人，全逓約2万人が整理さ

れた。共産党系組合員が主に解雇されたのである。6月，親合の共産党

系勢力の抑制を狙って労働組合法が改正された。

 1950年6月，マッカーサーは日本共産党申央委員全員の公職追放指令

を出した。同年8月，全国労働組合連絡協議会幹部が公職追放され，11

月には政府機関，公共企業体、地方自治体，学校教職員に「レッド・パ

ージ」が適用された。1951年6月置は，戦争遂行の中心となり，あるい

は積極的に協力し，戦犯や公職追放になつだ人たちがほとんど追放解隷

になった一方，追放制度は共産主義者に適用されるようになったのであ

る。

 非軍事化政策の軍事化政策への転換と同様に民主化政策も米ソ対立を

背景に労働組合運動の急進化に伴って転換が始まり，朝鮮戦争を境に制

限された民主化へと方向転換がなされた。それにともなって，戦前の敷

治，経済における指導者層が復活することとなった。

（3）戦争遂行指導者層の復活と学習指導要領

 民主化政策の影響で弱体化しっっあった旧支配層の苑機感と，労轍組

合急進化の阻止というアメリカの反共占領政策が目的の一致をみた。占

領政策は超国家主義者を含めた旧支配者層を復：活させ，軍需産業を中心

に経済復興をし，再軍備を急速に押し進め，日本をアメリカの訪衛体制

に組み込む方向を明確にしたのである。

 1950年から1951年にかけての追放解除によってその後，文部省にも公

職追放から復帰した人たちがいる。
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 戦時中，昭南特劉市（シンガポール市）司政長官だった大達茂雄は，

追放解除後，1953年鳩山内閣の文部大臣となり，戦時中思想局思想課長

だった田中義男を文部省初中局長から文部次官にとりたてた。また，昭

南特別市警察部長だった緒方信一を宮崎県総務部長から文部省初申局長

に取り立てた。これらの元内務官僚のグルPtプは，いわゆる文部省「特

高グループ」と呼ばれ教育二法案を作成する中心となった88）。

 戦時中，教学局長だった近藤寿治，教学局思想課長だった小沼洋夫，

宗教課長だった吉田孝一は，追放された時代には学校図書（株）に入っ

てそれぞれ専務や編集部長を勤め，追放解除後，安藤文部大臣によって，

近藤は中央教育審議会委員に，小沼は文部省初中視学官に，吉田は文部

省調査局長に取り立てられた。これらの人々は，いわゆる文部省「教学

局グループ」と呼ばれ，1955年以降の学習指導要領作成に影響力を持っ

た。文部大臣安藤正純は，東本願寺の僧侶出身で，元宗教：課長の吉田孝

一とつながりがあった。また，彼の選挙の時，選挙事務長をしたのが学

校図書専務だった近藤寿治である。さらに，天皇・倫理を学習指導要領

に入れる社会科故訂の中心となったのが小沼洋夫である89）。

 このように，戦時中の超国家主義教育推進の中心人物が次々と文部省

に復帰し，1955（S30）年版学習指導要領の内容を大きく転換させる推進

力となった。昭和20年越版学習指導要領には，「平和への努力」の主体

の一つとして，「平和運動」が取り上げられていたが，昭和3⑪年代版学

習指導要領からそれが消えたのは，平和運動と労働組合運動が密接な関

係を持っていたからだと考えられる。転換された占領政策と復帰してき

た旧支配者層による強力な「レッド・パージ」の中で，「平和を語る者

は赤である」という空気さえ出てきたのである。
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（4）MSA協定と平和憲法改正の動き

 1951年の日米安全保障条約三児以後，アメリカは・一一一貫して日本の防衛

力増強を要求して来る。

 1952年，独立と同時に，「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその

附近における配備を規律する条件」を規定した日米行政協定が安保条約

と共に発効し，軍事基地をアメリカ軍に貸与することとなった。

 1954年には，日米相互防衛援助協定（伽tual Security Act「MSA

協定」）が結ばれた。MSA協定第8条には，

B本国政府は，国際⑳理解及び善意の増進並びに世界平和の錐持に共協すること，国際緊張の原因

を除去するため相互岡で合蒐することがある措置を執ること並びに自国政府が日本国とアメリカ台

衆国との問の安全保瞳条豹に基づいて負っている軍事的義務を履行することの決恵を再確認すると

ともに，自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力，貴源，施設及び経済的一盤条件

の許す由り自国の防衛力及び自虫世界の防衛力の増強に必要となることがあるすべての台理釣な措

置を執り，且つ，アメリカ合案国政趨が握供するすべての援助の効果的な利用を纏刑するための適

        90）当な措置を執るものとする。

とあり，軍事的義務を履行することの再確認がされたのである。吉田内

閣はそれを受けて防衛力増強計画を立案し，自衛隊に直接侵略に対する

防衛任務を含ませた。さらに防衛庁設置法案，自衛隊法案を国会で可決

させた。

 日本の旧支配層の利害とアメリカの要求の一致の結果が，日米安全保

障条約，MSA協定という形で現れてきたが，その軍事化の一定の歯止

めとなったのが憲法第九条である。1954年12月吉田内閣瓦解後，総選挙

内閣として登場した鳩山内閣は，憲法第九条改正を主張して1955年2月

の総選挙に望んだ。その結果，鳩山総裁の率いる日本民主党は勝利した
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が，社会党も議席を増やし，憲法改正反対派が三分の一以上を占め，改

正は実現しなかったのである。

 しかし，現実の政治においては，日米安全保障条約，MSA協定の方

針にそった軍事化政策が憲法第九条の歯止めを引きずったまま進行する

ことになる。

（5）軍事化政策の教育政策への影響

 占領当初にとられた，非軍事化・民主化の政策が，アメリカの要求に

よって，軍事化・制限された民主化の方向に転換されたことは事実であ

る。この方針は，独立後も続けて要求される。アメリカの要求に対する

日本政府の下野は，積極的なものだったのだろうか。広島県教職員組合

を母体として設立された，広島平和教育研究所の『憲法学習のために』

は，MSA協定について，次のように記述している。

 このHSA援助受け入れ交渉の過程で，あの「池田・口iY ・一トソン会談」がありました。新聞の

報ずるところによりますと，再箪備を阻些している撃つの条件をとりのぞくため，「教育および広

報によって，B本に愛国心と自衛のための自発的繕袖が成長するような空気を助長する」ことに日

本政府が責任を負うことが合憲されました◎この結累，教育の軍国主義化，すなわち愛国心教畜，

国防教育の問穗がにわかにクローズ・アップされました。教育の軍国主蓑化は，一九五四年五月の

                       91）「教育二法」の成立による教麿の中央銃制の強化という形で鼻体化しました。

 これによると，「池田・ロバートソン会談」において，日本の再軍備

を積極的に推進するために教育を利用することが合意され，教育の軍国

主義化が行われた，というふうに読むことができる。MSA協定とそれ

への日本政府の対応がどのようなものであったか，1953（S28）年の政治

状況をみてみる。

162 一



  3月14日，首根吉田茂の暴言に起因して，内閣不信任案が可決され、

衆議院が解散された（いわゆる「バカヤロウ解散」）。総選挙は，再軍

備問題が焦点となった。積極的再軍備論をとったのは，分自党（「自由

党分es 」92））と改進党であった。分自覚は，「憲法改正・再軍備」を

唱え，改進党は，憲法改正について意見が別れていた。その反対に，．

「再軍備反対・保安隊解散」を唱え光のは，左派社会党であっ彪。その

間にあって，「自衛権は認める。自衛力は警察予備豫程度に戻す」とい

うのが右派社会党であり，吉田自由党は，「国力の充実に応じた漸進的

自衛力整備」を主張した。再軍備に対する吉田の考えを代弁して宮沢喜

一は，次のように述べている。

再軍備などというものは当面到底出来もせず，又現在国民はやる気もない。かと云って政麿が音頭

をとって無理強いする筋のことでもない。いずれ国民生活が霞復すればそういう蒔が自然に来るだ

ろう。薮いようだが，それまでは当分アメリカにやらせて置け。憲法で軍備を禁じているのは講に

天与の幸で，アメリカから文句が出れば憲法がちゃんとした理由になる。その憲法を改正しようと

考える政治家は馬料野郎だ。93）

 選挙の結果は，吉田自由党が第1党となり，社会党左派が躍進という

結果であった。吉田の現実論は，少なくとも再軍：備積極論ではなかっ走。

  6月24日，日本政府は，アメリカ大使館に対して質問書を出している。

L呂本の国内の治安と防衝が確保されれば，MSA援助の目的は達成されたものと考えるが，どうか

 （たとえば海外派兵などの義務を負うことはない，という円味）

1．日本の防衛を考える場合，日本経済の安定と発展が先決条件だと日本政蔚は考えるが，どうか。

1．MSAに伴う軍事義務は，安全保障条約の範囲で十分だと考えるが，どうか。

t．MSAに規定されている「防衛力の増進及び維持』とは，日本の場台，国内の政治経済の安定を楓

 なわぬ範圃で，ということと解するが，どうか。

これに対して，アメリカ政府は，肯定的な返答を寄世彪94＞。この貢
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問に，吉田を首班とする日本政府の「防衛責任の負担をこれ以上増やさ

ず，当面，経済発展に重点を置きたい」という考えが出ている。

 アメリカの軍事力増強要求をできるだけ抑える目的で，MSA協定の

交渉をしたのが，「池田・ロバートソン会談」であるというのが，この

会談に同行した宮沢の主張である。この会談で，ロバートソンが，「自

労の国は自分が守らなければならぬという原則論については，現内閣は，

異議がないと思う。国民に対しても段々そう思うようなパブリック・リ

レイションはやっているのか」と質問したのに対して，池田勇人は「非

常に注意深くではあるが，そういう啓発はやっている。（中略）然し最

もいけないのは，生活水準を切り下げても防衛をやれという考え方，こ

れは絶対ダメだ。今の日本国民の生活にはそういう余裕はない。むしろ

生活水準をあげて，守るに値する生活を作り上げることの方が，健全な

防衛意識を高めるのに効果がある」と言ったとされている95）。

 教育の軍国主義化を約束したと解釈されている「池田・ロバートソン

会談」の池田特使関係書類が，1991年公開された。そのうちの「池田特

使覚書」の関係部分を引用する96）。

        十月十九日付池田特使覚書
 これまでの会謹の進捗によPて，丙国代表は議事日程に掲げられた諮問題について若干はっきり

した一瓢に近づいたことが示された。H本代表は到達せらるべき諒解が本国政府によって承認をう

け，モの使命を全うすることができると確僑を深めるに至った。この文書は徒来までに達威された

結果及び今後合口を要する事項を四丁日程順に要約するものである。

一t日本防衛隊と援助

（一） 日本代表は充分な防衛隊を持つには凶つの制限があることを強調した。モの制限とは，法

  的，政治融ないし社会的，窪済的及び物理的なものである。

 ‘イ｝法的冒険とは，憲法上の制阪である。日本国憲法第九条は「E本国民は，正嚢と秩序を基

  調とする国際平和を誠実に希求し，国権の発動たる戦争と，武力による蕨嚇または武力の行

  毬は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
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   前項の臼的を達成するため，睦淘空軍その他の戦力はこ靴を保持しない。国の交戦権はこ：

   れを認めない。」と述べている。

   憲法のO◎◎（三字不明）はまた改正手続を特に困難にすることに注憲を払った。国家指

  導者が憲法改正を必要とすると確信しても，近い将来においてかかる改正は容易でないもの

   と思われる。

  ｛0｝政治的ないし社会的制隈とは，占領当直が憲法起草に当って考慮した政策そのものに基づ

   くものである。すなわち日本人は占領八年同において飼亭が起ろうと鏡をとるなと教えられ

   た。かかる教育によって最も影響を受けたのCt J叢初に織募をうけるべき蒼青達である。そ

  の外に嫁人，智謎層，0（一字不明）家族達がおり，これらの人達は右以外⑳説得は受け入

  れないのである。

  tfi）緩済的五内は自明であるn国民所出中の防衛賛の占めるパーセントとか，防衛費の人口あ

  たり負握額によOて他国との昆較をする事は，日本の生活水準がそれらの國の生活水準と比

  べものにならない以上，なんらの意味がない。その兵隊が敗れ，自力で賛任をとらねばなら

  ない国，モの遣家族は独力で生計の金を樗ねばならない国にとっては，国家◎O（二字不明）

  努力のための第一歩はこれらの人々の保護から始められねぽならないのであるが，その最初

  の段階たる現在においても，その費用は日本にと）て少なくないのである。また日本は天災

  に対して弱い。一度の災害はいつでも予算計画を覆してしまうのである。本会計年度におい

  てこれまでの災寳による被害は干五百憧円に上るが，国家予算総額は一兆円である。これら

  は今日の日本軽済に固有な困難な点である。

  に⊃物理的轟轟とは，募兵に伴うものである。国民が自分の外に自分を守るものが伺処にもな

  いということを確信するのでなけれぽ，日本の場合これは佃戸ないし方向転換の問題を意妹

   し，從って相当の時間を硬するところのものであろう一多数の質問を早急に徴募することは

  単にモプ（群集）をつくるにすぎ獄い。また共産主義者の浸透政策によってこれらの脊年が

  モの銃を母国に向けないとは限らないのである。多数の血目を急激に募ることは日本におい

  ては不可能であるか，またはすこぶる危険なものであることを示している。日本においては

  慧法の禁止によって徴兵はできない。

（二） 本会謹の参加者はtれらの細限を認諾し，

 U，日本にしかるべき防衛隊らしきものを創設するのみならず，維持するためtzすら，かなり

  の額の軍事援助が来るべき何年間かの間必要であることに意見一致した。この点に間し愚臣

  代表より現状において案行可能な趨大限と信ぜられる部隊の短模仁ついて提案がなされた。

  アメリカ魍代表は，提口中の教訓と規模は低目であると述べたが，右提案はさしたる圏難な

  く発展改普しえるべきものと考えた◎日本代表は提案された計画の下において考櫨せられぺ

  き軍事援助の種類（タイプ）と額を知りたい。また右計酉が基本的動題を変更せずしていか
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  にして故善しうるかにつき示唆をえ光いと述べた。

 ｛O｝アメリカ出前は日本飼の「出田防衛費』分担金ts v日本自身の防衛計画費が増大するに從

  って滅少することを露め，また同意した。

 m）本会謹参加者は，H本輿民が自己の防徳に愉しより多くの實任を慈ずるような気分を国内

 に帰ることが最も重要であると目見一致した。愛国心と自己防衛⑳自発的精神がB本におい

  て成喪する如き気分を啓蒙と啓発によって発展することが日本O（一字不明）の賛任である。

（三）以下省賂

 日本の軍事化を約束したことは事実であるが，『池田・ロバートソン

会談」における日本側の立場は，その前後の脈絡をも考慮すれば，再軍

備をできるだけ小規模に抑えるところにあったようである。日本が防衛

隊を持つことに対する4っの制限も，積極的に再軍備をするための極桔

となっているというより，再軍備の規模を抑えるための口実として出さ

れていると考えられる。

 また，この会談において直接，軍国主義教育を約束した訳でもない。

新聞によって「日本政府は教育及び広報によって日本に愛国心と自衛の

ための自発的精神が成長するような空気を助長する第一の責任を持つも

のである。」97）と報道されたため，大きな教育問題になったと考えら

れるが，「啓蒙と啓発」という表現では，間接的影響は考えられても，

この会談の結果として教育政策に直接影響を及ぼすことになるかどうか

は，不明である。

 軍事化政策と軍国主義政策を同一に見ることは正しくない。軍国主義

は，「一国の政治・経済・法律・教育などの組織を戦争のために準備し，

軍備力による対外発展を重視し，戦争をもって国家威力の発現と：考える

立場。」98》である。鳩山自由党のとった方針はこれに近いものと考え

られる。しかし，宮沢は鳩山派や改進党の戦前の政治家をさして「戦後

の毎日の政治を現実に処理して来た政治象達からみれば，戦前の人々が，
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国民精神を作興し，勤倹貯蓄して一日も早く自身の軍備を持とう，とい

うその考え方が，なかなか簡単には実行できないのだということが，ど

うして戦前の人に分からないのだろうと，もどかしく感じるところでも

ある」と述べている99）。1950年から1951年にかけての追放解除によっ

て復活した，鳩山一郎に代表される，戦中の支配者層のf軍国主義によ

る強い日本構想」とアメリカの「反共防波堤としての日本再軍備化構想』

は利害が一致し，一つの勢力を作った。それに対して占領下で政治を担

当していた吉田・池田・宮沢達のとった立場は，軍事力重視よりも，経

済発展重視だったのである。

 「軍事化は程々にして，経済発展重：視jという政策は，昭和30年代蔽

学習指導要領に見られた教育政策とぴったりと符合する。過去の戦争の

悲惨さを強調していては軍事化を容認させることはできない。そこで過

去の戦争に関する記述が消えた。また，経済発展重視の政策は，学習詣

導要領における産業社会重文，「開発＝発展＝平和』の緬績観の国民的

統一となって現れたのである。吉田を中心とした人達の政策は，学習南

西要領に現れていtのと同様「パクス・エコノミカ」だったのである。

4．昭和30年代の教育政策の平和観（現実主義的平和主義）

 昭和20年代版学習指導要領から昭和39年代版学習指導要領への転換期

は，国際的には東西冷戦の激化と朝鮮戦争の勃発があり，それにともな

って国内的には，アメリカの占領政策の転換と日本の独立が行われ彪激

動の時代であった。アメリカの占領政策は，非軍事化から軍事化へ，民

主化から制限つき民主化へ転換され，特に軍事化要求は，独立後も続い

て強いものであった。このアメゾカの要求と公職追放解除によって蘇っ
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た旧支配者層の利害が一致して，いわゆる『逆コース」と呼ばれる揺り

戻しがあったのは事実である。

 アメリカの反共防衛体制のなかで役割を果たすという独立後の日本の

政治方針がアメリカとの間で確認されたのが1953年の「池田・ロバート

ソン会談」であり，結ばれたのがMSA協定である。そして，国内的に

確認されたのが1955年の総選挙である。その年，日本の独立後の方針を

めぐって一方で社会党の合同があり，他方で保守合同が行われ，いわゆ

る55年体制ができた。

 しかし，単純に戦前・戦申の軍国主義への回帰が始まった訳ではない。

吉田が，国力回復までの方便として経済発展重視を唱えたにしても，こ

の「軍備増強は程々にして，経済的発展を重視」という政策が，保守合

同（いわゆる55年体制）後の主要な政策となるのである。

 高畠通敏は，1955年以降の保守党のリーダーシップをとったのは，大

蔵・通産・運輸（鉄道）官僚及びそのOB政治家を中心とする保守本流

派であるとし，この保守本流を形づくった戦後の経済官僚の共通性を次

のように指摘し，その立場を「現実主義的平和主義」と呼んでいる2。。㌔

1．戦薗の軍部支配への批判と新憲法の下での平和国家の理念への共感があった。

2． 平和経済を中心に新しい日本の経済構造を再建し，先進工業国の中でも側外的に竃備が小さい特

殊国家として新しい日本を作るべきだと主張する。

3．軽済成長や妓術発展ということだけを画値の基軸として，極端にいえばどのような体翻やイデオ

0ギーとも結びつく。

4．圃明的であると國時に強い勢力や抵抗しきれないものに対しては妥協主嚢駒である。

5．憲法改正のよう璽対決曲争点ur fできるだけ翻上げして，もっぱら解釈や遼用によって実益を手

t入れるという政治手法をとった。

高畠のいう日本の政治における「現実主義的平和主義」は，理念にお
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いて，1・イリイチのいう「パクス・エコノミカ」と共通している。こ

の平和観が、昭和30年代版学習指導要領に現れているとともに，その萌

芽は昭和20年代版学習指導要領にも見られるのである。「パクス・エコ

ノミカ」政策は，国内においては，一方で平和と物質的繁栄をもたらし，

他方，学校制度の管理強化による国民の序列化と環境破壊をもたらし走。

また，国際的には，「開発＝発展＝平和」の論理を対外的にも適用し，

経済侵略と呼ばれる状態を作り，国際的環境破壊にも力を貸すことにな

った。

 平和運動の立場から，例えば「池田・ロバーートソン会談」およびMS

A協定が軍事援助の約束であり，直接的暴力に通じるとしてこれを批判

することは正しい。しかし，一方で「経済優先・進歩発展jの政策の持

つ構造的暴力性については，批判にさらされることがなかった。「今の

日本は平和な国だからいい。」「日本は，経済的に損をするような戦争

なんかしないよ。」という安心感にひたっている人々に対して，直接的

暴力の可能性を批判することは，あまり効果がなかった。「日本が威福」

という場合の「平和」が，管理教育と環境破壊と国際的経済の不平等と

人権侵害という構造的暴力の上に成り立っていることを示し，「戦争な

んかしない」という言葉の申に「戦争をしなくても経済支配ができる」

という暴力性が潜んでいることを示さなければならない。

 昭和30年代の教育政策は，「開発＝発展＝平和」という「パクス・エ

コノミカ」の価値観を一元的に国民に要求するものであり，これが批判

の対象となることは少なかったのである。
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結論 総括と展望

 本研究は，昭和20年代から昭和30年代にかけての日本の教育政策を対

象に，それらがどのような平和観を持って実行されてきたのか，を明ら

かにしょうとしたものである。

 分析のための視点としては，現在の平和研究の中心的考え方となって

いる，J・ガルトゥングの「暴力論」を基本に置き，次のような仮説を

設定した。

 1952年以降の日本の政策は，経済発展による日本の国際的地

位向上が平和につながるという方針が重視されており，教育政

策も，特に1955年以降，経済発展と国際的地位向上のための手

段として実行される傾向を持っていた。

 この仮説を検証するために，昭和20年代の教育政策と昭和3⑰年代の教

育政策を比較し，それぞれの教育政策における直接的暴力と構造的暴力

にたいする方針やそれ自体の持つ暴力性を分忙した。

（1）総括

 第1章では，第2章と第3章において取り上げる教育政策を分析する

ための，具体的指標づくりを行った。

 まず，平和をどのように捉えるかが閥題となった。そこで，欧米に始

まった平和学の視点を取り入れた。J・ガルトゥングの「構造的暴力論」

によって「平和」概念が「戦争のない状態」という限定されたものから，
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『構造的暴力のない状態」へと拡大された。R・フA一一クを中心とした

平和研究者のプロジェクトチームであるWOMPは，この拡大された平

和観の中に4っの指標を抽出した。すなわち，

 ①集合釣暴力の極小化

 ②経済的安寧の極大化

 ③社会的および政治的正義の極大化

 ④環境バランスの極大化

である。本研究においては，「直接的暴力」の否定を「①集合的暴力の

極小化」に，また，「構造的暴力」の否定を「②経済的安寧の極大化

③社会的および政治的正義の極大化 ④環境バランスの極大化」に対応

させた。さらに，イリイチの「パクス・エコノミカ〈経済に人間が隷属

することによって得られる平和）」を「構造的暴力」に対応させて捉え

た。

 こうして，教育政策を分析する指標として，次に示す項目が上がって

きた。

 L直接的暴力に関する方針

 2．構造的暴力に関する方針

  ア・価値が一元的かどうか。

  イ・4っの平和価値のうち何処に重点がおかれていたか。

  ウ・教育制度がハードかソフトか。

 第2章では，昭和20年代の占領下にあった教育致策を，占領数禽演薫，

教育基本法，学習指導要領において分析した。これらに共通してい海の

は，直接的暴力と構造的暴力を否定し，より平麹的な思想や制度を導入

することであった。
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 直接的暴力の否定は，戦争の否定であり，軍国主義の排除であっだ。

構造的暴力の否定は，極端な国家主義の排除として現れた。より平和的

な思想や制度の導入としては，平和主義と民主主義であった。教膏劉度

への具体化としては，教育の地方分権化，教育委員会制度が挙げられる。

 昭和20年代の教育改革は，直接的暴力からみても構造的暴力からみて

も，より平和的な方向への改革であり画期的なものであった。しかし，

改革自体が上からの改革であり，結局国民に十分理解されることができ

なかった。

 学習指導要領に現れた価値観を見ると，西欧文明を最高のものとし，

工業生産に重点をおく一元的価値観に陥っている。

 WOMPの4っの平和価値に対応させてみると，

  1．集合的暴力の極小化は，完全にこれを達成しようとしていた。

  2．経済的安寧の極大化は，国内的には最も重視していた。しかし，

   国際的な経済関係についてはほとんど考えられていない。

  3．社会的および政治的正義の極大化については，教育内容としては，

   これを追求する自由主義的民主主義の方向性が示されていた。

  4．環境バランスの極大化は，ほとんど考えられていない。

ということが明かとなった。

 教育制度は，地方分権的で地域に応じ，児童に応じた教育が目指され，

ソフトな教育制度が目指されていたということが分かった。

 以上の分析によって，ほとんど理想に近い平和主義の方向性を示しな

がら，国内的経済の発展のみを追求する一元的な価値観を押しつける傾

向を持ち，環境とのバランスを考えに入れていなかったという点が出超

できる。
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 第3章では，昭和20年代から昭和30年代にかけての教育政策がどのよ

うに変化したかを学習指導要領を申心として明らかにし，その変化の政

治的背景を探った。

 直接的暴力に関しては，戦争の実態とその影響や戦争の原因追及の学

習が消え，国際協調による平和への努力だけが示されている。昭駆齢年

代の学習指導要領と比較すると，過去の戦争の反省が消えた不十分なも

のに後退している。

 構造的暴力に関しては，まず，制度的にハードな方向への転換が行わ

れた。教育課程の自由な作成を目指した昭和2⑪年代の学習指導要領に対

して，昭和30年代は，国家の定めた枠内で教育課程を作ることが義務づ

けられた。そして，地方分権的な教育制度から中央集権的な教育制度へ

移行したことが明らかになった。

 次に，WOMPの4っの価値観に対応させてみると，

  1．集合的暴力の極小化は，東西冷戦の緊張の高まりによるアメリカ

   の占領政策の方針の転換と日本の戦前の旧支配者層の復活によっ

   て，不可能となった。旧支配者層は，これに乗じて軍国主義的方

   向をN指したが，主流となったのは，「経済を圧迫しない程度に」

   というあいまいな方針であった。

  2．経済的安寧の極大化は，国内的には重点がおかれた。国際的には

   経済的安寧を求めるより，経済的競争力の強化が求められた。そ

   れは，日本の国際的地位の向上という目的があったからである。

  3．社会的および政治的正義の極大化については，教育内容としては，

   昭和20年代同様，自由主義的民主主義の方向を持っていたものの，

   公共の福祉の枠内でという制限がっけられた。

  4．環境バランスの極大化は，あまり重視されていない。
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ということが明かとなった。

 昭和30年代の価値観は，1・イリイチのいうところの「パクス・エコ

ノミカ」の価値観に一元化されたということが明らかとなった。

 以上の分析によって，昭和30年代になると，平和主義の理想を追求す

ることが不可能となったが，「軍事化は程々にして，経済重視」という

「パクス・エコノミカ」の価値観が主流となった。しかし，この平和観

は，管理教育と環境破壊と国際的経済の不平等と人権侵害という携造的

暴力をもたらすものであった。

 以上の検証によって，仮説が正しかったことが明かとなった。

 1952年の日本の独立以降，旧婚盛者層の復活にともなって，いわゆる

「逆コース」と呼ばれる軍国主義への揺り戻しの動きもあったが，吉田

茂，池田勇人ら戦後の経済官僚を重用した人達の政策は，ザ経済発展」

重視の政策であった。この政策は，「開発＝発展＝平和」という「パク

ス・エコノミカ」の価値観を、教育を通して国家主義的に国民に押しつ

けるものとなったのである。その教育政策が，具体化され始めたのが，

1955（S30）年紀学習指導要領である。また，昭和20年代版学習指導要領

の分析により，その方針が平和教育として大変優れたものであったこと

が分かったが，いかに優れた政策でも押しつけることは困難であったこ

と，そして，昭和20年代版学習指導要領の中に，すでに「経済発展重視」

の価値観が存在しており，昭和30年差の学習指導要領に引き継がれてい

っ彪ことが明かとなった。
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（2）研究結果と平和教育運動との関わり

日本の平和教育運動との関わりで明かとなったことは，次の点である。

O 「直接的平和教育」を重視した従来の平和教育運動の方法は，

 「体験の継承」「戦争原因の科学的追及」「平和への実践力育成」

 という筋道に従ったものであるが，これは昭和20年代の学習指導要

 領にその原型がみられる。

O 直接的平和教育を重視したため，政府の教育政策をすべて直接的

 暴力の準備に結び付けて考える傾向を生んだ。「軍国主義につなが

 る政策だ」とか「戦争の準備だ」という批判は，平和な毯界に生き

 ている（と思いこんでいる）多くの人達を納得させることができな

 かった。

○ 自分達の生活が豊かになることに反対する必要はなく，従って，

 経済重視の政策には基本的に同調し，マイホーム的平和に満足する

 傾向を持ち，構造的暴力性を追及する姿勢が弱かった。

 これからの，日本の平和教育運動に望まれるのは，直接的暴力を揃判

ずる「直接的平和教育」の積み重ねを受け継ぎっっ，「構造的暴力」を

明らかにしながら批判していくとともに，自分達の運動理念そのものも

常に相対化していくことである。

 （3）今後の課題と展望

 本研究は，昭和20年代と昭和30年代の教育政策を，学習指導要領を中

心に考察したものである。

 年代を限定したのは，現在の教育政策の原点がそこにあると考えたか

らであるが，現在の教育政策の方向性を知るには，昭和3⑪年代以後の分
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析も重要である。特に1973年の第1次オイルショックによって，高度経

済成長時代が終わり低成長時代に移行したことが教畜敢策にどう影響を

及ぼし渇か，ま艶，1989年からの東西冷戦構造の崩壊が教育政策にどの

ような変化をもたらそうとしているかは，重要な点である。

 教育政策全体を見るには学習指導要領を中心にするだけでなく，各政

党の教育観や国会における審議内容，制度的には教育法令，政令，省令，

教科書制度など調査，分析する対象は多く残されている。

 しかし，本研究によって，平和教育研究の新しい方向を示すことがで

きたのではないかと考えている。教育政策に限らず，教育の中にどのよ

うな暴力が潜んでおり，それがどのような構造を持っているかを分析す

ることが新しい平和教育研究の第1歩であると考える。
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｛付録資料1

  平和教育文献目録



1．「異践のレベル」の部
誌名 UOL．年月著者名 魏自 1平和責チ｝室電   4198e

臼2平和奮iヲf多巳   51981

A3平話研究    5 ag81

A4平和階   51981

A5平和瀦   51981

自6平和研究    5捻81

A7平和研究    51981

禽8三｝Z和蹴   71982

A9平和研究    71982

臼掲平和研究    旧捻85

A1！平和研究    le ag85

臼12平和研究   121987

臼13平和研究    ！21987

A t4平和研究   121987
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C8平和教育研究  41976
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CI1平和教育研究  61979
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C22平和教育研究  121985

C23平和教育研究 121985

D1国民教育  増刊19T8
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D3国民教育   6量9「臼

D4国民教育

D5国民教育

D6国民教育

D．7国民教育
B． W国民教育

D9国民教育

浮田 久子

金城重明

福地鵬
山川宗秀
佐久間勝彦
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森下 弘

森下 弘

 ク“レン．フ・ジク

岡本 三夫

越田稜

綱本三夫

多賀秀俊
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安達喜彦
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広 平 研
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541982 中間 照雄
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541982秋篠塚多助

55tg93冬須輿和輔

平和教育のキット作成

集団自決の体験から

沖縄における平和教育

学校現場での実銭

社会科における平和教育の課題と方法

沖組における平和教育

全国高校の実践事例から

平和教育無銭の総猛と展望

平和教膏の新しい方法

平和学界座一四国学院大学の場合一

若者の平和意識一忍び寄る”教育暴力”の中で一

日本における平和学閲連講座の実態調査

大学における平和教育の方法

大学における平和教育調査報告

大学と平和教育

膏年期平和教育の礫題と方法

「平和教育講義」開講の経験から

大学における平和教育実銭の試み

高校における平和．人権学習

湾岸戦争と学校教皇における平和教育の課題

戦争児童文学による平和教育を進めるために

平和教育カリキュラム。自主編成の手びき（試製）

戦争児童文学の教栂研究報告

副読本ひろしま．教師用指導資料

ひろしま二今日の核時代に暗きる（試案）

幼児期における平和教育一プラン

中学校第一学年「平和教育基準カリキュラム」試案

小学校高学年「平和教育基準カリキュラム」試粟
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小学校中学年「平和教育基準カリキュラム」試案

中学校第三学年「平和教畜基準カリキュラム」試案

ヒロシマへの旅一平和学習のしおり

八；六平和学習（実践事例）資料

平和を創りだす子どもを育てるために

『問題行動』への社会学的接近一中学生の意識と行動をめぐって一

平和教商副読本 ひろしま．指導資料

ひろしま一十五年戦争と広島（試案）

生徒とともに発鋸した郷土・宇品の歴史と平和教膏

沖縄における「平和教毒特設授業」

副読本『ひろしま』と平和教畜の実践

戦争の恐ろしさを知り平和を考える日一8・6学校行事のとりくみ一

平和教育運動の今日的課題一乾機に立つ沖縄の特設授業一

従来の弱点をのりこえる平憩教育を

母と子の憲法学習

組織的・系畿的な平和教育のとりくみ

平和教育 モの原則的視点を

t

藤
翻
体験継承

沖縄

社会鵜

教魎齎任

蔑校

鐵
教育方法

大学

構造批判

大学

教育方法

大学

大学

乎頼認識

大学

大学

高校

現代理解

教畜内容

教薄課程

翻
翻
翻
教青課程

教畜課程

教畜課程

教育課程

教育課程

教育課程

教育諜程

教材

実践資斜
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翻
撚
中学校

沖縄

翻
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沖縄

群雄蓮動

憲法

実践

鐡



D le国民教青

Dn国民教育

D12国民教毒

D13国民出国

E1季刊平和教育

E2季刊平和教育

E3季P］平和教育

EA季刊平和教畜

E 5季刊平私教育

E69SFIiF和教育

E7季刊平和教育

E8季刊平和教育

E9騨呼和教育
Eag季刊平和教育

Ell季刊平和教育

ε12季刊平和教育

E13季刊平和教育

E14季刊平和教育

Et5騨墜平和教育

E16季刊平和教育

E17季刊平和教育

E18蓬糞土1］耳Z和教育

Etg季刊平和教育

E鋤騨呼睡郷畜

E21季刊平和教喬

E塑季引佐和教育

E23季刊平和教育

E24季固唾三i三和教毒

E 25季刊平和教育

E26季刊平和教冑

Esu季刊平和教育

E28季刊平和教育

E29季刊平和教育

Esa季刊平和教膏

E3里季刊平和教育

E32季刊平和野禽

E33季刊平和教育

E34季世呼和教育

E35季刊呼和教富

Esc季刊平和教育

E er季刊平和教育

E38季刊平和教育

E，39騨頃平和教育

E4臼aSF］STZ和教膏

E4霊季刊平和教育

E聡季刊平和教育

E43季刊平和教育

Ean季干拝和教育

E45季「嚢腫平己和教育

Ess騨呼和教育

551983冬前田文也
581983秋鈴木 鐸男

581983秋．天代 和民

581983秋長州 雅美

a1976  今田 斐男

重1留6 平田葵恵子

21gr6 沖野 健治

21916  池田 徳一

21su6 溝水正心

2tor6 根岸泉

219TS 機本正勝
2量976 樹縛嘉範

3！976 菊井忠雄

3i併6 吉田 尚司

319T6 上田 鯖一

3ig76 迂  耀雄

31976 江日 保

3tgT6 佐藤春美

4ig了73大槻温子
41留7 3横lll嘉範

419773吉野誠
4！9773松本幸久
4agn 3亜目 博之

4tsu 3原山 茂夫

419773吉本 誓夫

4igrr 3大隅真一

5期7 6脇田 充子

519776谷田川和夫

61SM  花輪仙造

61gn  土田 光孝

7ter8 a西口 敬治

71併8！小野島 侯

マ！9？8 1新lll博

7 ISt81吉村徳蔵

81grs． ｪ田 智晶

819T8 林平明
810r8 佐々本勝男

9ま979 白鳥晃司
91s79 ’』、林三E弘

期1979 藤井 敏彦

高唱併9 理合 義慧

1e 19T9 萱原威

191grg 児玉晴子
te 197g 浅見 襖一

1日ig7g 杉本 正男

11198日 首藤昭五

11 198e 池谷 実

11198臼 古谷 傭一

！3！98！ 石井 重雄

131981   若井 勉

記録鋏画「炎の紐露一大空襲の詑鎌」の製作をすすめて

「中学生平和集会」を飛躍のバネに

「平翻をもとめて」（平和教畜教耕）を作成して

「平和翻カレンダー1を軸に

学級通信を通して地域の農業をみつめる

原爆問題を劇化した子どもたち

「ひろしま」を子どもはどう受けとめているか

“戸石百年目”づくりをとおして、

“あかなわ”をどう教えたか

‘‘

結梠蜍�P，，をどう教えたか

体験を教師はどう語りかけたか

戦争・戦争体験を記録するこ：との意味

原爆問題にとりくむ生徒たち

自治活動と平和教育

平和を求めて一一斉授業から修学旅行ヘー

憲去記念行事にとりくむ高校生

“ヒロシマ SJで何を学んだか

地域子ども租織でのとりくみ

いのちと平和をはぐくむ家庭教育

「はだしのゲン』と子どもたち

「戦争Jをマンガで表現した子どもたち一マンが集SSこの鴫びのあるliwり ！’ 一

文学教育で戦争をどう体験させるか

芸術教育のなかで平和教膏をどう実践するか

人権と平和の教齎をどう進めたか

生きる道筋を見い出すために一聴覚障害児教育の中の平私教育一

みんなて反動を共有するなかで

「おこりじぞう」の実践一小学校二年生の場合一

母親のつくった‘‘戦後史，，を学んで

不安と無開心さを乗り越える力を

「人間の生硬首に穀する峻厳なおもい tを出発点に

ピカは人が落とさにゃ落ちてこん一広島修学旅行の記録一

imeさ幼稚さを乗りこえて一兵主教梅の寅践をとおして一

どこでもだれでもやらなくてはならないこ：と一パワヨ本人学校の中で一

正しく知ることをとおして

福山空襲の露畑野運動の中で

大野允子作「夜のくすのき」

地域の中の戦争牽どう教えたか一小三「庸のうつりかわり」の学習一

「身近にあった戦争」を学ばせる中から

「戦時下の子どもたち」をどう教えるか

平和のとりでは幼児の魂においてこそ

教師自身の人間としての問い直しから

みんなで取り組んだ平和週間

自秘心と優しさを失った子どもたち

子どもの集団に値打ちある文化を

原爆が役下された日

平和教育を日常的なとりくみへ

富士クワーン作戦がねらうもの

平和教育を点から面へ一行姪．みやこ地域の平和教育のあゆみ

憲法と子どもたち一平和条項をどう教えたか

戦争抹験のない教師と生徒の追轍

一 2 一
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：交学教育

小学校
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文化
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E47季刊平和教畜

E聡騨拝和教育

E49騨坪和教畜
E闘季刊平和教育

E5重季刊平和教畜

E52季刊平和教育

E53季刊平和教育

E 54季刊平和教育

E弱季刊平和教育

E56季刊平和教育

E57尋魯干誓平乙訓教育

E58季刊平和教育

E59季刊平憩教育

E働季刊平和教育

E61季刊平和教育

E 62翻拝和教育

E63季刊平和教育

E64季刊平和教畜

EOS季刊平和教育

E66季刊平和教蕎

Eor季刊呼和教育

E68季刊平和教畜

E69翻蝉和教畜

E7a季刊並判教畜

E71季刊平翻教育

E 72季刊平和教育

E73季刊平和教育

E74季刊平和教育

E75季刊平和教育

E76認定呼和教畜

ET季刊平和教育

E78季刊平和教育

E79季刊平和教畜

εen季刊平和教育

E81季モ呼和教育

Eee季刊平和教膏

E83季刊平和教育

E84季刊平和教育

E85季干1」平和教育

E86季刊平和教畜

E87季刊平和教育

E88季刊平和教育

E89季刊平和教育

Esa季刊平和教育

E91季刊平和教育

E 92季刊平和教育

E93季刊平和教奮

E94勲位z和教育

E95郵1呼和教育

E96季刊平和教育
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重4198含
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15 t982
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i5 19E12
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里61983

16 t983
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16 1983
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松井 久治

2松原多恵子

2坂本光男

松崎徹

2神保映
藤田 秀雄

森寿博
村上敬之介

鈴木光治

空辰男

築城昭平

富田 哲

根岸泉

古谷単一

桑原寅
17量9831e安良城政俊

171993廻三橋 広夫

18 198A

i8室984

18 1984

19 19B4

19 agS4

19 19Bt1

19 19E34

19 1984

2日1985

2日！985

2臼！985

2日1985

2日1985

2日亀985

2t 19S5

21竃985

21 1985

2雀躍985

22 1986

22 1986

22 1986

22工986
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23 1986

gg 1986

2B 1986

23 1986

23 1986

23 1986

24 1986

24 1986

24 1986

24 1986

田原洋子

本間美智子

川島孝郎

片山誠二郎

岸根泉

淵上博

田近治代

坂口 良春

松浦総三

4横上とし子

身近な教材の発掘から一平和学習へのとりくみ

仲間との正しい交わり方を教える

子どもの確かな葵感に迫る一黒い雨の指導記録から一

高校生は平和ゼミナールをどうつくりあげてきたか

酎議を拒否する怠一学習集団づくりを通して一

軍縮教畜の実践的取運

戦争反対・自衛隊肯定の生徒への取罷み

子どもの人権感覚と平和教畜一学級通鱈「はぐるま」の一年間

真実を知らせる

子どもたちを「堀起し」の主体番に

ε‘

齠?C，とIsec忍IJを越える力を

‘‘

ｫ縄戦”は沖縄での平和窪々の原点

わたしは忘れない“モの日！Sのことを

“平和”と“真実llの灯を追い求めて

地域に平和を守るカを

南部戦場地跡をたずねる

沖縄をどう教えるか

主役として変わりはごめた子どもたち

家族ぐるみで反核・平和を

まず状況を正しく知ることからは移めて

自分をみつめなおすことからはじめて

子どもの状況にみあう教材づくりから

戦争をどう教えたか一宗観的心情を素材にして

戦争体験者として「鯨大空襲」をどう教えたか

身近にとらえる「東京大空襲」一小学校三年生1でどう教えたか

現代における戦争をどう教えるか

はばたけ平和に向かって

4こばと幼稚園誕生会をとおして生乳の尊さを

4今井

4大畑

   省三

藤井敏彦
   佳司

磯貝正雄

佐貫浩
小出 涌三

三浦糞
州副 忠子

石原 宏子

潤辺寛己

宮下 順夫

小開 太郎

谷iヨ州和夫

米沢純夫

滝安資治

下川 真剛

磯山和子

平木美那子

市jll広義

開口 勲

今田斐男

大和繁

いのちより大切なものはない

子どもをどう平和に向かわせるか

教育のすべてで平和教育を

中学地理学習に開発教畜を

大学生における平和への開心の構造

日常普段の中に平和教育を

ベトナム・朝鮮を教える

誕生会の中で“いのち”を教えて

親が畜ち，子が育つ

一点突破「五分前甦校」にとりくんで

和美をいじめられつ子にしないために

からだを中核にした入間・いのちの学習

戦後史を学ぶ中て嘩和を問い続ける

子どもの感傷にひびきあうよい教材を

人権と平和を中核にすえて

市民の心を動かしだ地域平三教毒

平和と民主主義の灯をともす文化祭

「生きる力」を育てあう地域の異年麟…団づくり

「暴力・豊凶の暴力をなくす全校集会」に取り組んで

教え子を再び戦場に送らないために

修学旅行生に語りつづけて

実態をみつめ，とことん話し合うなかで

3

教材

仲間

蝉
艦載ゼミナー一ゆ

学習集団

箪縮教毒

簸
人権

実銭

霧
震践

沖縄

難
案践

醐
沖縄

沖縄

黙
蜘莚教育

難
顛

．教材

莫践

禦京大空襲

輿京：紺犠

懸
実践

謝電毅育

実践

簸
囎発敦育

大学

実践

人権鞍育

家庭教湾

曲購嫡
人権毅喬

体

戦後史

教材

人穫

祉会教育

文化祭

祉会教育

実践

実践

修学旅行

鐵



ESU季刊平和教育

E 98季刊平和教育

E99季刊呼和教畜

Elee季干呼和教育

Elel季刊平和教育

E泌2騨応和教育

ε旧3軸弊和教育

口恥季刊平和教育

Eig5季刊平和教育

E126季刊平和教育

EtErr季刊平和離塁

E1218季刊平和教育

臼B9季刊平和教育

El19季刊平和教育

Elll季刊平和教育

Ei12季刊平和教育

E113季刊平郷教育

E214季刊平和教育

El 15季刊平和教育

E霊16季刊平和離塁

E重1マ季刊平和教育

E！18季上り円FZ和教育

Eま19季干i｝sz和教育

E121ZI季刊平和教育

E12！季干1曙Z和教育

E122季刊平和教育

E123季刊平和教青

E124季刊平和教育

E125季刊平和教育

ES26季Pj平和教憲

EIM季刊平和教畜

E128季遡平和教育

EI29季刊平和教育

E13Clt季刊平和教育

E131 季重胴エ和教育

E132季刊平和教育

E133季刊平和教育

E134郵」平和教育

E135季刊平和教育

E136撃H呼和教商

Eler季刊平和教育

E138季刊平和教育

E139季刊平和教育

E1421季刊平和教育

E141季刊平和教商

E142理法1pa和教育

Et43季刊平和教薄

E144季Pj平和教育

E145季刊平和教育

日46季刊平和教育

24 1986

25 19EYr

25霊987

2s agg7

25 19er

25 19ER

25 19Err

25！9ぎr

25 1987

25！9解

25 1987

25 19gy

26 19Err

26 1997

26 19gr

2619留

ぎ71987

a719解
gz lger

or 1987

こ口 19er

ErT 1987

暫1鰹
解19解
28 1987

2S 1987

28！98了

28 t987

28 19er

2919EB冬四方

291988冬大和久

291gge秋白根

291988冬大谷

291988冬吉田
sa 1988

3e 1998

311988夏古聖洋太部

31 1988夏安島 文男

31 主988   前jll新三三良B

31重988夏菊池 英行

31 1998  田燭 時彦

321988 山田 浩

341989 垂木 一夫

36！脚秋若菜俊文

361989秋西村 信友

36！989秋州本 治雄

3619S9秋小宮由公子

361989秋上田 糖一

解1999冬jll島 篤三
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能重真作
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長井 正和
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忍岡妙子
今井 省三

「暴力・いじめのない明るい学校」をめざして

子どもたちとともに“平麺のメッセージSSをつくりあげて

ここからはじめる平和教育

平和を守るためにいま高校生は何を

録書と復刻糞料にもとつく戦争体験学習

いのちの大切さを教えることから

「人問の尊厳」を大切izする教師・学校

“平tc”をテーーマにしたスピーチ指導

空翻1寺刻表を作って

鎧組「燗をかえせ」にとりくんで

地域に根ざす平和教畜

文学の感動をとおして「人間らしい心」を

地域から中国侵略の実像を見る

身近な地域に戦争があった

聞くことをとおして事実を知る一教室と地球の結びつきを：求めて

人間を愛し，禽や人権をだいじにする心を

どの子にもスポーツの感動を

十五年戦争をどう教えるか

r語り継ぐ戦剥本験」から「問いかける戦争学習」へ

20万人の彦醇真を集める

中学校の十五年戦争学習

大学における平和教育一調蓋報告と課題

加害と生命と人間性を考えて

書による平和の詩句制作

平和のイメージ「鰐とノリオ」をどう教えるか

沖認こおける平和教育の実践

人権の海紅こ泳ぐ授業

文学の語る「とりまく社会状況と人間」をどう読ませるか

戦争児童文学をとおして“生命”とSS愛1！を

人間らしさよこんにちは無感覚・無関心・無感動よさらば

真正面から性といのちの教育を

母から子への戦争と平門

子どもの心をとらえる平和教育

高校生の性と学習権

「加’jを意識しながら歴史授業の中で

南京事件を教えて

間接体験にも心を動かす子に一世の中のこ：とに霞を向け詩に綴る樫業一

ヒロシマヘー教踊集団のとりくみ

子どもたちに生き方を問う長崎修学旅行

ヒロシマで「生きる力jを学んだ高校生

広島。長崎で何を学ぶか一人間は，原爆に対してどう生きるのか

大学における平和教畜と一般敦育一力ギをにぎる学生参加

教科を結3韓土学習の試み

昭湘天皇の死をどう生徒は受けとめたか

平和教育を柱とした道徳教育

地域に根ざす十五年戦争の学習

手作り総本で平和教盲を

子どもとともに掘り起こす

地球を守るのは誰

中学校における「核問題Jの実践
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ca 1991春西岡 佑治
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q21991春林  倫子

421991 春駒i橋  て言雄

421991春及川 佐

ce 1991春魚次 龍雄

ce 1991春今井 省三

ag 199！春安達 喜彦

421991春岩本賢治

42 1991春菅野守

421991春成尾 正治

421991春早川 寛司

431992秋浅見 憤一

431992秋大野一夫

431992秋高嶋 伸欣

as 1992秋字木 素直

43tg92秋葛岡 雄治

431992秋土屋 光男

431992秋吹上 早苗

431992秋三橋ひさ子
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松療多患子

大和久勝

大野寿美
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遠藤譲
上中良子
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   敦子
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生命と平和の尊さを文学の感動体験で“

核時代を生きぬくために

幼晃期の子ども一身近なことを題耕にして

命の大切さ尊さをどう教えていくか

いのちと人権を育む母親達の輪

子どもたちに平和の遠縁を問いかけて

国語・文講亥育と平和教育

子どものいのちと人権を守る学校づくりをめざして

生命に触れて，生命をi蘂駕した

今こそ現実を直視する平和教商の実銭を

「語り部」として生きて一長窪を訪ねた子どもたち一

戦争・原爆を語り謎ぐ人に

社会科教育と平和教育

ピース・フロム・ナがサキー修学旅行での平和教育一

ビデオ教材「戦争に反対した人々」をつくって

日常的な取り組みを生かして

子どもの感性に働きかける三つの視点

導爆的なとりくみの中から

人間らしい人間になるための勉強よ

「現代」と出会う子どもたち

英嘉授業の中の「平和教育」

チャップリンと世界の友達から学ぶ

中学三年生と湾岸戦争そして世界

平和を問いつづける子ども・人間を

祖父母の戦争捧験をダブらせるなかで

湾岸戦争とヒロシマの高校生

歴史を学び，湾岸戦争をともに考えた六年生

親子の対話・家族でできる実践を

被爆者のとらえた湾岸戦争と平和教育の課題

戦争展を子どもたちの手で

理科教育と平和教畜

子どもたちの問いかけに応える平和教膏

詩「中国残りゆうこじgの鑑寅を通して

国連憲章の原則にたつ国際頁献

子どもたちからはじまる新しい平和運動

公民学習のまとめとしての湾岸戦争

「君死に給うことなかれ」を教えて

「戦争認講」を聞い直す

ウオズミからナガサキ，そしてアジアへ

A NEW STATE WAR
教科書は平和教育に役立っているか

目で耳で足で調べるわたしたちの「戦争j

人間的共感と仲間意識を一一年生と「がちょうのたんじょうび」を読む一

東南アジアの人々との連帯を地理て堵える

アジア・太平洋戦争の本質を掘り起こして

従軍慰安婦を授業で扱って

演劇教育でめざすものは何か

今，マツシ日から友好のかけはしが

共に平和の担い手として

とうがらしと創氏改名の授業
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 919527師井 糎男

 919527朽葉幹生

中学校の平和教育

小学校の平和教喬

平和のための世界社会の教育

六年単元「平和質易」一デフレ敢策による中小企業不振の打開策を求めて一

原水爆問題をどう教えたか

「原爆と平和」の学習について

小学校で貿まこのように扱ってみた

死の灰の中の子ども

不輸、らの解放

母親の見た教師の変貌

「戦争もの」に愚かれた子どもの実態と問題

この危機的批兄の申で戦争をどう教えるか

戦争を教えた調録

小学校における「第二次世界大戦」の学習

「lliとノリオ」と平和

アジア認識と地理教育

原爆を未来につたえる教育

rヒロシマのうたa

みんなでとりくむ平和教育

福島空襲の言i録と継承

大分の平和教育

地域での聞き取り活動を中心にしたe十五年戦争sの学習

子どもたちに生命の尊さを

学習旅行一ヒロシマの心を胸に刻もう

r平和鞭」3無間のあφみ一高円寺中学校の実獲一

ヒロシマを学if sヒロシマの心を胸に刻もう

地域の平和運動に学ぶ

子どもの歴史意講形成と平和教育

理科教育の中での平和教育

学年集団で取り組む平和学習

平和教奇としての文学教育

学習旅行。ヒGシマ

歴史教育の中での平和教育

足でたしかめるナガサキ

いま，第五福竜戴と私たち

福山空襲をどう教えるか

平和学習の取り組み

いま，核基地をどう教えるか

十五万人の顔

オペレッタ”おこりじぞう1！上演交流一長崎学習旅行の記曇景一

子どもたちのからだを通して学ぶ平和学習

戦前の籔り方（兜童詩）をほりおこして

心に平和を育む子ら

学年ぐるみの平和教育

アキノ大続領からの返信

和光小学校の沖縄学習旅行

福山大空襲と障害兇学級における平和教育

たくさんの人から楽しんで平和を学ぷ

平和のための教育計画

原爆学級

6

中学校実践

小学校実践

懇
実銭

難斐

実銭

実銭

社会科実践

文学実践

地理教育

実銭

懇
実護

妻銭

全熱

歴吏教育実践

実銭

学習旅行

実銭

歴史教育

理科教育

室銭

文学教育

実銭

実賎

室叢

実銭

熱
蝋
実銭．

実銭

鶏
欝．揃

燕

実蔑

実銭

：ii≡銭

方法



G3教膏
G4教育
G5教育
G6教育
G7教畜
G8教畜
G9教育
Gle教育
G！隻教育

G12教育

G13教育

G14教畜

G15教麿

G16教毒

G17教育

G18教畜

G19教育

G勿教育

G21睡中
G 22教育

G23教育

G24教育

G25教畜
G…26教育

G禦教育

628教育

H1歴史地理教育

H 2歴史地王里教育

H 3歴隻島地…里教養弄

H4歴史地理教畜
H 5歴曲地王里教畜

H 6顧地…里教育

H7歴黒地…里教育

H8歴護3圭1地王塁教育

H9歴史地理教育

H！臼歴史地理教育

Hll歴史地理教畜

H12歴史地理教育

H 13殿貴婆里教育

HIA歴史地…里教育

H15歴史地理教育

H16歴聾ヒ地…里教育

H！7歴史地理教育

H18歴史地理教育

H19歴史地理教育

Hn歴史地理教育

H21歴史地理教育

H22歴史地理教育

H23歴要地…里教育

H24歴史地理教育

 91952 7無着 成恭

X61968 1桜河内正明

2161968 1里見 実

2t61968 t新谷清之助

22519688長谷州 百

獣6ag689長谷lll淳
23玉！969 2櫨 一男

25？19Tid 12米田 進

．28巳19729騰弓ム友

鰯IEYr29石上 正夫

28臼19T2 9萩原 治雄

28e｝1叙29小田莫

28日19t2 9渋谷 清視

2921913 本多 公栄

32519T6 朝羽 晴二

4団ig81  塚本 登

旧訓981 ±屋基規

4eg 19823銭貫浩
411 1982

449 1985

Aee 19er

482 1sa7

48？ 1ee7

48219留
a82 19er

533 1991

 2 195iS

2臼1956

木元康博

斎藤三郎

浜本純逸

今田斐男

木内剛
臆村宏一郎

土屋光男

曇霞浩
    9田中震他

    8菅原常雄

2219561t後塵 忠一

28195719珂部 進

l13 19596原忠彦

平和への教育ノート

民族独立の誤題をめざず教育を一わたしの教室の認録から一

教育における戦争体験の継承

父母の戦争体鹸と高校生一平和の思想と歴史教育の基礎一

教育内容研究は敗戦から荷を学んだか その1

教育内容研究は敗戦から伺を学んだか その2

平私教育におけるリアリズムの欠如

「ヒロシマ」をどう教えているか

人民にとって太平洋戦多とは伺であったか一自作スライドによる纈導の試み一

なぜ子どもに戦争を教えるか

読書による戦争の認識

「父母の戦争体験」を記録する運動から

平和を愛する心の養いφために一戦争と人間を描いた兇童文学おぼえ書き一

子どもたちのアジア認識一ある戦争学習から一

原爆漫画『はだしのゲン』を読んで一平和学習を考える一

十五年戦争学習の取り組み一高校生の現状．戦争認講と十五年戦争学習の諜題

平和教育の実践と地域に根ざす教育の創造

戦争体験の継承と平和教育の方法

生活にひきつけて学ぶ一憲法9条と自衛隊をめぐって

地域に根ざす平和教育一「被爆者の手記」を教材化して

大学での平稲教育講義の実銭から

被爆体験の継承と平和教育

平和学習における旨米安保条約と生徒．

いまなぜ，，アジアへの日本の侵略”を生徒と学ぶのか

総代大本営地下壌に国際平和公園。平和記念館を

湾岸戦争と教育の貴任

原水爆と教盲

軍歌を使っての太平洋戦奪｝史（小6）

太平洋戦争史の学習一「父母が語る戦争の歴史」の取扱一

教師は洵をしていくのか一原水爆禁止運動と国際理解の教育一

太平洋戦争の学習の反省一生徒の感想の示すもの一

7829621e歴教協名古屋民族独立．人民民主主義．平和

er 1964 6近藤 守利

雀3219675日塔 哲之

15619696小沢 魔子

158！969 8木本 力

1581969 8代田 毅

158 ageg 8田口勝一郎

1631gre 1広島歴教協

1911餌2 i広商原爆研

19219722飯塚 利弘

矧19T2 2松崎 徹

2191田312野村 惇
21919学312’」、田 莫

219tEfi312渡辺明

mu 19748寺田 英夫

2？rler4 8松羅 車次

2271er48松永 畜男

2271St48福田 勉

22719T48末永 浩

戦争の学習と子どもの認講

平和主義の学習実践（中3）

平和主義の扱いをめぐって（中3）

地理教育からみた戦争離任

戦争体験をどう教えるか

戦争稼験はどう語られているか

平和教育をどうすすめたか（中学校）

私たちはヒロシマを教えられていない

三．一ビ等二と日本の平和遼動一三．一ビ卑二を焼津の子らにどう教えたか一

ヒロシマを原点とした高校「世界史」の試み

高校生にとって「戦争」とは何か一授業への展開一

十五年戦争をどう教えるか一体験記録の実践から一

小学校三年で戦争をどう教えたか一地域との取り組みで一

再講．日中戦争で何を教えるか

長崎．原爆をどう教えているか

憲法九条学習はどのようであったらよいのか

生徒の民主主義の活動を支える歴史教育

長崎の平和教育

鐵
戦争1き．験継承

無
教育内容

教育内容

購
実践

勘

忍割

勘

実銭

霧
実践

方法

簸
実践

糠戸大学実践

畏崎実践

糧田基蛭実践

実践

蕩核実践

麟
蛾
簸
簸

実践

寅鍍

鐵
購
難

路
簸
実践

鐡
無
実践

実践

実践

簸
実践

実践

実践

一 ？



H25歴史地理教育232 tSU4 t2谷臼鋤和夫

H26歴史地理教育 232 ier412石井 重雄

Har歴史地理教育 23919T5 7歴教協大津

H28歴史地理教育2ag lgT5 池田 諌二

H29歴史地理教育24919T5 白鳥 晃司

H錫歴史地理教育2461斬6重清水 潔

H鋭歴史地理教育25319T68益田 幸夫

H32歴史地理教育 2531976 8半谷 弓ム男

H33歴史地理教育25319T68安井 俊夫

H3a歴史地理教育2531976 浅野克己他

H35歴吏地理教育25419769山村 俊子

H36歴高潮拝里教育  緬4 19『6 9安井  俊夫

Her歴史地理教高2瞥19ア8 歴教子広島

H38醐里教育  ぎ7rr lgr8   藤蓬1 一二二

H39歴史地理教育2％1me 8定本 美雪

H40歴史地理教育2801St88枝村 三郎

H41歴史地理教育28臼1978 前田 妙子

H42歴史地理教育28a tgrs 84、林 政弘

H43歴史地理教育2艶1979 6沢野 重男

H44 翻里教育  294 1grT9 8拶e藤  獄

H45歴史地理教育 309198e 平島 正司

H46歴史地理教育 3ag 1989  飛鳥馬健次

H47歴史地理教育 3日9198巴 佐藤 三友

H48歴史地理教育32e 198e 9小出 陸連

HOS歴史地理教育3重3198図11一戸富士雄

H52歴史地理教育 3221981 俵々木勝男

H51歴史地理教育 322198i 安達 喜彦

H52歴史地理教育 332！982 2長友 脩

H53歴史地理教育 33219822早川恒雄他

掃54歴史地理教育33219822村上敬之介
H55翻里教育  334 tg82 3枝村  三fifi

H56歴彗巨重也壬星教育33419823特勝子

H57歴史地理教育 3341982 高山 久幸

H58歴史地理教育 33419823森下 弘

H59歴史地理教育 3341982 3高山 久幸

H〔遡翻里教育33719826jjl島 孝貞β

H61藤葛地理教育3391982 8本間 昇

H62歴史地理教畜339 ig828安達 喜彦

H63歴史地理教育3s919828小松豊
H64歴史地理教育 34日19B2 9高安 正平

H65歴史地理教育 34119821e田港 朝昭

H66酸轡里教育  345 tg82

H留縫更地理教育 3451982

H68歴史地理教育 345！982

H69謝也玉里教育3451982

Hra歴史地理教育 3451982

H71歴史地理教育3451982

H72歴史地理教育 3t151992

H73歴史地理教育 3451982

H74歴蹴…里教育  3451982

佐藤継雄他

寄藤万里子

山川宗秀他

渋谷 清

梅野正信

奥田晴樹

河島五郎

上川義昭

童占川伸宍

母と子とともに学ぶ「戦後史」

地域で戦争をどうほりおこしたか

平和的。民主的主権者を育てる歴史教育

うた．詩．スライドによる53分の授業構成

父母。祖父母の「戦争体験」を聞き綴った「戦争」学習

十五年肇鼻争の賦（小6）

ベトナムの学習一疋藁集Eメコンの流れのように』を使って一

愛知における戦争学習

戦争体鹸から学ぶもの（上）一十五葎戦争の授業を中心として一

平和教育の新しい方向をさぐる

『戦争8ってどんなことだろう（小1）

戦争体鹸から学ぶもの（下）一十五年戦争の授業を申心として一

「ヒロシマ」一戦争と平私の視点から一

小学校 広島への修学旅行

戦争学習の実践

父母の戦争体験に学ぶ

社会科と平和教育一授業内容と子どもの意講一

実践十五年戦争

ヒロシマの直校生は世界史をつくる

原爆投下の授業

小学校六年の”戦争，，学習

よみがえった平和地競尊

父母の戦争体験の継承

rはだしのゲン』を読みあう

子どもたちの”戦争と平和”の意識

戦争児童文学と子どもの認識一平和のねがいと子どもの人格形成

子どもたちが来来形で戦争を語り始めた一平和救畜の課題

「平和と愛」への多面的実践

全校でとりくむ平和教育

子どもの人権感覚と憲法学習（小6）

現代史授業のなかでの平和教育

眼を開かせた「戦争と女性」のとりくみ

広島修学旅行と「原発」学習一窓牲と理性の平和教畜

高校生の広島修学fi桁をむかえて

広島修学旅行と「原発」学習

いま，ヒロシマ，原爆問題を考えるときに

心をゆさぶる物語て戦争を学が

戦争に加担させられた民衆一ファシズムの授業で”Liま伺がだいじか一

加害の面を心にずえた十五年戦争の学習

非行と人権学習一なぜ国民は戦争をくいとめられなかったのか一

沖縄戦と教科書

草の根原爆展と子どもたち

命の大切さをどう感じとらせるか（幼）

生き方にかかわる沖縄学習を

文化の獲得と平和教育

全生徒て鯛べた長崎原爆碑

教科書問題と高校生の戦争認識

ウルタイ民族を抑圧した戦争

いのちこそたから

十五年戦争の学習で何がだいじか

8 一

鐵

慧
実銭

轡銭

鐵
懇
鐡
方法

実銭

霊銭

婁制

禦婁錺

職
教…弩内容

実弾

平絢ゼミ

妻銭

懇
実鶏

葺験纏承

誉講調査

蝉
’糞銭

実銭

婁銭

糞壷

実銭

’糞銭

健護

憲学旅行

修学旅行

懸
懸
鐡
婁践

婁銭．

較科書

実戦

鐡

文化

鐵

実職

歴吏教育



H75歴史地理教南

Hマ6歴史地理教育

Hπ歴史地理教畜
H 78 歴史圭也…璽教育

臼 79 旙護5整地壬西教畜

賛％歴史地理教育

H8圭 届隆蔓三斜画…里教毒董

H82歴史地理教育

H83歴史地理教育

H鋼歴史地理教畜

H85歴吏地理教育

H es歴史地理教育

H8了慰重也王西教畜

憾 ee歴史地理教畜

H89歴史地理教育

H・se歴史地理教育

H91歴史地理教育

H92歴史地理教育

H93歴吏地理教蕎

H94歴史地理教育

H95歴史地…斎き矯

H s6歴史地理野里

HSt歴史地理教育

H98歴史地理教育

M99歴史地a里教育

HItW歴史地理教蕎

Hlgl歴史地理教喬

H．1！12歴史地理教育

Mle3歴史地理教育

H1國歴史地理教育

HtE5』黎竪駐圭也…塁教ヨ誇

Hlee歴史地理教育

Hlor歴史地理教育

B1218歴史地…里教育

Htee歴史地理教育

Hile雇達蜂ヒ地玉里教星

取1歴史地理教育

H112歴史地理教育

Ha 13歴喪地玉里教育

H！14歴史地理教育

H115屋量史L地…里教育

Hl 16搬瞳里教育

H117歴史地理教育

Hl 18歴史地…里教育

H！19歴史地理教育

H12i！1幽趣1里教育

H121歴史地理教畜

H122歴史地理教育

Ha23歴史地理教育

H124酌也…塁教育

345拍82  久保田幸雄

345 ISEI2 安達喜彦

345，982 韻野 紀子

3491ge3 3馬場梅こ郎

34919833沢野 重男

鋼919833礒貝 正雄

3A919833中内 圭子

3itg！983 3大森 正治

349・ls833紐木舞平

349】983 3末永 浩

34919833佐野毅
353 19837我那覇生吉

㈱19937寺困 英夫

353 19837斎藤博

358198312紺野 紀子

359198311由騎 紀彦

361199312江1コ 勝事

36t 重98312麟  正｛言

36宝1993i2鳥山 孟郎

361tg8312沢野 重男

361 198312飯田 裕子

361198312井口 和起

361198312早州 覧鶴

36119B312吉永 循

361198312石井 建夫

361tg83 a2今井 省三

365198q 3甲州 嘉憲

371宝9849古谷 博

EYT119849小林 正弘

378tg852町田 正夫

3351985 8沢野 重男

38519858山近 穎

3891985宝1城丸 毒夫

393竃9862藤崎多患子

3931986 2忍岡 妙子

姻81987 田港、朝昭

ue ag87 河口和之

4191987 1＃島 野選

421！98マ12小岩井保他

421198712前田 一彦

421 1987 ！2高橋  騰

421tggr a2中妻 雅彦

4211ger 12丸浜昭

4221988 1楽部 洋子

42919887富沢 鎮男

434198811篠原謙
A36198812春名 政弘

4361988  家承 三郎

姻31989．．6小林 克己

44319896大阪歴教練

反核運動．平和教毒が高絞生を変える一とりたてての平和教育の案践     実践

子どもたちとともに未来をきり開くために一反核の高まりと平和教育の学習課題実践

地域の「戦争」のあとを歩いて（小）                  実践

長野県／52校が広島へ（高）                    修学旅行

ヒロシマ修学旅行と高校生の交流活動                  修学旅行

七つの諜題を追求したヒロシマ修学旅行                 修学旅行

「祇会科のしおり」で学ぶ広島．萩。阿蘇（中）             修学藤行

市内モうって広島へ（小）                      修学旅行

平和の心と自立を求めて（高）                    実践

長崎．平和の旅                            修学旅行

広島鯵学旅行と事前学習の充案（高）                  修学旅行

共同教材づくり，核戦争の危磯と沖縄                 教紡

中休みの宿題で十五年戦争の実相に迫る

石工さんに学ぶ地域の戦争と平和                    地域学習

いのちと日和の尊さを学ぶ寒風沢島の子どもたち            実銭

平和主義．「自衛隊」をどう教えたか                  実践

「十五年もつづいた戦争』の学習（小6）                 実践

主伽的取り組みで一年中平和を語り続ける                 実践

入はいつ戦争を容認するか（高）                    実践

平和ゼミナールの十年                       実践

十五年戦争の学習                             実践

歴史学習の中での戦争学習        ．                実践

地域の戦｝賭の石碑と教材化（小3）                 実践

修学旅行地「広島」で縛たもの                     藩学旅行

十五の春，いま，平和を考える（中）                   案践

「パパママバイバイ」（中）                 実践

戦争鶴舞がかわったクラス展示                     実践

続・十五年戦争学習の総括                         実践

シンがポールで教えた「皇軍の虐殺」        ．         実銭

平和の歌声と子どもたち                      実践

ヒロシマの父母の歴史と私たち

主権者に育てる戦後史学習一子どもたちに平和で生きる力を一       実践

平和教育の視点から地理学習を見直す                   管鑓教育

学校ぐるみの平和学習（中）                     実践

世界をむすぶ子どもたち（小5・“6）                   実践

ff歴史地理教育8と沖縄

fジャパゆきさん」と日本

ffシ巳とタケシsをめぐって一戦争学習の方法と課題

子どもの目の高さでの十五年戦争学習（小）

小さな町の大きなとりくみ一いなみ町非核・平和フェスティバルー

中学校の十五年戦争学習

小学校戦後史学習のねらいと学習

高校日本史における戦後史学習を進めるために．

詩で学ぶ十五年戦争

中学生の堀おこした東京大空襲

平和への道一所沢米買基地の返還運動一（小）

国際平和の視点から世界を

大学第一学年学生の戦争認識一大学の一盤教畜実践報告

学年ぐるみの平和教育一各国元首からの手紙を教凝に一

戦争体験・戦跡の堀おこしと教材化

謹済優略

実践

購
懇
実践

実践

実践

蕪
実践

実践

塞践

．事．誉・．需強
ノ・．． C一；曜こ1］

案践

実践

．．@9 一



nt25歴史地理教畜 4sa 1989

H126歴史地理教育45！1989！2綿引

HIX歴史地理教育451198912俘藤

H128歴史地理教育45ilg8g

H129歴史地理教育 4511989

H13z歴吏地理教育 451 tg89 t2塚本

H131麟里鮪  an lgge l i吉谷

H132胤也…里鯖  471 1991 4毒圭木

11考える子ども 241962蔓岡本

12考える子ども 2519629斎藤

13考える子ども ユ留1981

J a現代教育科学 6419638阿部

」2現代教蕎科学 ra ig642朝野

J3現代教奮科学 za 19642家本

J4現代教育科学 le619668東井

J5現代教奮科学 董臼619668小宮

J 6現代教育科学 t451959牡安達

J7現代教育科学 15ei鰯 4森下

」 8王見撒育孝斗奪｝ ！71191r2

」 9葦見当轍育牽津喜1 i711972

J l日…広郷育牽斗学  171 1972

J11現代教膏科学171！併2

J12…児f覧毒突撃欝1711972

Ji3現｛傲育無学  1711｛昇2

J14王見十轍密結…2131975

」 15…児代議曳育孝実学 297 1981

K 1平和教育学際研2）！988

K 2平和教育学際研究H988

K 3平和教育学際研究11988

K 4平和教課野際研究11998

K5平和教奮学際碩究11988

K 6平和教育学際研究21989

Kマ平和教畜学際研究21989

K8平和教育学際研究219B9

8柳

3沢田

3大田

3山崎古都子

3木全 草枯

3沢田 和明

3藤本文朗
3木全 半助

3沢田 和明

小堀俊夫
   光友

   一之

峯村勉

志村誠
   登

   容子

   恵

   正

   充

田仲莞や

   進

   勉

   芳郎

   雛

   隼人

   善彦

   弘

高橿昭三

西田光男

尾河直太郎

吉田悟郎

本間 昇

小沢 有作

森田 俊男

  久雄

   和明

   勝司

最終学習で骸兵器の時代を考える                     実銭

職場・地域に平麹のケルンを                      実践

地域の出征者調べから学ぶ                       実銭

戦争遣跡オリエンテーリングー日鴬的に平和教育にとりくむ         実銭

吹田にも鞍争があった一吹田の空襲と人々のくらし            婁護

該戦路体制と第九条                          高校実践

平和学習／アパルトヘイトを考える                  実叢

戦死者の墓碑調蛮から十五年戦争を                    契銭

第二次世界大戦下の国民生活                      禽銭

わたしは薗をきめてにどのように｝罐計画を立てたかt一六年「世界平枢弊覇鐸の実銭

子どもらと平秘を求め読けて一中学三年間の実践記録一          i燕

現代っ子の戦塾観                            雲態

基地の子どもと教育                             婁態

不感疲でいいものか                           寅態

赦し乞いつづけてきたのだが

科学的な戦争観確立の過程

教醸践の課題としての戦争学習

平和，i舗教有の立場から考える

小学校六年の社会科で「アジア」を扱う視点

生徒の虫酸実態をふまえた莫践

民衆の連帯と加害を教えること

世界の基本的関係の中に「アジア3を

自己の意識の申のアジアの問題

戦後教育におけるfアジア」の欠落

特撮平和教育の内容．方法をめぐる問題点

戦後教育における人権．平等．平和．反差別

年度講義の総理と問題点

戦争児」辮教材の検討

開講に至る過程とカリキュラム構成

社会科における平和教育の到達点と課題一く戦争学習〉の実践史

滋賀県下の平和教育の現状

平和教畜の教材としての「UIetとDUCJ

「日本の儀賂」はどう教えられているか一東南アジアの歴史教科窪

体育と平和教育

室嫡方法

案銭

装鱗嫡

麟

大学教育

大学

醐欝
歴史

鍵査

禰
頻・亟

鵜教育

1） 広島平和教膏研究所

2） 平和教育の課題と方法に關する学際的研究

t日 一



2．「政治レベル」の部
誌名 uOL年 月 著者名

翻B  1 教育学研究    491982

B2教育学研究  541g留

B 3教育学研究  541987

C4平和教育研究  81981

C 5平和教育研究  161989

D6国民教育  増刊198臼1山川

D7国民陪聴   221｛N’4秋趣ケ崎暁生

D8国民教育   381978秋神田

D9国民教育   45198臼夏深山

D遡国民教育   45198Eli夏木下

D11国民教育   45198e蔓森田

D12国民教育  47198t冬深山

D！3国民教育   541982秋小順

Di4国民教育   541982鞍海老原治醤

D15国民陣幕   551983

D16国民教育   551983冬渡辺

Et7季千｛jilZtu教育 519776F讐井

E18季刊平和教畜  519776森田

E19季干坪和教畜  719781大槻

E2邑帯副蝉和教取零 91979

E2！季刊平和教育 1臼1併9

E22季刊平和教育  雛1鰯

E23季川平和教膏  ま31981

E24季刊平和教育 1419E2 2谷期

E25郵墜『F和教育 雀41982 2成尾

E26季刊平麹教育 421991春森田

Eor季刊平和教育 431992秋大槻

F28カリキュラム 129 tg598持田

F29生活教育   2！3 tg6＄8池上

F3日目活教育   鎗91解48丸木

F31生活教育   3姻1鋳7 8丁目崎暁生

G32教育     2i61968 1堀鐸i

G33教育     2261968 1山住

634教育     4et 1981

H35歴史地理教鳶 33219822宮地

H36歴史地理教育 441 ag894引照

Jer現代教育科学 52！9627海老原治善

j38現代教育科学  sa 19629海老原治善

J39…見輝輝科学 9919662タミjll

Jca現代教育科学 t26 ig684船山

」増現代教育科学 tg｛！119738森田

J42現代教育科学 1911併3 9森田

日本教育学会平和の問題ならびに教科書髄度に關する意見調査

柿沼 秀雄 外国入学校劉度と平和教育

藤井 敏彦 平和教育からみた臨教審第二次答申

藤原 彰  戦争と教育（講演）

中野光  今こそ子どもたちに伝えたいこと一教育課程全面改訂を前にして

   剛  長崎県教育行政の反動化と平和教育

      田中内閣の文教政策のファッショ的展開と平和・民主教育

   修  戦後教育改革と教育委員会湖度

   正光 教育の「国際化」政策と国民教育の課題

   春雄 八十年代高校政策と新たな多様化

   俊男  「有事」体制と教育学徳政策

   正光 覇発教育と新国際経済秩序

   正人 『行政改葦」の諮理鍮と教育費問題

      「国の歩みを変える」臨調と教育政策の動向

揮ケ崎饒生 教科書問題の国劇ヒと新展開

   起造教科書制度の問題点と改革のために一とくに蝋択と寡占化について一

   節夫 平和教喬と教科書検定一教科書裁判にあらわれた検定実態を中心にして一

   俊男 平和教麿のあゆみと憲法・教湾基本法

   健新学習指導要領と鞠教育

岡饅 国屋 平和教畜への抑圧に抗して一・長崎における嫉爆教師・原爆題題と教育行政一

深山 正光 子ども・脅年の危機と現代のファシズムー独占樋年代戦賂と教育の諜題一

竹内常一

藤原彰  防衛問題と教育

   彰英 教科書問題を教育問題に

   正治 教科書「偏向」攻撃の本質

   俊男 過去の反省と平和教育

   健  教科書問題を通して日韓關係をみる

   栄一 戦争黄任と教育行政

   正道子どもたちの進路を戦争につなぐな

   政臣 教育は政治の下僕であっていいか

      今日における平珊珊湾一ユネスコ勧告と憲法。教畜基本法一

   輝久 平和教育の前提

   正己 戦後教育改革の出発点と基本精神

永井 憲一 憲法と教育と平和と人権

   正人 戦後民主主義の破壊をねらうもの

   邦崇 「平和」を捌ずながら平和を嫌う新学習指導要領

      日本帝国主義の復活と教育政策（上）

      日本帝国主義の復活と教育政策（下）

   徳光 教育政策の軍国主朝ヒ

   謙次 戦後民主主義教育の批甥と展望

   俊男 学制百年の虚像とi剣象 「島国強兵」の教育政策批判（1）

   俊男 学制百年の虚像と実像 「富国強兵」の教育政簾批判（2）

    毒類

調蛮   ア

魍人学校ア

臨教審  ア

反動教育化ア

教育課程  ア

     ア

     ア

     ア

國際化

高校

第二臨調

教科讐

行政

検定

憲法

ア

ア

ア

ア

ア

ア

ア

ア

ア

ア

学晋指導要績ア

平麹激韻圧ア

     ア

新能力主義と教育のファシズム化噺学習指導要領における忠興競争¢製織じ学習搭導蚕領戸

騎

剥蝦審批判

脅学・尊国司

平額教養逆流ア

     ア

藪後教紐女叢ア

     ア

教科書攻撃ア

学蟄鑑i華要領ア

     ア

     ア

     ア

民主主義教薄ア

     ア

     ア

ア

ア

ア

ア

ア

ア

ア

lt 一



」43現代教育科学

C44平和教育研究

ct平和教育研究

。2平和教趨研究

。3平和教商研究

。 4平和教育研究

D5国民教喬

D6国民教育

D7国民教育

D8国民教畜

G9教育
Gle教育

Gtl教育

A12平和研究

A1平和研究

D2国民教畜

D3国民教膏

P4国民教育

D5国民教育

E6季刊平和教育

E7季刊平和教育

E8季刊平和教訓

F9生活教育

G19教育

G11教育

G12教育

J13現代座商科学

」14現代教育科学

J15王見脚下牽琴学

J16現代教育科学

19219731e森田

マ198日

？ig8臼

7 19gg

8 1981

8 t981

増刊1981

451gge夏伊ケ崎暁生

451989夏伊ケ綺暁生

61 1984

2！61968 1食罵尺

3211併4

4a2 19su

 5 1981

 5 t981

53 1982

541982秋稲葉三千男

M1982秋古籐

581983秋今泉

 51grr 6金子

 8 1su8

12ig8臼

tg519653三宅

119196臼1臼山本

2161968釜中内

as tg688田港

ra 19S42松永

14！19697行田

162！erl 2市lII

3日81982

   俊男 学制百年の虚像と実像 「竃国強兵」の教育政策批判（3）

広 平 研 軍事力増強と教科書問題

大西 典茂 「コミュニティ政策と教育jへのとりくみについて

田村和之 コミュニティ振興政策の虚像と実像一二つの実践地区研究から一

佐中 忠司 県政の市町村権限委譲とは一「地方の時代Jの内実一

江島 修作 広島県のコミュニティー政策と財政問題

申野新之祐他「コミュニティーづくり」への批判的接近（その1＞

     国際化政策と平和。軍縮教育

     財政再建政策と教育財政

堀尾 輝久 産業政策・地域政策の新展開と教畜

   文夫 憲法．教育基本法の理念と平和教育

広木 克行 四十万トンの農薬の下から

鄭  雅英 日本の経済進出と「国際理解」の教膏

安仁屋政昭 侵賂の歴史と”日本と朝鮮”

鎌田 定夫 戦争体験の継承

山lll剛  沖縄．広島．長崎をつなぐものは何か

     平和教育遼動をきりひらく一二．一観究集会の意義

   直廣 民主主義擁護と日教組大会

   克己 憲法を守るたたかいとして一揖教線長野大会を準備して一

   龍吉 Bの丸・君が代に抗して

三宅 信一 高知のおける平和教育のあゆみ

酒勾 一雄 地域の平和逼動と平和教膏一釧路の平和運動と平和教as・一

   信一 地域における青少年の粗織化と平和教育

   幸雄 平和蓮勤と教育達動一平和教育の諜題をさぐる一

   敏夫 平和のためにたたかう教師一国民平和大行進にいたるまで一

   朝昭 平和の理念と教育的立場

   翌一 日本教育における沖縄の地位

   良雄 基地闘争の書ずかしさ

   正昭 平翻．民主主義のたたかいの時代

横田 三郎 反戦平和教育運動の「再生」

孝嫌讐

ア

ア

イ

イ

イ

コ．ミユニティィ

コミュニティィ

国際iヒ  ィ

教湾財政 イ

産業謙
法

1・き』撃継承

ず1．解謎承

勲緒運動

鉾組運動

中口1鋤

イ

イ

イ

イ

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ

隼織…鋤教育ウ

漣霧鞍畜  ウ

聯磁育課題）

     ウ

     ウ

     ウ

Ll館基地闘争ウ

学峯潭動  ウ

     ウ

一 12



3。「思想．平和観のレベル』の部

翻 uOt，年月著者名 爺文題

B！教育学研究

c1平和教育研究

E1季刊平和教畜

E2季刊平和教育

E3季刊平和教育

F1生活教喬

G1教育

G2孝嫡

G3教育

G4教育

G5教育

G6教育
J1現代教育科学

」2現代教育科学

」3王見鰍育科学

     8目元

 圭19511i勝田

 9 19527宗像

 9tg527竹内

3219545田田
48219留

512 1989

1e619668安田

145196911二二

2ilP6197411石田

    3安井惣二郎

5臼1983

 8 198t

23 1986

3日1988

36 1989

465望987

K1平和教育学際研究11988

藤井敏彦

一之瀬篤

本多公栄

藤井敏彦
山口 和孝

   浩

   守一

   馳

   塾

藤沢法暎

藤沢法暎

   武

   明

平和教育からみたフレーベルの教育思想

「地域主義」なる思想の吟味一なぜ「ちょっとひっかかる」のか一

人間の尊厳に科学的社会認識の翼づけを

力喀を教えることの．Ut

国蒙神道の歴史と平和教育の課題

平和のための人格的基礎を渚える

く平和教育〉の倫理的支柱

平和と教師の役割

平和教育の考え方について

自分たちがひき起こした戦争一日本人の戦多観に欠落しているもの一

戦争をふり返る二つの形一西ドイツの自己批遡，日本の自愛

戦闘験の思想化とその伝承

糞の平和教育を

核時代の閉講に立とう

イギリスにおける窺密思想の伝銃と論争題の教育

教育思想

地域主義

神道

人世

倫理

思想

西ドイツ

思想化

工容二陣

4．「平和数膏全体像のレベルJの部

謡 uOL年月 著者名 纐A1平和研究

R2平和ff究

禽3平和研究

A4平和研究

A5平和研究

A6平和研究

A7平和研究

臼8平和研究

B2教艀研究
B2教育学研究

B3教育学研究

B4教育学研究

B5教育学研究

臼6教育学研究

B7教畜学研究

B8教育学研究

B9． ｳ育学研究

B旭引馬学研究

Bal教宿学研究

B12教育学研究

Bt3教育学研究

B14教育学研究

Bt5教育学研究

Bt6教旨学研究

B17教門学研究

B18教育学研究

2 lgT8

2 lgT8

2宝978

2窒9～8

5 1981

5 t981

7！舘2

7 198？

5日1㈱

5日1983

51 198t1

51 1984

53 19B6

53 1986

54 agEerr

55 1988

55！鈴8

56 1999

ss 19S9

56 agB9

571鰯
57 199B

58 199t

58 199t

58 1991

59 1992

大槻和夫

山本満

浮田久子
J．力噛ルトゥンク“

堀罵輝久

堀江宗生

堀江宗生

越田稜

藤田秀雄

佐貫浩
藤沢 法暎

山住正己

福島達夫

太田忠男

田中治彦

長浜功

藤沢法瑛

安川寿之輔

藤田秀雄
王  智新

清水 寛

笹川孝一

谷川彰英

中野光
竹内 久顕

西野節男

広島における平和教育の歩みと今日の課題

「平和教育」への問題提起

日本と海外の平和教育の接点を探る

平和のための平翻を体した教育一それは再能か

「平和と教育」について

平和教育学を目指して

平和教育学の方法輪

忘れられた植民地

ユネスコ．軍縮教育論とわが国の課題

平和教育の条件と方法

ヨー1｝yJ、。の歴史教科書づくりにおける国際協力

瞬宿教育国際シン＊。ジュームの成果と教旨ll

平和教商と環境教育をつなぐもの

各国の社会科教科慰こみる戦争と平和

開発教育と平和教育

教育の戦争責任について

平和教育と戦争費任

教育の戦争黄任をになうとは

教育の戦争責任に対する問題提起

日本とアジアの関係から

随署者の人権と平和教育

「環太平洋経済園」時代の平和教育

異文化理解と平和教商

両大戦間期の日本の平和教育

目口教育学会堂題溺究「平和教畜」の経過と課題

イスラームにおける聖戦．平和教育

歴史

全体

比較

実践方法

平和と教育

全体

方法碗

構造批判

ユネスコ

教育方法

外国の教科蜜

運動

環境教育

教科書

開発教育

戦争貰任

戦争責任

大学

戦争責任

全体

人権教育

構造認識

異文化理解

殿
鹸
イスラーdi
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B19教育学研究

c1平和教育研

C2平和教育研

C3平和教育研

。4平和教育研

。5平和教育研

Dt国民教育

D2国民教育

D3国民教育

D4国民教育

D5国民教育

D6国民教育

D7国民教育

D8国民教育

D9国民教育

Dle国民教育

Dlt国民教育

D12国民教育

D13国民教育

Dla国民教育

D！5国民教育

D16国民教壽

D17国民教育

D18国民教育

D19国民教育

D2｛ZI国民教育

D21国民教畜

D22国民教蕎

D23国民教育

P24国民教育

ma国民教育

腱6国民教畜

Et季刊平和教育

E2季刊平和教育

E3季刊平和教育

E4季刊平和教育

E5季刊平和教育

E6季干呼和教畜

E7季刊障和教育

E8季刊平和教育

E9郵塑平和教育

E1日季刊平和教南

Ell季刊平和教育

E12季刊平和教育

E13季刊呼和教育

E！4奪≡二Fj工F孝口教育

E15季刊平和教育

El64Sy画ヱ＄口教畜

田7季刊平和教育

EI8郵日平和教商

591992 藤田秀雄

11ErT3 藤井敏彦

i1973 庄野直美

7198e 木本忠昭

平和教育の籍たな課題

平和教青の基礎的課題

平和のための条件一平翻教育内容の考察をめぐって一

東ドイツ学校教科魯にみるヒロシマ

111984かル．JYt］P．‡“1；10一ドイツ民主共和国《東ドイ」）の十年潮学校における平和教育と昆族友好の教育

 161989 藤井敏彦

増刊198e 1森田 俊男

増刊1989 石田 明

増刊19891石田 明

 181973秋藤井  奄史彦1

 2219マ4秋石田 明

39 1979 深山正光

 481981 森田 俊男

 491981 森田 俊男

 501981秋森田 俊男

5219ESt～ 森田俊男

531983夏森田 俊男

 541982秋森田俊男

 sc 1982  網沢 瑞男

541982 飯島宗一

 551983冬森田俊男

 561993春山住 正己

 561983春森田 俊男

 571983璽中野 光

 57 1983 夏 毒§ケ繊望三

 57 1983璽 籍i田  ｛垂を男

 57 1983 夏 太田  忠男

戦争．平和を綾軸として見た教育

八十年代教育政策と国民教畜研究

平和教育の今日的誤題

平和教育の今日的課題

平和教育と国際連帯一平和教育の今日的課題一

平和教育運動の新たな高揚のために

現代教育の基本的特徴としての平和教育

平和．軍縮＝新しい世界秩序を一国民教育の危機へのとりくみを通して

なぜいま平和．軍縮教育なのか

平和教育一人道と理性。ヒューマニズムの教喬について一

平和教育の基本概念一平和．軍縮．開発．人権．人道について

教育課程上の基礎概念：

人格の完全な発達と教育的配慮

いまこそねばり強い平和教育の敢り継みを

平和と教商

平和教育における軍舘教育一その内容と方法一

平和教育と教科轡問題一沖縄住民虐殺記述の抹消への抗議から一

平和・軍縮教畜における国際協力

軍縮教育における「もっとも想像的獄教育方法」とは

教科書改善の国隈的協力の経験から（資料と解説）

戦争。軍隊（自衛隊）をどう教えるか（1）

西ドイツの教科書と教育実践

581983秋民研所員会議戦後教科書にみる「十五年戦多」叙述の変遷

581983秋森田俊男

651985 森田 俊男

651985璽国民教研1）

661985秋藤原 彰

ユ1976

1 lgT6

1 ，1976

1至976

2！9マ6

2 19？6

219了6

2 lgr6

31斬6
3 lg76

3ユ976

“grr
4 lgT7

4 tgn

5 19R

51㎝マ

5 lgr7

5 lgrT

石田

徳武

藤井

擁
城丸

瞬合

石上

三上

城丸

式部

木下

3太田

3大田

3星野安三郎

6金沢嘉市

6石田 明

6遠藤芳信

6中村勝彦

明

敏夫

鵬
芳信

牽夫

産

正夫

満

章夫

覚

秀明

卓

尭

戦争・軍隊（自衛隊）をどう教えるか（2〕

ユネスコf改革」とは何か一その争点と平和。軍縮教膏の課鍾

現・擬癬

全体

教膏内容

掴
外国

全体

全体

全体

全体

全体

全体

全体

教科書

團際協力

タ｛癒の救科書

：｝慰の載稗露

教科書

ユネスコ

平和教畜に関する教科書の国際比較一ヒ［駅・効“り‡，第二次世界大戦，平和畠軍縮教科書

南京大虐殺と教科書・教育問題

平和教育の今日的課題

社会科教科書にあらわれた戦争観の変運・分析

平和教育をどうすすめるか

軍隊教育の研究／在郷軍人会

軍は兵士に戦争をどう教えたか

体験を継承させることの意味

国語科教科書にあらわれた戦争観の変遷・分斬

戦争体験をどう継承するか

平和のための学校行事殴定の意義

行事にとりくむ教師集団

軍隊教育と国民教育のかかわり

軍は，軍隊生活をとおして，軍人精神をいかにたたきこんだか

平和教育は入格形成にどうかかわるか

日本国憲法が要求する人格像

わたしの戦後教育を支えたもの

被爆教師三十年のあゆみ

R隊教育はいかなる教育方法によってなされたか

横須賀における平和教育のあゆみ

全体

戦争観

全体

軍隊

軍隊

捧験継承

戦争観

f宇験謎承

行事

行事

軍隊

憲法

軍隊

平釦教育遷動
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E19季刊平和教育

sw季刊平和教育

E21季干興三和教育

E22季刊平和教育

酸3季Pi1iZ和教育

E24季刊呼和教育

Ut季干坪和教育

E26季刊平和教喬

ev季干呼和教育

E28季刊平和教育

me季刊嘩和教育

E3Ql季刊平和教育

E31季刊平和教育

E32季刊平和教育

E33季刊平和教育

E34季刊平和教毒

E35季刊平和教育

E36季刊平和教育

Esu季刊平和教育

E38季刊平和教育

E39季刊平和教育

E4e季刊平和教育

E41季刊平和教育

Eil2季刊平和教育

Eas季干拝和教育

E44季刊平和教育

Ea5季刊平和教育

E46季刊平和教畜

E4？季干呼和教育

E48季刊平和教畜

E49季干ljSTZ和教育

Esc］季刊平和教育

E51季刊平和教育

E52季刊平和教育

E53季唄坪和教育

E54 季刊耳三和教育

as季刊呼和教育

ms季刊呼和教育

E57季刊平和教育

me季刊平和教育

E59季刊平和教育

E6a季刊平和教育

E61季刊平頽教育

E62 季刊平和教育

E63季刊平和教奮

E64季刊平和教奮

E65 季干艦耳Z和教育

E66季刊平和教育

E留季刊平和教育

ms季刊平和教育

6 lgrr

6 lgrr

6 lgr’r

7 lgr8

7 lg78

？ lgrs

？1所8

8 lgT8

9 lgT9

9 iEU9

9 lgT9

9 tor9

畑19T9

111鵬
！1棲鰯

！2霊鰯

！3重981

隻319Sl

玉3宝981

玉4霊982

14 1982

15 19S2

15玉982

15 IEB2

16！舘3

16 1983

16 1983

逮藤芳悟

本多公栄

森下 弘

t久保全雄

t深山 正光

t末永栄子

永井滋郎

軍隊と学校の教育方法はどうかかわっているか

子どもの戦争観はどうなっているか

窟校生の戦争観の変遷

生命と生活を守る闘いと平和教育

國際連幣と平和教育

アメリカにおける平和教育

ユネスコの平和教育一国蹄里解。国際協力及び平和のための教育一

小笠原英三郎地域に学ぷ平和教育

臼井 嘉一 戦争学習の再検討

城丸 章夫 未来につなげる載争の学習

坂口 便  平和教育は人類の生存にかかわるいとなみ

岡倉古志郎池世界の平和教育・平和研究

2木下

1719931e深山

t71wn Is森田

ユ？19831Z大城

a7 1983 1B 田港

ユ7 1983 to瀕

n19854寺田
21 1985

21 1985

2雀1985

22 tgEifS

22 1986

23重鰺6

24霊986

241認6

261餅
26 19er

26 19EYr

ne 19EYT

291gs9冬江ロ

291㈱冬石子
2919B8冬横州

en 1988春山岡

3臼1988

林友三郎

城丸章夫
太田 昭臣

藤井鮫彦

鎌田 定夫

能重爽作

深山正光

   秀明

大田 尭

吉村徳蔵

今井省三

志摩陽伍

田］II時彦

大槻和夫

城丸牽夫

   跣

   俊男

   保英

   朝昭

   浩

   英夫

岡倉登志

深山正光

木本 力

藤井敏彦

藤田 昌士

城丸章夫

服部潔

竹内常一

安達喜彦

高嶋伸欣

佐貫浩

山住正己

   鞠

   順

   嘉範

   和範

藤原彰

現代における非行の特質

忠節について一軍人勅諭と教育勅語の醗究一

ゆがめ・おしとどめられる子どもの発達

八十年代と平和教畜の課題

ユネスコ軍縮教畜世界会議の意義

SFfiの右傾化

軍縮教育とは何か一その動向と課題

学校教練繍

道徳教育としての平和教育

人権正義を生きる力として，どうつかませるか

何よりも生動と平和の尊さを

人格発逮疎外の克服と平憩教育一平和教育をとらえる主体的視点

日本の平和教育と！購教育の課題

文学教育と平和教育

集団づくりと平和教畜

非行・暴力問題と平和をめざす教育

沖緯問題一日本の平和・軍縮教畜の諜題一

沖縄で基地をどうとらえさせるか一侵略の薔担者ならないために一

沖纒の基地と教薄

人格における平和の縮造一非行問題と平秘教育一

戦争遺構・遣跡を保存する意義

世界の貧困と飢餓の背景

アジア・アフリカをどう認講させるか一国際理解教育の観点から一

現代における地理教育の現状と課題

いま，あらためて平和教育を考える

平和教育と人権尊重一平和教育と道徳教育との現代的な結節点を求めて一

生きるめあてを育てる平和教畜

いじめ・暴力にたちむかう子どものちから

平和に生きる権利とはなにか一現代の子どもの強迫的傾向にかかわって一

「語りつぐ戦争体験」から「問いかける戦争学習」ヘ

シン：ザポールの教科書と日本の戦争責任

戦争体験学習を問い直す

文学・文学きと平和教育

生活させて表現へ，そして話し合いを

平和教毒の視点から映像文化の検討を

学校は文化のとりでになりうるか

平和の思いを子どもの心にとどける

日本の優賂戦争と教育

15

軍隊

翻
実態調蜜

全体

アPt iJ力

全体

戦争学習

戦争学習

構造的暴力

重国主義教育

構造的暴力

全体

ユネスコ

構造釣暴力

全体

構造的暴力

課題

綿集団づくり

構造的暴力

沖縄

沖縄

沖縄

構造的暴力

戦争遣構

構造的暴力

国際理解教育

地理教育

構造的墾力

全体

構造的暴力

構造的暴力

全体

敏科書

平和認識

映像文化

文化

平和教畜



E69季刊平和教育SU lge8 木村宏一郎

E7z季刊乎和教育3a lsgs夏森田俊男

E71郵三和教育 31 agS9夏DY：一・モリ》ウ

Eva季刊平和教育361989 藤井 敏彦

1r3季刊平和教育3619Ere秋山口 和孝

E’r4季引坪和教育su lgge冬安斎 育郎

E75季節平和教育37窪99臼冬藤井 敏彦

E76季弔呼和教育 38 agge 平出 健二

ET7季刊平和教育 49199雀春森田 俊男

E78季刊平和教育 an 199t春汐見 稔幸

E79季刊平和教育411991秋佐貫浩

E8［S季刊平和教育A21991秋広木克行
E8曳 撃臼三三FL和教育  42 1991 春 城丸  章夫

E82季刊平和教毒 421991春9⊃、〇二・瀞Mイ

E83季刊平和教育 43！992秋ムレf・随の

F1カ，ノキュラム 4519529上原専禄他

F2カリキ」ラムt2919598大熊 信行

F3生活教育

F4生活教育

F5生活教育

F6生活教育

F7年遅教育

F8生活教奄

F9生活教育

Fte生活教育

Fll生活教育

F12生活教育

F13生活野阜

F14生活教育

F15生活教育

F16生活教育

F17生活教富

FIB生活教育

門9生活教育

F2e生活教育

G1教育

G2教奮

G3教育

Gn軽罰

G5教訓

66教育

G7教育

G8教育

G9教畜
Gle教育

H 1歴史地王里教育

H2歴史地…里教育158 1969

H3測地…里鯖3図e 198e

H4歴吏地理教育313298e 1霊亀山

H5歴史地…里教育3261981

勿匪1965 8櫛根 箔

2el 1965 s若狭蔵之助

2ea 19658安田 武

21319668宮川 寅雄

m6！9788空辰男
3聞198e 8石田 明

am 19898外山 英昭

鋤198z 8船山謙次

鋤19808原田 真市
38臼IS838ゴ輿望ノ東琴毎替

3821gea旧鉛山 謙次

383198E］11鉛山 謙次

384198e 12鉛山 謙次

42819847山科 三郊

4増19858jl沿 章

45319868黒田万千代

47？1988 8深山 正光

477重988 8横川嘉範他

 919527騰田守一他

919527宮原誠一他

18619658遠藤 豊吉

216196B 1菊池 鮮

2161968  1 大田  尭

2161968 1坂元 忠芳

24519Te 2山住 正己

3611978 石田 明

4821ger  西川 潤

5ts 1989 械井 淳志

er！9646本多 公栄

    8八幡陸郎

     城丸章夫

        利子

     森田 俊男

十五年戦争における日本のアジア侵略を学ぶ

ヒ日ジマ・±n“tt‡をたずねることの意義一歴史を心に刻むということ一

ニュージーランドの平憩教育

平和教育の到達点と当面する話題

国家神道の歴史と平和教育の諜題

いま核問題をどう教えるか

平和教育の累々点と当面する課題

いま，子どものいのち，人権を

掴
修学旅行

二■一一ij”’一ラ）ト“

全体

平燕孝騎

全体

全体

世界平和のにない手に膏つこと一子どもの権利条約舘条戯湾磯自的」塀1るついぐ地連憲章

映像文化と認講の問題

日本と学校にとっての湾岸「戦後」を考える               湾岸戦争

湾岸戦争を通して平和教育を考える                 大学

戦争観の再検討

フィンランドの平和教育思想                    フィンランド

カナダの平和這動と平和教1商                         ht9“

民族の運命と教育

対談教師の戦争翼任

捧験の伝達と教育                           鈴韓承

戦争をどう教えるか一戦争とは何か一                戦理学雪

教師．おとなの戦争体験と教育                     捧験謎承

平和の危機と教育者の責蓬                ．      責任

再起する平和教育一ヒロシマ教薄の歩み一              歴史

地域における平和教育／広島                      全体

地域における平和華商／山口                       全体

戦争と平和の教育史（1）                      教壇史

地域における平和教育／長崎                     全体

今こ：そ，麗麗平和の教育を     「              鞠酵2薄

戦争と平和の戦育史（2）                     教齎吏

戦争と平和の教育史（3）                       教範史

戦争と平和の教育部（4＞                      教育史

平和教育の緊急な課題一核戦争の危機のなかて堵える一          課題

戦争体験嵐化の中で一戦争をどう教えるか               誌験風化

いat ）あらためて問う平和教育・                  課題

教育本質論としての平和教育                      教育

子どもの心に響く平和教育を求めて                 方法

平和の条件をつくるために

計画的実践の成長

戦争体験の継承の結接点をもとめて                   軽争藩験言承

だれになにを雷っているのかわからない

一つの感想として

教育における平和の意味

民主主義と平和の教育の再確認を

国適軍縮特別総会と平和教育                      アメリカ

いま地域て呼和教育を

現代日本の教育理論の農開と諜遠

近．現代史学習の再検討一大東亜戦争公定論と近代化論への対決一

生きのこったものはなにがわかれぽいいのか

一九八○年代の平和教畜の課題

巨弾，戦後教育の被害毒意講につbて

平和．軍縮教有の課題一人亀鑑の新たな局面を切りひらくこと

全体

課題

被箸嶺意講

全体
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H6歴史地理教畜342雀9821臼森田 俊男

擁7歴史地理教畜3t131982 安違 醤彦

H8歴史地理教畜35319837吉村 徳蔵

H9歴史地理教育35519838太田 哲男

H把歴史地理敏袴358198310吉村 徳蔵

削歴史地理教育362198a ！辮上 敬二

H12歴史地理教畜3留tgs4

H13歴吏地理教畜3ge tgEY53安達 喜彦

H重4種護史瞳璽教膏38図1985 3｛左貫 浩

H15歴史地理教育421199T 12佐々木隆覇

田6歴史地理教育A211ge712佐藤 守

H17歴史地理教育4361938！2鈴木 亮

H18歴史地理熱闘a361998 a2森由 難語

H19歴史地理教育436198812鵬由 孟郎

tl考える子ども1311198（］ 小野慶太郎

J1王晃代教育科学 6119i3 5西郷 竹彦

J2現代教導科学 64！9638東井 義雄

」3日前f轍育科学  64 1963

J4現代教畜科学64 ig638山田 宗睦

J5現代教育科学1as隻966 8小川 太郎

J6現代教育勤学106輩9668正木 欽七

J7現代教育科学1471gre 1石田 明

J8現代教育科学16B lgTl 2丸岡 秀子

」9現代教畜科学16t！I lgTl 2富田 博之

Jle現代教膏勤学a6E｝！9U12酒井 忠雄

Jl 1現代教育科学16日置12小原 秀雄

j12現代教導科学16ete112玉田 勝郎

J13現代教育科学16219Tl 2石田 明

J14現代教育科学16e 19Tl 2歓喜 隆司

」15現代郷里科学16e lgrl 2前田 秀男

J16現代教畜科学1631grl 2西尾 幹二

J17現代教育科学t6s］tgTa 2日中彰

」18現代教育科学16e ler12上野 実義

J19現代教育科学16日10r12内田 宜人

J2日現代教畜科学16巳19ア12八杉 龍一

J21三見f轍育＄斗学16e lgU1 2序幕古志fifi

J22現代教育科学1731972 石田 明

J23現代教育科学2951981 海老原治善

」24現代教育科学3121982 海老原治善

K1平和教育学際研究19883村田 昇

K2平和教育学際研究1989 3住岡 英毅

K3平和教育学際研究19893黒田 吉孝

K4平和教育学際研究19S9 3安井

地域に根ざす平和と愛国の歴史教育

ボストンの平和教育

地域に根ざし，いのちを尊び平和をつくる歴史教育

平和教育にいま求められていること

地域に根ざし，いのちを尊び，平和をつくる歴史教育

平和教育の基盤となるもの

5歴教協研究委今，なぜ，平tu ・瞬宿をめざす教育がたいせつなのか

．子ども達の平和醗を深めるために

平和教育の内面化について

戦後史をどうとらえるか

忠犬ハチ公の謎

国際理解教育と世界学習

 「国際理解教育」のあゆみから学ぶ

 「開発教育」から何を学ぶか

平和への志向

戦争体験と思想化について

戦争体験と戦争責任

8小笠原英三郎憲法九条と教畜の問題

戦争体験と主体者悪識の形成

戦争体験と戦争認識の深化

戦中派教師と社会釣實任

「ひろしま」を教えること

わたしなりの対応のし方

三島由起夫の死から

『戦争と平和」の教育

攻撃衝動の平和的行動への転位

碓名論的《唇語思想》を囲え

人間の覚醒

教育の事実認識と歴史的教副

日常批判の感牲

員体的「教育」が真の「軍和教育」

天皇制教育の批判的分析

平和教育の原点

昨日の加害者．今日の力曙者

人の良心を支配しないということ

独立と不可分のものとして

戦後教育における「原爆問題」の欠落

教育運動の新しい展開ヘー軍縮．平和と人権．平等の教育をめざして

軍縮，平和．人権．平等の教育を求めて

平和教育の課題と方法

平和教育の理念

「平和教育」と「謹書者問題Jとの接点を考える

惣二郎平和教育と教育の中立性

a）国民教育研究所

一 t7 一一

歴史教育

掴
歴史教育

歴史教畜

軍縮教育

平和認識

国縢ii解教育

国際理解教育

開発教育

個人の責任

全体

障害者問題

教畜的中立


